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総括研究報告書

地域の実情に応じた自殺対策推進のための包括的支援モデルの構築と展開方策

に関する研究

研究代表者  本橋 豊  自殺総合対策推進センター長、京都府立医科大学 特任教授 
研究分担者 椿 広計  統計数理研究所 名誉教授
研究分担者 藤原武男  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 教授
研究分担者 岩瀬博太郎 千葉大学大学院医学研究院 教授
研究分担者 井門正美  北海道教育大学教職大学院長、教授
研究分担者 近藤伸介  東京大学医学部附属病院 
研究分担者 猪飼周平  一橋大学大学院社会学研究科 教授
研究分担者 清水康之  NPO法人自殺対策支援センターライフリンク代表（理事長）

研究要旨：【目的】 我が国の自殺対策のビジョンとしての「生きることの包括的支援とし

ての自殺対策」を地域の実情に応じて実現するために求められる包括的支援モデルを示し、

将来の我が国の自殺対策の推進に資することが本研究の目的である。具体的には、大綱にお

いて重点課題として示された子ども・若者対策（ＳＯＳの出し方教育およびソーシャルメデ

ィア対策等を含む）、関連諸施策との連動に基づく地域自殺対策包括支援モデルの具体的な

展開、地域自殺対策を支える最新の統計分析とその活用、適切な医療保健福祉モデルの構築

に関して、研究成果を踏まえて政策的方向性を示す。 

　これにより厚生労働行政における自殺対策の施策展開に資することを最終的な目標と

するものである。 

【方法】以下の１２の研究課題について、政策科学、疫学、質的調査法等の手法を用いて各

研究を実施した。（１）「SNS時代の若者に対する新たな自殺対策の構築～座間事件の再発防

止を視野に入れて～」第７７回日本公衆衛生学会総会（郡山市）シンポジウムの開催、（２）

国外の自殺対策における PDCAサイクルの実際に関する研究～アイルランドとイングランド
の国家自殺対策戦略の評価より～、（３）国外の自殺対策担当機関の役割に関する研究～フ
ランス全国自殺観察機構について～、（４）ベトナムにおけるメンタルヘルス、自殺対策の
現状と課題、（５）第３回国際自殺対策フォーラム「自殺対策の政策評価の基礎となるエビ
デンスの提供と活用」の開催、（６）子供の貧困と自殺対策に関する研究～都市部における
課題解決方策～、（７）自殺リスク要因を検討するミクロデータ分析環境の構築と自殺総合
対策に資する統計的活動、（８）死因究明制度と連動した死亡情報データの活用による自殺
対策の推進に関する研究、（９）命の教育プロジェクト―SOS の出し方・気づき方―、（１
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０）自殺対策における適切な精神科医療体制の在り方に関する研究～自殺対策拠点病院の
コンセプト構築、（１１）自殺対策と生活支援の関連に関する研究、（１２）Zero-suicide の
国際的動向に関する研究。 

【結果及び考察】（１）「SNS 時代の若者に対する新たな自殺対策の構築～座間事件の再発
防止を視野に入れて～」第７７回日本公衆衛生学会総会シンポジウムでは、「SNSを活用し
た自殺願望を有する若者への自殺対策～国の取組～」、「若者の自殺念慮」、「自殺願望を有す
る若者へのネット検索連動型支援策の試み」、「医学生を対象とした自殺予防教育プログラ
ムの開発と実践」をテーマにした報告と討議が行われた。（２）国外の自殺対策における
PDCA サイクルの実際に関する研究～アイルランドとイングランドの国家自殺対策戦略の
評価より～では、戦略の進捗評価については、具体的な評価指標を定めて客観的に評価する
とともに、実施体制や取組の特徴も踏まえた解釈と提言を行う必要性が示唆された。自殺死
亡率の推移については、確率的な不確実性を考慮して分析し、戦略の効果を長期的な視点か
ら評価するための材料とすることが必要であると考えられた。（３）国外の自殺対策担当機
関の役割に関する研究～フランス全国自殺観察機構について～では、ONS 事務局はフラン
ス社会保健省内の Santé Publique France（フランス公衆衛生局）、INSEE（国立統計経済研
究所）およびDRESS（調査研究評価統計局）のメンバーから構成されている。自殺と自殺
未遂の監視に関する作業部会を Santé Publique France と INSEE のスタッフが担当し、自
殺対策に関連するエビデンス収集・整理と研究プロジェクトの実施に関する作業部会を
DREES のスタッフが担当している。（４）ベトナムにおけるメンタルヘルス、自殺対策の現
状と課題においては、同国においては医療システムや医師、看護師等の人材養成、保健シス
テムの整備プライマリーヘルスケアの強化などが優先課題となっており、自殺対策の優先
順位は低いのが実情である。 
自殺対策に関する法制度や政策が整備されていないベトナムに対して、国際的な自殺対策
推進の観点から国際協力を進めることが必要である。（５）第３回国際自殺対策フォーラム
「自殺対策の政策評価の基礎となるエビデンスの提供と活用」の基調講演では、韓国の忠清
南道広域精神健康福祉センター副センター長の金 渡潤（Kim Doe Yoon）先生より韓国農
村部の一つである忠清南道の自殺対策の紹介があった。その中で、官民学の連携や住民の自
治に基づいた地域社会の自殺対策およびネットワークの強化を進めていく必要性が紹介さ
れた。（６）子供の貧困と自殺対策に関する研究～都市部における課題解決～では、子ども
の自己肯定感は、ロールモデルおよびサードプレイスの存在によって貧困であるかどうか
によらずに高められることが明らかになった。これらにアプローチする政策が子どもの自
殺対策となる可能性がある。（７）自殺リスク要因を検討するミクロデータ分析環境の構築
と自殺総合対策に資する統計的活動では、公的統計ミクロデータを探索的に分析できる拠
点を情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設（立川）に設置するための
設備並びに管理体制を整備した。また、自殺総合対策に資する情報可視化技術の開発、地域 

-2-



空間構造と自殺リスクとの関係性などを統計的に検討した。（８）死因究明制度と連動した
死亡情報データの活用による自殺対策の推進に関する研究では、イタリアとドイツにおい
て人口動態統計のなかで、自殺を含む外因死をどう処理しているかを調査した。また千葉大
学法医学教室の解剖記録から、他殺をも含む Homicide-Suicide（以下 HS）発生の実態につ
いて調査を行った。（９）命の教育プロジェクト―SOS の出し方・気づき方―では、「命の
教育に関する韓国訪問調査」(2019 年 2月 26 日－3 月 1日)の実施、命の教育シンポジウム
2019－SOS の出し方・気づき方－」(2019 年 3 月 6 日)を開催した。（１０）自殺対策にお
ける適切な精神科医療体制の在り方に関する研究～自殺対策拠点病院のコンセプト構築で
は、自殺対策の大きな柱の１つである未遂者支援に焦点をあて、未遂者を覚知する場となる
医療機関のうち、救命救急センターおよび精神科病棟を擁する総合病院での直近の事例を
詳細に検討し、自殺予防の方策を選択的介入から個別的介入へとさらに精緻化できるよう
考察を展開した。（１１）自殺対策と生活対象に生活保護に関する意識調査を実施した結果、
高所得層に相対的に強い生活保護制度に対する批判があること、また低所得層においては、
相対的に日本版 K6 のスコアが高い一方で、生活が困窮しても軽々に生活保護を受けるべき
でないという規範が存在していることが推察される結果となった。（１２）Zero-suicide に
関する国際的動向に関する研究では、2018年 9月に開催された会議の成果物である、宣言
書の日本語訳を完成させた。 

Ａ．研究目的 

平成 30 年度は本研究プログラムの最終

年度を見据えて、これまでの研究の成果を

自殺対策の現場にいかに還元できるかとい

う観点が求められる。我が国における自殺

対策のビジョンとしての「生きることの包

括的支援としての自殺対策」を地域の実情

に応じて実現するために求められる包括的

支援モデルを示し、将来の我が国の自殺対

策の推進に資することが本研究の目的であ

る。具体的には、大綱において重点課題と

して示された子ども・若者対策（ＳＯＳの

出し方教育およびソーシャルメディア対策

等を含む）、関連諸施策との連動に基づく地

域自殺対策包括支援モデルの具体的な展開、

地域自殺対策を支える最新の統計分析とそ

の活用、適切な医療保健福祉モデルの構築 

に関して、研究成果を踏まえて政策的方向

性を示す。これにより厚生労働行政におけ

る自殺対策の施策展開に資することを最終

的な目標とするものである。 

Ｂ．研究方法 

 平成 30 年度の研究で行われた研究プロ

ジェクトの研究方法を以下に簡潔に示す。 

（１） 「SNS時代の若者に対する新たな

自殺対策の構築～座間事件の再発防止を

視野に入れて～」第７７回日本公衆衛生

学会総会（郡山市）シンポジウムの開催

（本橋・松永・高橋・伊藤・堤）： 

第７７回日本公衆衛生学会総会の公募シン

ポジウムとして実施され、当日は座長によ

る趣意説明と４名のシンポジストによる

「SNS を活用した自殺願望を有する若者へ
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の自殺対策～国の取組～」、「若者の自殺念

慮」、「自殺願望を有する若者へのネット検

索連動型支援策の試み」、「医学生を対象と

した自殺予防教育プログラムの開発と実践」

をテーマにした報告と討議を行った。 

（２） 国外の自殺対策における PDCAサイ 

クルの実際に関する研究～アイルランドと

イングランドの国家自殺対策戦略の評価よ

り～（木津喜・金子・本橋）： 

地域自殺対策計画が策定された後、都道

府県や市町村における計画に沿った事業や

施策の効果的・効率的な実施を支援すると

ともに、主要な事業や施策の有効性を評価

していくことが国の自殺対策における重要

な課題になると考えられる。しかし、自殺

対策事業の評価手法については、その方向

性を検討しつつある状況である。 

本研究では、包括的な国家自殺対策戦略を

有し、戦略評価結果を公表しているアイル

ランドとイングランドについて、自殺対策

の評価の実情に関する文献調査を行った。 

（３） 国外の自殺対策担当機関の役割に関 

する研究～フランス全国自殺観察機構につ 

いて～（本橋・金子・木津喜）： 

フランスの Observatoire national du 

suicide（ONS; 全国自殺観察機構）は、2013

年に設立された自殺対策に関連する省庁横

断的な組織である。本邦に於いて ONS の活

動については幾つかの報告がされているが、

その組織やミッションについての概括的な

報告は行われていない。その役割と業務の

実態を自殺総合対策推進センターと比較す

ることで、我が国における自殺総合対策推

進センターの役割と業務に示唆を得ること

を目的とした。2019 年 3 月 13 日午後 2 時

～4 時に ONSに訪問調査を行った。また、イ

ンタビュー内容だけでは不十分な点は、事

前および事後の文献調査により補足した。 

（４） ベトナムにおけるメンタルヘルス、

自殺対策の現状と課題（本橋・藤田・松永・

渡邊）：  

2018年 3月 18日から 22日にかけて、

自殺総合対策推進センターはハノイにある

ベトナム国立精神保健研究所(NIMH：Viet 

Nam National Institute of Mental 

Health)、ベトナム保健省（MoH：Ministry 

of Health）、WHOベトナム事務所（World 

Health Organization Representative 

Office Viet Nam）を訪問し、関係者との

協議およびヒアリングを行った。 

（５） 第３回国際自殺対策フォーラム：自

殺対策の政策評価の基礎となるエビデンス

の提供と活用（本橋・近藤・高橋・金子・藤

田）： 

基調講演者には、韓国の忠清南道広域精

神健康福祉センター副センター長の金 渡

潤（Kim Doe Yoon）先生を招聘し、韓国の

地方（農村）における地域社会の自殺予防

の最新動向について講演をお願いした。午

後のシンポジウムでは、5名のシンポジスト

による報告と、我が国の自殺対策への政策

提言が討議された。 

（６） 子供の貧困と自殺対策に関する研究

～都市部における課題解決方策～（藤原・

木津喜・森田・那波・松山・谷友・伊角・土

井・福屋・小山・馬場）： 

 2017年に実施した「足立区子どもの健康・

生活実態調査」における小４、小６、中２の

データを解析した（N=1652）。この調査にお

いて、子どもの自記式による自己肯定感（児

童用コンピテンス尺度の自己価値下位尺度、

桜井、1992）を把握した。さらに、子どもの
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生活習慣（朝食欠食）、家庭環境（貧困状況、

虐待、ネグレクト（夜間の放置）、親のメン

タルヘルス（K６））、学校環境（教師が好き

か、学校が楽しいか）、地域環境（親以外の

ロールモデルの存在、自宅・学校以外の放

課後のサードプレイスの存在）を把握した。

子どもの自己肯定感を連続量としてこれら

の要因について多変量解析を行い、標準化

偏回帰係数（β）でその関連の強さを比較

した。 

（７） 自殺リスク要因を検討するミクロデ

ータ分析環境の構築と自殺総合対策に資す

る統計的活動（椿・久保田・竹林・岡本・

岡）： 

自殺総合対策を地域データに基づいて導

くための公的統計データの個票データ（ミ

クロデータ）分析環境の構築とその利活用

を検討した。特に、公的統計ミクロデータ

を分析可能とするオンサイト拠点を情報・

システム研究機構に設置し認可を受けた。

また、オンサイト拠点で自殺総合対策に資

する分析のために利用可能な厚生労働省公

的統計ミクロデータの拡充に必要な活動を

行った。また、同センターと共同で、社会生

活基本調査による国民の生活様式の地域差

分析を設置したオンサイト拠点で行うこと

を計画した。総務省に対するデータ利用申

請をした。 

公的統計ミクロデータを探索的に分析でき

る拠点を情報・システム研究機構データサ

イエンス共同利用基盤施設（立川）に設置

するための設備並びに管理体制を整備した。

総合自殺対策に資する厚生労働省公的統計

ミクロデータをオンサイト拠点で利用可能

とするために、総務省統計局統計データ利

活用センターに要望を行い、厚生労働省と

の事務折衝を進行させた。平成 29年度に試

行的に策定した、自治体が利活用可能な公

的統計マクロデータについて、(独)統計セ

ンターで恒常的に策定する措置を依頼した。

また、自殺総合対策に資する情報可視化技

術の開発、地域空間構造と自殺リスクとの

関係性などを統計的に検討した。 

（８） 死因究明制度と連動した死亡情報デ

ータの活用による自殺対策の推進に関する

研究（岩瀬・石原・山口・大屋）: 

海外の死亡情報データについては、今年

度は、刑事司法が法医学研究所に医学的調

査を委嘱するという、本邦と類似した形態

であるイタリアとドイツに関し、本邦との

類似点、相違点について調査した。 

千葉大学法医学教室の解剖記録から、他

殺をも含む Homicide-Suicide（以下 HS）事

例を抽出した情報に基づき、HS発生の実態

について調査した。当教室で 2008年 1月か

ら 2017年 9月末時点までに得られたデータ

について、年齢、性別、加害者と被害者の関

係性、既往疾患、身体検査所見を調査した。 

（９） 命の教育プロジェクト―SOSの出し

方・気づき方―（井門・梅村・川俣）： 

2018年度は、教育研究実践の主な活動と

して、「SOSの出し方・気づき方」に関する

教育・啓発活動、そして WEB 上で学習でき

る「命の教育 Yes/No カード学習」、「命の教

育に関する韓国訪問調査」(2019 年 2 月 26

日－3月 1日)、「命の教育シンポジウム 2019

－SOSの出し方・気づき方－」を実施した。 

2018年度は、研究要旨に示したように、①

「SOSの出し方・気づき方」に関する教育・

啓発活動として出前授業の実施(札幌市内

中学校２校７クラス、夕張市内中学校１校

１クラス、北広島市内中学校１校３クラス)、
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②WEB 上で学習できる「命の教育 Yes/Noカ

ード学習」の公開促進、③「命の教育に関す

る韓国訪問調査」(2019 年 2 月 26 日－3 月

1 日)の実施、④「命の教育シンポジウム

2019－SOSの出し方・気づき方－」(2019 年

3月 6日)を開催し、これらの活動について

まとめた⑤「命の教育プロジェクト 2019 報

告書」の作成を行った。成果については、命

の 教 育 プ ロ ジ ェ ク ト ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.ido-labo.com/edu4life/) で

随時公開した。 

（１０） 自殺対策における適切な精神科医

療体制の在り方に関する研究～自殺対策拠

点病院のコンセプト構築（近藤）： 

自殺対策の大きな柱の１つである未遂者

支援を精緻化することにより、地域自殺対

策の推進並びに厚生労働行政における自殺

対策の施策展開に資することを目的として、

自殺未遂が事例化する代表的な場所となる

医療機関を発端に、適切な支援につないで

いくために必要な資源や仕組みについて考

察する。具体的には、平成 30年度および令

和元年度の医療機関における自殺未遂者の

実態調査に基づき、大規模な統計では浮か

び上がってこない個別の状況を明らかにす

ることで、補強すべき点を明確にすること

を目指している。 

（１１） 自殺対策と生活支援の関連に関す

る研究（猪飼）： 

平成 29年度においては、神奈川県小田原

市において、同市と共同で、生活保護・生活

困難と自殺リスクの連関に関する市民アン

ケートを実施した（平成 30年 2,3月実施）。

本アンケートの特徴は、生活保護利用に関

する態度や生活困難の実態と、日本版 K6等

に基づくメンタルヘルスの状況との関連を

分析した。 

（１２） Zero-suicide の国際的動向に関

する研究（清水）： 

平成 30年 9月、オランダ・ロッテルダム

市で開催された Zero-suicide サミットに

出席し Zero-suicide サミットの宣言文書

の作成に関与し、合意後に公表された宣言

文の日本語訳を作成し、広くその成果物を

普及させる。 

Ｃ．結果と考察 

（１） 「SNS時代の若者に対する新たな自

殺対策の構築～座間事件の再発防止を視野

に入れて～」第７７回日本公衆衛生学会総

会（郡山市）シンポジウムの開催（本橋・松

永・高橋・伊藤・堤）： 

１．SNSを活用した自殺願望を有する若者

への自殺対策～国の取組～（松永） 

 国の座間市における事件の再発防止策

については、平成 29年 12月 19日に公表さ

れた座間市における事件の再発防止に関す

る関係閣僚会議の報告書にまとめられてお

り、この報告書および報告書を受けて実施

された 2018年 3月の SNS対策事業の経過を

もとに、課題と方向性の整理を行った。国

の再発防止策は 1）SNS等における自殺に関

する不適切な書き込みへの対策、2）インタ

ーネットを通じて自殺願望を発信する若者

の心のケアに関する対策、3）インターネッ

ト上の有害環境から若者を守るための対策

の 3 つの柱からなっている。自殺総合対策

と深く関連しているのは、厚生労働省が主

として所管している 2）の事業である。具体

的には ICT を活用した相談機能の強化と

SNSを活用した相談対応の強化であり、さら

には若者の居場所づくりの支援等である。
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広く若者を対象とする SNS 相談事業が平成

30 年 3 月の自殺対策強化月間に合わせて、

13 の民間団体により試行的に行われた。こ

の試行的事業を受けて、若者を相談につな

げる支援の在り方、SNSによる相談ノウハウ

の向上をいかに図るか、若者の居場所づく

りをいかに支援するかについての具体的な

取組と実践的研究を一体的に行うことで、

時代に対応した若者の自殺対策の充実を図

ることが必要である。 

２．若者の自殺念慮（高橋） 

若年層が自殺で命を失うことがないよう

にするため自殺念慮をいつから抱いてい

るか、自殺念慮を抱かせる原因は何かを

把握するため、発表者が継続的に研究を

行っているパネルデータを用いた分析を行った。

本報告の分析対象は 2010年 12月、2013年

2月および2016年2月の調査回答者である。

パネルデータの入手と分析から若年層にお

ける自殺のハイリスク層の存在を確認する

とともに、離婚・死別などの人生上の出来

事が自殺念慮を抱くきっかけになっている

ことが分かった。今後はこうしたパネル分

析を若年層以外の高齢者などにも広げ、年

代の相違によって要因が違ってくるのかを

検討することが重要になっている。今後、

日本でも自殺に関連するパネルデータ分析

が進展することを期待したい。 

３．自殺願望を有する若者へのネット検

索連動型支援策の試み（伊藤） 

若年層の自殺を防ぐためにインターネ ッ

ト上の相談体制を整える動きが活発化し、 

ICT を用いた自殺予防対策の実施は急務と

なっている。発表者は若年層自殺対策とし

て 2013 年よりインターネットを用いた相

談活動を行ってきた。具体的には検索エン

ジンを自殺ハイリスク者のスクリーニング

と見立て、特定の地域のユーザーに対し、

検索連動広告を利用し、インターネット上

で相談を受ける旨の広告を表示させる。そ

して特設サイトに誘導し、メールやチャッ

ト等を用いて継続的に相談を受ける。相談

者の心身の健康状態や自殺の危機等をアセ

スメントし、対面で相談することが可能な

適切な援助資源へつなぎ、見守っていく「イ

ンターネット・ゲートキーパー活動」であ

る。 

４．医学生を対象とした自殺予防教育プ

ログラムの開発と実践（堤） 

自殺総合対策等に盛り込まれている内容

とともに、自殺対策に関する講義の内容と

実施方策の検討に基づいて、医学部医学科

の正規のカリキュラムに組み入れる教育活

動を行い、講義の評価を基に講義内容の洗

練化を図った。医学部のモデル・コア・カリ

キュラムに取り入れられている行動科学で

重視されているコミュニケーション能力の

醸成を目標に、心理的な負担を抱えている

患者に寄り添い、傾聴しつつコミュニケー

ションをとる能力を養う症例シナリオを検

討した。医学生が有する知識として整理し

た講義内容を基に、医学第 4 学年を対象と

して、正規のカリキュラム内で講義を実施

した。また、コミュニケーションを学ぶ 2つ

のシナリオを作成し、心理的負担の強い患

者との面接法（寄り添い、傾聴、サポート）

と自殺企図者への対応を、学生がロールプ

レイを通じて習得することを目標とするア

クティブ・ラーニングのためのトリガービ

デオを作成し、１～３学年で実施する行動

科学・医療面接の実習で使用する準備をし

た。 
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（２） 国外の自殺対策における PDCA サイ

クルの実際に関する研究～アイルランドと

イングランドの国家自殺対策戦略の評価よ

り～（木津喜・金子・本橋）： 

 アイルランドでは、国家自殺対策戦

略（Connecting for Life）の中間評価結

果が公表され、戦略目標ごとに施策の進

捗評価（5 段階）と具体的な勧告が作成

されていた。 

 イングランドでは、国家自殺対策戦略

（ Preventing Suicide in England: A 

cross-government outcomes strategy to 

save lives）の進捗報告が 1～2年ごとに公

表されており、重点施策ごとの実施内容と

自殺死亡率の推移が報告されていた。 

進捗評価については、具体的な評価指標

を定めて客観的に評価するとともに、実施

体制や取組の特徴も踏まえた解釈と提言を

行う必要性が示唆された。自殺死亡率の推

移については、確率的な不確実性を考慮し

て分析し、戦略の効果を長期的な視点から

評価するための材料とすることが必要であ

ると考えられた。 

（３） 国外の自殺対策担当機関の役割に関

する研究～フランス全国自殺観察機構につ

いて～（本橋・金子・木津喜）： 

フランスの Observatoire national du 

suicide（ONS; 全国自殺観察機構）は、2013

年に設立された省庁横断的な組織であり、

メンバーは議会、省庁、関係機関、関係団体

および大臣が任命した専門家からなり、総

会を年 2 回開催する。フランス保健福祉省

の DREES（調査研究評価統計局、1998 年設

立）に事務局を置く。 

 現在、ONSは 2つの作業部会を持つ。一

つは自殺と自殺未遂の監視に焦点を当てて

おり、この分野の既存情報の収集をより適

切に調整することを目的としている。二つ

目は、既存の研究や研究を特定し、新しい

研究を開始することである。この部会では、

自殺対策に関連するエビデンス収集・整理

と研究プロジェクトの実施を行っている。

ONSは自ら調査研究を行うことはなく、関係

機関の持つデータの活用や改善、外部の研

究者、民間団体等への研究委託等を行って

いる。 

ONS 事務局はフランス社会保健省内の

Santé Publique France（フランス公衆衛生

局）、INSEE（国立統計経済研究所）および

DRESSのメンバーから構成される。主に、自

殺と自殺未遂の監視に関する作業部会を

Santé Publique Franceと INSEE のスタッ

フが担当し、自殺対策に関連するエビデン

ス収集・整理と研究プロジェクトの実施に

関する作業部会を DREES のスタッフが担当

している。 

自殺統計の精度や対策の実施、充実度に

関しては日本が優れていると思われたが、

未遂者の把握に関する医療受診歴の活用な

ど各種の公的ミクロデータの利活用等につ

いては参考にすべき点があった。 

（４） ベトナムにおけるメンタルヘルス、

自殺対策の現状と課題（本橋・藤田・松永・

渡邊）： 

ベトナムの自殺死亡率は人口 10 万人あ

たり 7.3人であり、フィリピン 3.2、マレー

シア 5.5、インドネシア 3.4 よりも高い

（2016 年）。近年、男性の自殺率は増加傾向

にあり、自殺者の年齢構成では 20歳～59歳

が最も多い。また、自殺手段としては、農薬

等の服毒によるものが多いことが特徴的で

あり、農業国であることからパラコートな
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どの農薬を入手しやすいことが背景にある

と考えられる。また、男性の特に若い世代

における常飲者が多く、アルコールが関係

した事件（傷害など）で検挙されるのも 16-

30 歳といった若い世代が特に多いことや、

自殺との関連も想定される。ベトナムにお

ける保健政策では、医療システムや医師、

看護師等の人材養成、保健システムの整備

プライマリーヘルスケアの強化などが優先

課題であり、また、母子保健対策や感染症

対策が優先されているのが現状である。従

って、自殺対策の優先順位は低いのが実情

である。自殺に関する統計データの整備等

も遅れており、自殺に関する調査研究も少

ない。 

ベトナムでは、急速な経済成長によって、

貧富の格差が拡大している。自殺対策に関

する法制度や政策は未整備であり、自殺に

関する統計データの整備も進んでいなかっ

た。日本の最新の自殺対策をベトナムに公

共政策輸出することにより、ベトナムの自

殺対策の推進に資する国際協力になると考

えられる。 

（５） 第３回国際自殺対策フォーラム 自

殺対策の政策評価の基礎となるエビデンス

の提供と活用（本橋・近藤・高橋・金子・藤

田）： 

基調講演では、金先生より韓国の農村部

の一つである忠清南道の自殺対策を紹介い

ただいた。その中で、官民学の連携や住民

の自治に基づいた地域社会の自殺対策およ

びネットワークの強化を進めていく必要性

が紹介された。シンポジウムでは、近藤克

則氏から日本老年学評価研究の調査（JAGES

調査）データ・ニーズ調査データの分析か

ら自殺死亡率に関連するソーシャルキャピ

タルやその他の地域・社会環境要因の検証

結果と地域マネジメント支援システムのプ

ロトタイプの紹介があった。高橋義明氏か

ら近年、若者に急速に普及してきたスマー

トフォン、SNS利用の援助希求意識への影響

の報告があった。本橋豊氏からは 2018年に

WHOが公表した「コミュニティーが自殺対策

に主体的に関与するための手引きとツール

集」を紹介しながら、生活空間が多様化し

単に地域にとどまらない現代社会に様々に

存在するコミュニティーをどのように自殺

対策に巻き込むのかを、今後の自殺対策の

政策評価の上で考慮する必要があることが

紹介された。金子善博氏からは、地域自殺

実態プロファイルと地域自殺対策政策パッ

ケージの現状、および今後の更新の方向性

について紹介された。藤田幸司氏からは、

「自死遺族等を支えるために～総合的支援

の手引（JSSC2018）」を紹介しながら、自死

遺族等支援の地域格差解消のための方向性

が紹介された。基調講演およびシンポジス

トの報告を受け総合討議を行った。 

（６） 子供の貧困と自殺対策に関する研究

～都市部における課題解決方策～（藤原・

木津喜・森田・那波・松山・谷友・伊角・土

井・福屋・小山・馬場）： 

「足立区子どもの健康・生活実態調査」の

解析結果から、子どもの自己肯定感を高め

るためには、学校が楽しいと思える環境づ

くりが重要であること、またロールモデル

となる、地域における第３の大人の存在が

有効であり、さらに、サードプレイスの提

供が家庭環境における影響と同程度の影響

力を持って子どもの自己肯定感に影響して

いることが明らかとなった。これらは相互

に関連している部分もあると考えられるが、
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今回の解析では独立した影響を見ているの

で、それぞれに介入することで効果が期待

できる。学校での友人関係については介入

が難しいが、地域が子どもへの関心を高め、

子どもにとってのロールモデルとなること

は、今後の地域づくりの中でできる可能性

がある。また、サードプレイスについても、

地域づくりの中で子どもの安全な居場所を

積極的に考えていくべきだろう。 

貧困状態に関わらず、ロールモデル、サー

ドプレイスの充実により子どもの自己肯定

感を高められる可能性が示唆されたことか

ら、行政および学校関係者が直接子どもの

自己肯定感を高める政策を実施することに

よって子どもの自殺予防につながる可能性

がある。 

（７） 自殺リスク要因を検討するミクロデ

ータ分析環境の構築と自殺総合対策に資す

る統計的活動（椿・久保田・竹林・岡本・

岡）： 

大学共同利用機関初のオンサイト拠点を

立川地区に設置し、認可を受けた。厚生労

働省の人口動態統計ミクロデータは平成 30

年末にオンサイト拠点で利用可能となり、

既に利用可能であった国勢調査データと共

に申請することで、国勢調査ミクロデータ

公開後にこれまで行ってきた、地域自殺対

策に資する自殺統計編成は今後オンサイト

拠点で行うことができるようになった。自

殺総合対策に資すると期待されている国民

生活基礎調査については、今後もオンサイ

ト拠点での利用を可能にすべく、交渉を続

ける必要がある。オンサイト拠点の行政機

関利用については、行政情報と統計ミクロ

情報との結合とその結果の利用方法につい

てまだ解決すべき問題がある。可視化技術

の自殺統計への適用、都市構造情報の自殺

リスクへの関係については、所定の研究成

果を上げることができた。 

（８） 「死因究明制度と連動した死亡情報

データの活用による自殺対策の推進に関す

る研究」（岩瀬・石原・山口・大屋）： 

他殺後自殺（無理心中等）については千葉

大学法医学教室のデータ等により調査を行

い、加害自殺者・被害者の年齢、性別、両者

の関係性に加え、薬物摂取の状況について

分析した。年齢、性別、関係性については昨

年度の報告とほぼ一致した。また、解剖を

行った加害および自殺既遂例での検出薬物

状況についてみると、最も多いものは向精

神薬であった。法医解剖事例の中で自殺事

例のおよそ半数から薬毒物が検出され、自

殺時に薬毒物摂取の割合が高い傾向が認め

られたことなどが過去に報告されているが、

再発予防の検討にあたっては今後更なるデ

ータ収集が不可欠である。 

（９） 命の教育プロジェクト―SOSの出し

方・気づき方―（井門・梅村・川俣）： 

 2018年度は、研究要旨に示したように、

①「SOSの出し方・気づき方」に関する教育・

啓発活動として出前授業の実施(札幌市内

中学校２校７クラス、夕張市内中学校１校

１クラス、北広島市内中学校１校３クラス)、

②WEB 上で学習できる「命の教育 Yes/Noカ

ード学習」の公開促進、③「命の教育に関す

る韓国訪問調査」(2019 年 2 月 26 日－3 月

1 日)の実施、④「命の教育シンポジウム

2019－SOSの出し方・気づき方－」(2019 年

3月 6日)を開催し、これらの活動について

まとめた⑤「命の教育プロジェクト 2019 報

告書」の作成を行った。成果については、命

の 教 育 プ ロ ジ ェ ク ト ホ ー ム ペ ー ジ
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(http://www.ido-labo.com/edu4life/) で

随時公開した。 

（１０） 自殺対策における適切な精神科医

療体制の在り方に関する研究～自殺対策拠

点病院のコンセプト構築（近藤）： 

自殺が減少傾向に転じたとはいえ、依然

として年間２万人を超える自殺者が続いて

いること、特に未成年の自殺は増加を続け

ていることなどから、今後はこれまでの自

殺対策を継続することに加えて、いまだ十

分に支援が届いていない群や年代に対する

有効な方策を探索していく必要がある。 

昨年度は自殺未遂が覚知される医療機関

を①一般救急医療施設（精神科医不在）、②

一般救急医療施設（精神科標榜）、③精神科

クリニック、④精神科病院の大きく４種類

に分け、それぞれにおける課題や支援のあ

り方について考察した。 

平成 30年度および令和元年度では、医療

機関での自殺未遂者の実態調査に基づき、

大規模な統計では浮かび上がってこない個

別の状況を明らかにすることで、現在まで

の施策に加えて補強すべき点を明確化する。 

具体的には、①平成 30年度、東京大学医

学部附属病院に自殺未遂のために救急搬送

され、救急車到着から 12時間以内に精神科

医が診察を行った 61 名の年齢・自殺企図の

手段・精神科治療歴・心理社会的要因・転帰

などについて、②平成 30年度、東京大学医

学部附属病院精神神経科に入院した未成年

74名について、年齢・自殺念慮の有無・自

殺企図歴の有無・精神科診断・心理社会的

要因・転帰などについて、それぞれ調査お

よび考察を行う。現在、①②につきデータ分

析中である。 

（１１） 自殺対策と生活支援の関連に関す

る研究（猪飼）： 

小田原市における市民アンケートについ

ては、高所得層に相対的に強い生活保護制

度に対する批判があること、それは憲法 25

条を直接的に反映した生活保護法の無差別

平等原則に対しても及んでいること、低所

得層において日本版 K6 のスコアが相対的

に高いという結果が出た。また、「よりそい

ホットライン」を活用した支援ニーズの推

計については、約 800万人から約 1700万人

という膨大な規模のニーズが従来の支援制

度からは見えない形で暗数として存在する

ということが示唆された。 

従来日本の福祉国家は、従来的な目的、す

なわち所得保障によるセーフティネットを

張るという点からみても、十分に機能を発

揮していない部分がある上に、従来の支援

の方法それ自体が多くの支援ニーズを抱え

た人びとを置き去りにしているという可能

性が示唆された。引き続き、現在の福祉国

家の課題把握に務めるとともに、この課題

を解決する方策の研究が必要であるといえ

る。 

（１２） Zero-suicide の国際的動向に関
する研究（清水）： 

文書の冒頭ではその意義を次のように述

べている。「ロッテルダム宣言はサミットに

参加した保健医療部門の指導者たちにより

支持されている。我々はすべての人に、世

界的に拡がりつつあるこの「学び」のコミ

ュニティーに加わるよう強く求めている。

また、あなたの保健医療システム環境にお

いて、あなたが望んでいるような変化をも

たらせるよう、ヒントを見つけるためにこ

の宣言を利用してほしい。大胆なビジョン

が人類を月に立たせ、ポリオを撲滅させた。

中途半端なことをしている時間は無い。「自
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殺ゼロ」に尽力しようとする洞察力あるリ

ーダーシップこそが、この重要なビジョン

への大きな一歩を踏み出すことを可能にす

るだろう。」  

そして、結論は次のような文章で結ばれ

ている。「保健医療システムに求めること：

質の保証されない効率性は論外である。効

率性の保証されない質は持続不可能である。

「自殺ゼロ・ヘルスケア」（Zero Suicide 

Healthcare）モデルでは、質と効率性の両方

が示されている。それは大きな志と科学の

融合である。「自殺ゼロ・ヘルスケア」（Zero 

Suicide Healthcare）は連携したケアを示

し、それゆえ誰もがたった一人で命を絶つ

ことがないように、また絶望のうちに自殺

に追い込まれることが無いようにしなくて

はならない。」 

Ｆ．健康危険情報 なし 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表  

1）Motohashi Y, Kaneko Y, Fujita K(2018). 

Suicide Countermeasures for 

Attempted Suicide Survivors Based 

on the General Principles of 

Suicide Prevention Policy. 

Suicide Policy  

Research , 2, 1-7 

2）本橋豊(2018).推進センターの国際的な

役割と取り組み 公衆衛生 82 

3）椿広計(2018).行政における統計データ

の活用と展望 行政＆情報システム

(特集：公共データの分析と活用の

実践に向けて) 

4）椿広計(2018).Quality Management から

視 た  Evidence Based Policy 

Making 季刊評価クオータリー 45 

5）Isumi A, Fujiwara T,Nawa N, Ochi M, 

Kato T(2018).  

Mediating effects of parental 

psychological distress and 

individual-level social capital on 

the association between child 

poverty and maltreatment in Japan. 

Child abuse & Neglect , 83, 142-150 

6）Nawa N, Isumi A, Fujiwara T(2018). 

Community-level social capital, 

parental psychological distress, 

and child physical abuse: a 

multilevel mediation analysis. 

Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology, 53, 1221-1229 

２．学会発表 

1 ） Motohashi Y. Successes of the 

National Suicide Prevention Strategy in 

Japan. mhGAP Forum 2018 (Geneva, 

Switzerland, October 2018) 

2）松永博子，藤田幸司，渡邊香，金子善博，

本橋豊．ベトナムにおける自殺対策の現状．

第77回日本公衆衛生学会総会，10月，郡山

市，2018. 

3)Takeo Fujiwara. School social capital

and child mental health, 10th ISSC 

Conference. Hvar Croatia, 2018.6.15 

4)藤原武男. 子どもの自己肯定感を決める

ものは何か：足立区における実態調査（A-

CHILD Study）第59回日本児童青年精神医学

会総会（東京）, 平成30年10月11日 

5)谷道正太郎,伊藤弘人,椿広計. 政府の統

計データ利活用推進の取組と地域統計デー
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タを活用した自治体の取組・変化の把握に

ついて. 第56回日本医療・病院管理学会（福

島）,2018年10月 

6)石原憲治, 大屋夕希子,岩瀬博太郎. 自

殺対策と連動した死因究明と法医学研究～

特に無理心中と子どもの死に焦点をあてて

～日本自殺総合 対策学会 （東京） , 

2018.3.15 

7)大屋夕希子, 千葉文子,猪口剛, 石原憲

治, 岩瀬博太郎. 異状死発生後の遺族に対

する法医解剖説明～海外法医学研究所視察

からの報告～. 日本トラウマティックスト

レス学会（別府）, 2018.6.9 

8)井門正美. 北海道教育大学教職大学院に

おける『命の教育プロジェクト』２, 日本

学校教育学会第３３回全国大会（東京）, 

2018年8月 

9)川俣智路、井門正美、梅村武仁. 「SOSの

出し方教育」の授業実践の開発と検討－自

尊感情とメンタルヘルスに関する心理教育

に着目して－, 日本教育心理学会第60回総

会（神奈川）, 2018年9月 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
研究分担報告書 

SNS 時代の若者に対する新たな自殺対策の構築 

～座間事件の再発防止を視野に入れて～ 

-第 77回日本公衆衛生学会総会（郡山市）シンポジウム２- 

研究代表者 本橋  豊 自殺総合対策推進センター長 
研究協力者 松永 博子 自殺総合対策推進センター 
研究協力者 高橋 義明 公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所 主任研究員 
研究協力者 伊藤 次郎 特定非営利活動法人OVA 代表 
研究協力者 堤  明純 北里大学医学部教授（公衆衛生学単位） 

研究要旨 

目的：本シンポジウムは平成 29 年 10 月に起きたいわゆる座間事件を契機とした、SNS 空

間に情報発信する自殺念慮を有する若者の SOS のサインを誰がどのように迅速に受け止

め、現実空間の相談支援につなげるかという喫緊の課題に対し、SNS 時代の若者の置かれ

ている実情を明らかにした上で、具体的な支援策について明らかにし、地域の自殺対策に幅

広く関わる公衆衛生の専門家に共有することを目的とした。研究方法 ：日本公衆衛生学会

総会の公募シンポジウムとして実施され、当日は座長による趣意の説明と４名のシンポジ

ストによる「SNS を活用した自殺願望を有する若者への自殺対策～国の取組～」、「若者の

自殺念慮」、「自殺願望を有する若者へのネット検索連動型支援策の試み」、「医学生を対象と

した自殺予防教育プログラムの開発と実践」をテーマにした報告と討議を行った。結果と考

察 ：若者への自殺対策に関する研究成果や事例を学会の場で共有することにより、自殺対

策の推進に資することができたと考えられた。全国の公衆衛生の関係者が集まる日本公衆

衛生学会総会において、平成 29 年 10 月に起きたいわゆる座間事件をテーマに、SNS 時代

の若者に対する新たな自殺対策に関するシンポジウムを開催することができたことは時宜

にかなっていた。専門家が自分の領域だけに関心を示すのではなく、関連する領域や制度を

理解した上で、地域における具体的な施策の連動を図れるようにすることが重要であり、こ

のことは公衆衛生の専門家に期待されていることである。 
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A．研究目的 
 現在の日本の自殺対策において若者の自殺対
策は喫緊の課題として認識されている。社会に
おけるインターネットやSNSの急速な進展とと
もに、とりわけ若者は SNS などのツールへの依
存が強まっており、それに伴い若者の自殺問題
も複雑化している。 
平成29年10月に起きたいわゆる座間事件は、

ネット上で自殺願望を発する若者が悪意ある犯
罪者により不幸な結果に至った悲惨な事件であ
る。なぜ、見知らぬ他人を SNS 上で簡単に信じ
てしまうのかといった若者特有の心理特性に関
する考察も必要だが、深刻な悩みを抱える若者
への支援をいかに構築していくかという実務的
な課題も重要である。自殺対策における古典的
な対面相談やメール相談の利用可能性が若者で
はとくに低下し、SNS を活用した自殺対策の重
要性が認識されるようになってきた。 
 そこで、「＃死にたい」と SNS 空間に情報発
信する自殺念慮を有する若者のSOSのサインを
誰がどのように迅速に受け止め、現実空間の相
談支援につなげるかという喫緊の課題に対し、
SNS 時代の若者の置かれている実情を明らかに
した上で、具体的な支援策について明らかにし、
地域の自殺対策に幅広く関わる公衆衛生の専門
家に共有することを目的とした。 

B．研究方法 
 目的に対する議論を深め、本研究班の成果を
広く日本公衆衛生学会員および社会に公表する
機会とするとともに、日本公衆衛生学会と協働
で今後の日本の自殺対策改革に学術面で貢献す
るため、2018 年 4 月に第 77 回日本公衆衛生学
会総会（郡山市）での公募シンポジウムに応募
し、シンポジウム 2「SNS 時代の若者に対する
新たな自殺対策の構築～座間事件の再発防止を
視野に入れて～」が採択された。 
 開催の詳細は以下のとおり。 
日時：2018 年 10 月 24 日（水） 13:10～15:00 
場所：第 3 会場（ビッグパレットふくしま 1 階

コンベンションホール B） 
座長：本橋 豊（自殺総合対策推進センター） 
シンポジスト（テーマ）： 
１．松永博子（自殺総合対策推進センター）「SNS
を活用した自殺願望を有する若者への自殺対策
～国の取組～」 
２．高橋義明（公益財団法人中曽根康弘世界平
和研究所）「若者の自殺念慮」 
３．伊藤次郎（特定非営利活動法人 OVA）「自
殺願望を有する若者へのネット検索連動型支援
策の試み」 
４．堤 明純（北里大学医学部公衆衛生学単位）
「医学生を対象とした自殺予防教育プログラム
の開発と実践」 

C．研究結果 
（１）座長の導入（本橋） 
 シンポジウム冒頭で、研究目的に沿って、趣
旨を以下のように説明した。 
 現在の日本の自殺対策において若者の自殺対
策は喫緊の課題として認識されている。平成 29
年 10 月に起きたいわゆる座間事件は、ネット上
で自殺願望を発する若者が悪意ある犯罪者によ
り不幸な結果に至った悲惨な事件であった。社
会におけるインターネットやSNSの急速な進展
とともに、とりわけ若者は SNS などのツールへ
の依存が強まっており、それに伴い若者の自殺
問題も複雑化している。そこで、本シンポジウ
ムでは、「＃死にたい」と SNS 空間に情報発信
する自殺念慮を有する若者のSOSのサインを誰
がどのように迅速に受け止め、現実空間の相談
支援につなげるかということが喫緊の課題であ
ることをまず確認した上で、具体的な支援策に
ついて明らかにしたい。 
 松永氏はSNSを活用した自殺対策の最新の取
組について、高橋氏は若者の自殺念慮の実態に
ついて、伊藤氏は自殺願望を有する若者へのネ
ット検索連動型支援策の現場での実践について、
堤氏は医学生を対象とした正規カリキュラムに
おける自殺予防教育プログラムの開発と実践に
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ついて、それぞれご報告いただく予定である。
それぞれの発表を踏まえて、総合討論では、SNS
時代の若者の悩みを的確に受け止めることので
きる自殺対策とはどのようなものなのかについ
ての考察を深め、包括的な視点を持つ公衆衛生
学の専門家がどのようなかかわりを持つべきか
についても議論を深めたいと考えている。 

（２）報告と討議 
シンポジストの報告の要旨は以下のとおり。 

１．SNS を活用した自殺願望を有する若者への
自殺対策～国の取組～（松永） 
 国の座間市における事件の再発防止策につい
ては、平成 29 年 12 月 19 日に公表された座間
市における事件の再発防止に関する関係閣僚会
議の報告書にまとめられており、この報告書及
び報告書を受けて実施された 2018 年 3 月の
SNS 対策事業の経過をもとに、課題と方向性の
整理を行った。国の再発防止策は 1）SNS 等に
おける自殺に関する不適切な書き込みへの対策、
2）インターネットを通じて自殺願望を発信する
若者の心のケアに関する対策、3）インターネッ
ト上の有害環境から若者を守るための対策の 3
つの柱からなっている。自殺総合対策と深く関
連しているのは、厚生労働省が主として所管し
ている 2）の事業である。具体的には ICT を活
用した相談機能の強化とSNSを活用した相談対
応の強化であり、さらには若者の居場所づくり
の支援等である。広く若者を対象とする SNS 相
談事業が平成 30 年 3 月の自殺対策強化月間に
合わせて、13 の民間団体により試行的に行われ
た。この試行的事業を受けて、若者を相談につ
なげる支援の在り方、SNS による相談ノウハウ
の向上をいかに図るか、若者の居場所づくりを
いかに支援するかについての具体的な取組と実
践的研究を一体的に行うことで、時代に対応し
た若者の自殺対策の充実を図ることが必要であ
る。 

２．若者の自殺念慮（高橋） 
 若年層が自殺で命を失うことがないようにす
るため自殺念慮をいつから抱いているか、自殺
念慮を抱かせる原因は何かを把握するため、発
表者が継続的に研究を行っているパネルデータ
を用いた分析を行った。本報告の分析対象は
2010 年 12 月、2013 年 2月および 2016 年 2月
の調査回答者である。パネルデータの入手と分
析から若年層における自殺のハイリスク層の存
在を確認するとともに、離婚・死別などの人生
上の出来事が自殺念慮を抱くきっかけになって
いることが分かった。今後はこうしたパネル分
析を若年層以外の高齢者などにも広げ、年代の
相違によって要因が違ってくるのかを検討する
ことが重要になっている。今後、日本でも自殺
に関連するパネルデータ分析が進展することを
期待したい。 

３．自殺願望を有する若者へのネット検索連動
型支援策の試み（伊藤） 
 若年層の自殺を防ぐためにインターネット上
の相談体制を整える動きが活発化し、ICT を用
いた自殺予防対策の実施は急務となっている。
発表者は若年層自殺対策として 2013 年よりイ
ンターネットを用いた相談活動を行ってきた。
具体的には検索エンジンを自殺ハイリスク者の
スクリーニングと見立て、特定の地域のユーザ
ーに対し、検索連動広告を利用し、インターネ
ット上で相談を受ける旨の広告を表示させる。
そして特設サイトに誘導し、メールやチャット
等を用いて継続的に相談を受ける。相談者の心
身の健康状態や自殺の危機等をアセスメントし、
対面で相談することが可能な適切な援助資源へ
つなぎ、見守っていく「インターネット・ゲート
キーパー活動」である。「SNS を活用した相談事
業」で発表者が所属する NPO 法人OVAでは平
成 30年 2月 16日～平成 30年 3月 31日に相談
を受け付けた者は 51 名で、年齢は l0 代 28%、
20 代 41%、30 代 18%、40 代 10%、50 代以上
が4%であり、いわゆる若年層は86%であった。
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性別は女性 74,5%男性 23.5%その他 2.0%であ
った。K6(24 満点）の平均点は 19.45 点、自殺
念慮尺度は 13.82 点であった。インターネット
上で検索連動広告を用いる事で自殺のリスクが
高い若年層にアウトリーチが可能なことはこれ
らの実践が示している。一方で、インターネッ
ト上での介入にはその方法論や介入による効果
についての研究は国内外で不足している状況に
あり、支援方法の確立が求められる。 

４．医学生を対象とした自殺予防教育プログラ
ムの開発と実践（堤） 
 自殺対策や自殺のリスク要因への対応に係る
人材の確保、養成及び資質の向上が重要である
ことから、医療、保健福祉、心理等に関する専門
家を養成する大学、専修学校、関係団体等と連
携して自殺対策教育を推進することが求められ
ている。現在、1）医学生を対象とした正規のカ
リキュラムに向けた講義を作成し、その実施と
評価を基に医学生が理解しておくべき自殺対策
の講義の提案、2）心理的負担を負う自殺企図者
を含む実際の患者・クライアントへの対応能力
を身につけるための参加型の学習教材、3）以上
の教育コンテンツを普及するための e-learning
の開発を試みている。自殺総合対策等に盛り込
まれている内容とともに、自殺対策に関する講
義の内容と実施方策の検討に基づいて、医学部
医学科の正規のカリキュラムに組み入れる教育
活動を行い、講義の評価を基に講義内容の洗練
化を図った。医学部のモデル・コア・カリキュラ
ムに取り入れられていれる行動科学で重視され
ているコミュニケーション能力の醸成を目標に、
心理的な負担を抱えている患者に寄り添い、傾
聴しつつコミュニケーションをとる能力を養う
症例シナリオを検討した。医学生が有する知識
として整理した講義内容を基に、医学第 4 学年
を対象として、正規のカリキュラム内で講義を
実施した。また、コミュニケーションを学ぶ 2 つ
のシナリオを作成し、心理的負担の強い患者と
の面接法（寄り添い、傾聴、サポート）と自殺企

図者への対応を、学生がロールプレイを通じて
習得することを目標とするアクティブ・ラーニ
ングのためのトリガービデオを作成し、１～３
学年で実施する行動科学・医療面接の実習で使
用する準備をしている。本研究では、自殺対策
に係る知識とともに、現代の医学教育で求めら
れているロールプレイや想定症例の問題を解決
しうることを到達目標としたアクティブ・ラー
ニング形式の実習・演習による意識レベルでの
コンピテンシ一向上を目標とする教材開発を試
み、学習効果を知識レベル、意識レベルで評価
する方法の開発を検討した。これらの講義及び
実習のコアの内容を広く普及させるための方策
として e-learning の開発を計画している。 

図 会場内の様子 

D．考察 
 シンポジウムでは、座間事件をテーマに SNS
を活用した自殺願望を有する若者への国の取組、
調査研究による若者の自殺念慮の考察、自殺願
望を有する若者へのネット検索連動型支援の実
践からの報告、そして、医学生を対象に開発さ
れている自殺予防教育プログラムが報告され、
広く 10 代後半以降の若者への対策および支援
のための人材育成について議論することができ
た。若者への自殺対策に関する研究成果や事例
を学会の場で共有することにより、自殺対策の
推進に資することができたと考えられた。 

E．結論 
全国の公衆衛生の関係者が集まる日本公衆衛
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生学会総会において、平成 29 年 10 月に起きた
いわゆる座間事件をテーマに、SNS 時代の若者
に対する新たな自殺対策に関するシンポジウム
を開催することができたことは時宜にかなって
いた。 
 専門家が自分の領域だけに関心を示すのでは
なく、関連する領域や制度を理解した上で、地
域における具体的な施策の連動を図れるように
することが重要であり、このことは公衆衛生の
専門家に期待されていることである。 

Ｆ．健康危険情報 なし 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 なし 
２．学会発表 なし 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 なし 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

分担研究報告書 

国外の自殺対策における PDCA サイクルの実際に関する研究 

～アイルランドとイングランドの国家自殺対策戦略の評価より～ 

 研究協力者 木津喜 雅 自殺総合対策推進センター 室長 

 研究協力者 金子 善博 自殺総合対策推進センター 室長 

 研究代表者 本橋 豊  自殺総合対策推進センター センター長 

研究要旨 

【背景】自殺総合対策推進センターは、地域自殺対策計画の策定を支援するため、地域自

殺実態プロファイルや地域自殺対策政策パッケージなどの支援ツールを開発した。地域

自殺対策計画が策定されつつある現在、都道府県や市町村における計画に沿った事業や

施策の効果的・効率的な実施を支援するとともに、主要な事業や施策の有効性を評価して

いくことが国の自殺対策における重要な課題になると考えられる。しかし、自殺対策事業

の評価手法については、その方向性を検討しつつある状況である。 

【方法】包括的な国家自殺対策戦略を有し、戦略評価結果を公表しているアイルランドと

イングランドについて、自殺対策の評価の実情に関する文献調査を行った。 

【結果】アイルランドでは、国家自殺対策戦略（Connecting for Life）の中間評価結果

が公表され、戦略目標ごとに施策の進捗評価（5段階）と具体的な勧告が作成されていた。 

 イングランドでは、国家自殺対策戦略（Preventing Suicide in England: A cross-

government outcomes strategy to save lives）の進捗報告が 1～2年ごとに公表されて

おり、重点施策ごとの実施内容と自殺死亡率の推移が報告されていた。 

【結論】進捗評価については、具体的な評価指標を定めて客観的に評価するとともに、実

施体制や取組の特徴も踏まえた解釈と提言を行う必要性が示唆された。自殺死亡率の推

移については、確率的な不確実性を考慮して分析し、戦略の効果を長期的な視点から評価

するための材料とすることが必要であると考えられた。 
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Ａ．研究目的 

 包括的な自殺対策を、公衆衛生アプロー

チにより多部門が主体的に関与して実施す

ることが世界保健機関（WHO）等によって推

奨されており[1]、そのような理念に基づく

国家自殺対策戦略が日本や欧米諸国等で策

定されている。計画策定にあたっては、各

国とも有効な施策に関する科学的エビデン

スを用いており、例えば日本では、有効な

施策を整理した「地域自殺対策政策パッケ

ージ」が自殺総合対策推進センターにより

作 成 さ れ て い る

（ https://jssc.ncnp.go.jp/ 

information.php）。一方、様々な施策のパッ

ケージとして実施される包括的な自殺対策

を、PDCA サイクルを通じて推進していく具

体的な方法についてはさらなる検討が必要

である。 

 自殺総合対策大綱によると、政府による

自殺対策の進め方について、「国は、地方公

共団体による地域自殺対策計画の策定を支

援するため、自殺総合対策推進センターに

おいて、都道府県および市町村を自殺の地

域特性ごとに類型化し、それぞれの類型に

おいて実施すべき自殺対策事業をまとめた

政策パッケージを提供することに加えて、

都道府県および市町村が実施した政策パッ

ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、

分析結果を踏まえてそれぞれの政策パッケ

ージの改善を図ることで、より精度の高い

政策パッケージを地方公共団体に還元する」

こととなり、「自殺総合対策とは、このよう

にして国と地方公共団体等が協力しながら、

全国的な PDCAサイクルを通じて、自殺対策

を常に進化させながら推進していく取組」

とされた（「地域レベルの実践的な取組を

PDCAサイクルを通じて推進する」）。 

 この方針に沿って、自殺総合対策推進セ

ンターでは、「地域自殺実態プロファイル」

の情報を更新していくと共に、地域レベル

での PDCA サイクルの支援および主要施策

の実施手法・内容・評価指標の改善のため

の PDCA サイクルに関する調査・研究を進め

ていくこととなっている。 

 本研究の目的は、国家自殺対策戦略にお

ける PDCA サイクルのうち評価の段階に着

目し、欧米諸国における政策の評価の現状

と課題を明らかにすることである。 

Ｂ．研究方法 

カナダのアルバータ州保健局は、2014年、

州の自殺対策計画の策定に資するため、包

括的な国家自殺対策戦略を有する欧米 9 か

国（オーストラリア、イングランド、フィン

ランド、アイルランド、ニュージーランド、

北アイルラインド、ノルウェー、スコット

ランド、アメリカ合衆国）について調査を

行った[2]。報告書によると、国家自殺対策

戦略の評価を、評価項目に基づいて客観的

に行っている国は数か国に限られていると

のことであった。本研究では、特にアイル

ランドとイングランドにおける評価の実際

について、文献調査を行った。主要な参考

文献は以下である。 

①アイルランド

 Health Service Executive. 

Connecting for Life. 

https://www.hse.ie/eng/services/li

st/4/mental-health-

services/connectingfor-life/ 

 Health Service Executive. 

Connecting for Life Interim 
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Strategy Review. 

https://www.hse.ie/eng/services/li

st/4/mental-health-

services/connecting-for-

life/news/connecting-for-life-

interim-strategy-review.html 

②イングランド

 Department of Health. Preventing 

suicide in England: A cross-

government outcomes strategy to 

save lives. London: Department of 

Health; 2012. 

https://www.gov.uk/government/publ

ications/suicide-prevention-

strategy-for-england 

 Department of Health. Preventing 

suicide in England: Fourth 

progress report of the cross-

government outcomes strategy to 

save lives. London: Department of 

Health; 2019. 

https://www.gov.uk/government/publ

ications/suicide-prevention-

fourth-annual-report 

（倫理面への配慮） 

 本研究は公表されている国レベルの文献

をレビューするもので、人を対象とした研

究ではなく、個人への侵襲のリスクは低い

ことから倫理指針の対象外であり、倫理面

の問題はないと判断した。 

Ｃ．研究結果 

①アイルランドにおける国家自殺対策戦略

と評価 

 アイルランドの人口は、476万人であり、

自殺者数は 399人である（2016 年）。 

【国家自殺対策戦略】 

 アイルランドでは、2005 年に最初の国家

自殺対策戦略（Reach Out）が策定された後、

2015 年 に 現 在 の 国 家 自 殺 対 策 戦 略

（ Connecting for Life ）が、保健省

（Department of Health）と国家自殺対策

室 （ National Office for Suicide 

Prevention ） を 中 心 に 策 定 さ れ た 。

Connecting for Lifeの策定においては、

専門家の他に多数の市民の意見も参考にさ

れた。 

戦略は、7つの目的を掲げ、多部門の連携、

役割分担の明確化とエビデンスに基づく改

善、評価指標に基づく進捗管理、地域計画

の策定等の取組によりその実現を目指すも

のである。 

Connecting for Lifeの strategic goals 

1）自殺に関する国民の理解の向上

（better understanding of suicidal 

behaviour） 

2）コミュニティーにおける自殺対策へ

の支援（supporting communities to 

prevent and respond to suicidal 

behaviour） 

3）高リスク者対策の推進（targeted 

approaches for those vulnerable to 

suicide） 

4）サービスの連携やアクセスの改善

（improved access, consistency and 

integration of services） 

5）サービスの安全性と質の向上（safe 

and high quality services） 

6）自殺手段の規制（reduce access to 

means） 

7）評価と研究の推進（better data and 

research） 
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さらに、それぞれの目的（goal）の下には、 

複数の戦略目標（strategic objectives） 

が定められている。 

Connecting for Life の strategic 

objectives 

1）自殺に関する国民の理解の向上 

1.1 自殺、精神保健、関連するリスク要

因等に関する理解の向上 

1.2 自殺対策や精神保健サービスに関す

る認知度の向上 

1.3 精神疾患や自殺関連行動に対する偏

見の低減 

1.4 自殺報道の向上に向けたメディアと

の協働 

2）コミュニティーにおける自殺対策への

支援 

2.1 地域における多部門の連携による対

策の推進 

2.2 地域における自殺対策関係団体への

効果的な自殺対策についての情報提供 

2.3 地域における自殺対策人材の育成 

3）高リスク者対策の推進 

3.1 高リスク者における効果的な対策の

推進 

3.2 楽物乱用対策の支援 

3.3 若年の精神疾患患者への支援の向上 

4）サービスの連携やアクセスの改善 

4.1 高リスク者への精神医学的評価と治

療手順の向上 

4.2 高リスク者の精神保健サービスアク

セスの向上 

4.3 自死遺族等への支援の質の向上 

5）サービスの安全性と質の向上 

5.1 自殺対策に係る団体への基準やガイ

ドラインの開発 

5.2 保健医療施設内における自殺行動へ

の対策 

5.3 刑務所内における自殺対策 

5.4 自傷行為への治療ガイドラインの実

施と自殺対策研修による保健福祉担当者

の質の向上 

6）自殺手段の規制 

6.1 薬物乱用の原因薬物へのアクセス制

限 

6.2 致死率の高い自殺手段へのアクセス

制限 

7）評価と研究の推進 

7.1 Connecting for Life の有効性と費

用対効果の検証 

7.2 自殺と自傷行為に関する情報へのア

クセスの向上 

7.3 自殺の登録手続きの見直し 

7.4 自殺リスクの早期発見と介入等を支

援する研究計画の作成 

 戦略目標ごとに、具体的な取組（action）

（合計 69個）と担当部局が明記されている。

取組の内容は、国内外の科学的知見に基づ

いたものとなっている。また、評価と研究

にも重点が置かれ、効果の評価を通じて、

国内外に自殺対策の科学的知見を提供する

ことが主要なねらいの一つとなっている。 

Connecting for Life の guiding 

principles 

・Collaborative：目標達成を目指した多

分野間の連携 

・Accountable：明確な運営体制と実施状

況の透明性 

・Responsive：人々にとって本当に意味

のある重要な目標を達成するための質の

高いサービスの提供 

・ Evidence-informed and outcome-
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focused：実際のニーズに対応した国際的

に推奨されている事業 

・Adaptive to change：新たな社会情勢

への対応 

 Connecting for Lifeは、2015年から2020

年までの計画であり、主要評価項目

（primary outcomes）を、全人口および高

リスク群における自殺死亡率と自殺未遂発

生率とし、特に、自殺死亡率については、世

界保健機関（WHO）の Mental Health Action 

Plan 2013-2020 の達成目標 3.2 に準じて、

10％以上の低下を目標としている。 

Connecting for Life の primary 

outcomes 

・全人口および高リスク群における自殺

死亡率の低減（reduced suicide rate 

in the whole population and amongst 

specified priority groups） 

・全人口および高リスク群における自殺

未遂発生率の低減（reduced rate of 

presentations of self-harm in the 

whole population and amongst 

specified priority groups） 

これらの主要評価項目は、長期的な成果を

検証するための指標として位置づけられて

いる。 

primary outcomeの測定指標 

1）全人口および高リスク群における自殺

死亡率の低減 

- 自殺死亡率（標準化）（全数、男女別、

年齢階級別、個人の社会階級別、地域の

社会階級別） 

- 男性の自損行為発生率（自殺死亡率が

公表される前の代替指標） 

2）全人口および高リスク群における自殺

未遂発生率の低減 

- 自損行為発生率（標準化）（全数、男女

別、年齢階級別、個人の社会階級別、地

域の社会階級別） 

- 自損行為件数 

- 致死率の高い方法による自損行為発生

率 

- 1年以内の自損行為再発割合（全人口、

男女別、年齢階級別） 

- 自損行為者のうち再行為者の割合（全

数、男女別、年齢階級別、個人の社会階

級別、地域の社会階級別） 

 また、主要評価指標とは別に、短期的な

成 果 を 検 証 す る た め の 中 間 指 標

（intermediate indicators）も定めている。 

Connecting for Life の intermediate 

indicators 

1）自殺に関する国民の理解の向上 

- 支援サービスの知識と認知 

- 自殺と自損行為のリスク要因に関する

理解 

- 精神保健に関する理解 

- 精神疾患、自損行為、自殺に関する偏

見 

- 関係者自身の羞恥心 

- ガイドラインに従っていないメディア

の報道 

- ガイドラインに従っているメディアの

報道 

2）コミュニティーにおける自殺対策への

支援 

- 自殺行動に対する地域の取組を推進す

る地域計画 

- 地域の自殺対策の団体における、効果

的な自殺対策についてのガイドラインや

研修のアクセスと知識 

- 地域の団体への研修機会 
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- 地域の団体への研修の提供 

3）高リスク者対策の推進 

- 最も効果的な方法による介入 

- 科学的エビデンスに基づかない介入 

- 薬物乱用に対する早期介入プログラム

の開始 

- プライマリケアにおける心理的介入へ

のアクセスの向上 

- 健康増進に取り組んでいる学校 

4）サービスの連携やアクセスの改善 

- プライマリケアとセカンダリケアにお

ける自殺危機評価看護師（ suicide 

crisis assessment nurse）の確保 

- 自殺行動に関する家庭医（GP）への研

修 

- 自損行為者、自殺未遂者への有効な治

療法（DBT、CBT）の普及 

- 介入の適用のある者を有効な治療につ

なげる系統的な手順 

- 自死遺族等を支援につなげる系統的な

手順 

- 自死遺族等への支援 

5）サービスの安全性と質の向上 

- 自殺対策サービスの質 

- 精神保健サービスにおける自殺行動へ

の対処方法の標準化と実施 

- 精神保健以外の保健サービスにおける

自殺行動への対処方法の標準化と実施 

- 刑務所と更生施設における自損件数と

自殺者数 

- 自損行為に対する臨床ガイドラインの

実施 

- 自殺対策の教育プログラムの実施 

6）自殺手段の規制 

- 危険な処方（大量の処方、管理されて

いない複数回処方、より安全な薬剤へ移

行していない処方） 

- ハイリスク地での自殺対策 

- 致死率の高い方法での自殺数の低減 

7）評価と研究の推進 

- 自殺と自損データの入手可能性 

- 自殺と自損データの周知方法の効果 

- 自殺登録手順の見直し 

- 国の研究支援計画 

- 包括的な評価計画の開発 

- 戦略評価活動の開始 

- 戦略評価活動の実施 

- 戦略評価結果の公表 

 これらの指標や報告の方法も、目的 7「評

価と研究の推進」と関連して、継続的に見

直されることとなっている。また、成果の

みでなく、事業の実績／取組の進捗につい

ても評価することとなっている（process 

evaluation）。 

【戦略の評価】 

 2019 年１月に、評価顧問団（Evaluation 

Advisory Group）による全国レベルでの中

間評価結果が公表された。 Evaluation 

Advisory Groupの構成員は、大学教授と疫

学や統計の専門家 7 名と事務局員 4 名であ

り、政府から独立して評価を実施した。 

 報告書の冒頭に、2005 年から 2016 年の

自殺者数の推移が示されたが、長期的な成

果の評価について結論は述べられていない。

アイルランドでは、自殺者数の速報値が公

表されるのは、該当年の 22か月後で、確定

値は４年後となっている。全国の年間自殺

者数が 500 人未満であり、速報値と確定値

の差がその 15％程度を占めるため、自殺死

亡率による評価は、2020年の自殺者数の確

定値が公表される 2024 年以降に実施され
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る予定だという。 

 自損行為件数の推移については、中間評

価では示されていない。アイルランドでは、

自損行為事例の登録（National Self-Harm 

Registry Ireland）があり、自損行為件数

の推移は、研究論文等により検討がされて

いる[3], [4]。 

 報告書の主な内容は、各施策の進捗状況

の評価であり、７つの目的それぞれについ

て進捗した分野と進捗していない分野が示

され、具体的な勧告が作成されている。 

 進捗状況は、5段階で評価されることとな

っている。 

Connecting for Life の進捗評価区分 

0 no progress 

進捗が全くない 

1 limited progress 

計画からかなり遅れている 

2 moderate progress 

計画からやや遅れている 

3 good progress 

計画通りに進んでいる 

4 outstanding progress 

 計画以上に進んでいる 

999 Not possible to rate progress 

評価に十分な情報がない 

 評価では、7つの目的それぞれを、3人の

メンバーが個別に評価を行い、その結果を

もとに顧問団全員による会議で評価結果を

決定した。 

Connecting for Life の進捗評価結果 

1）自殺に関する国民の理解の向上 

1.1 自殺、精神保健、関連するリスク

要因等に関する理解の向上 

1.2 自殺対策や精神保健サービスに

関する認知度の向上 

2 

1 

3 

1.3 精神疾患や自殺関連行動に対す

る偏見の低減 

1.4 自殺報道の向上に向けたメディ

アとの協働 

1 

3 

2）コミュニティーにおける自殺対策

への支援 

2.1 地域における多部門の連携によ

る対策の推進 

2.2 地域における自殺対策関係団体

への効果的な自殺対策についての情

報提供 

2.3 地域における自殺対策人材の育

成 

2 

3 

1 

1 

3）高リスク者対策の推進 

3.1 高リスク者における効果的な対

策の推進 

3.2 楽物乱用対策の支援 

3.3 若年の精神疾患患者への支援の

向上 

3 

1 

3 

3 

4）サービスの連携やアクセスの改善 

4.1 高リスク者への精神医学的評価

と治療手順の向上 

4.2 高リスク者の精神保健サービス

アクセスの向上 

4.3 自死遺族等への支援の質の向上 

1 

1 

1 

1 

5）サービスの安全性と質の向上 

5.1 自殺対策に係る団体への基準や

ガイドラインの開発 

5.2 保健医療施設内における自殺行

動への対策 

5.3 刑務所内における自殺対策 

5.4 自傷行為への治療ガイドライン

の実施と自殺対策研修による保健福

祉担当者の質の向上 

2 

1 

1 

3 

1 

6）自殺手段の規制 

6.1 薬物乱用の原因薬物へのアクセ

2 

3 
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ス制限 

6.2 致死率の高い自殺手段へのアク

セス制限 

1 

7）評価と研究の推進 

7.1 Connecting for Lifeの有効性と

費用対効果の検証 

7.2 自殺と自傷行為に関する情報へ

のアクセスの向上 

7.3 自殺の登録手続きの見直し 

7.4 自殺リスクの早期発見と介入等

を支援する研究計画の作成 

3 

3 

3 

3 

1 

 また、進捗状況の解釈には Consolidated 

Framework for Implementation Research

の枠組み[5]が採用され、Connecting for 

Lifeの評価においては、事業の内容（事業

の有効性や複雑さに関する関係者の認識な

ど 8項目）、組織内部の要因（事業に対する

組織風土、トップの関与など 12 項目）、組

織外部の要因（政策など 4項目）、実施方法

（人員配置など 8 項目）の 4 つの観点から

課題等が検討された。 

評価顧問団による勧告 

1）自殺に関する国民の理解の向上 

- 自殺行動に対する人々の態度や理解に

関するベースライン時点のデータを収集

する 

- 他の精神保健分野の既存の啓発活動や

偏見低減キャンペーンと協働する 

2）コミュニティーにおける自殺対策への

支援 

- 全体の底上げを図るための先進事例学

習会（Resource Officers for Suicide 

Prevention’s Learning Community of 

Practice）を継続する 

- 自殺対策研修の普及度を評価する 

3）高リスク者対策の推進 

- 高リスク者における自殺行動を予防す

るための取組を周知する戦略を練る 

4）サービスの連携やアクセスの改善 

- 会話療法の開発を進めるとともに、科

学的エビデンスに基づく心理学的介入

（カウンセリング、DBT、CBT）を継続して

展開する 

5）サービスの安全性と質の向上 

- 担当部署や事業関係者が必要としてい

る支援を把握して対応する 

6）自殺手段の規制 

- 既存のデータを分析して自殺の頻発地

域を特定する 

- 頻度の高い自殺方法（首吊り）に関す

る研究を支援する 

7）評価と研究の推進 

- 死亡データのレビューを優先し、自殺

の登録時期を早める 

- 自殺と自損に関係する既存のデータを

監査する 

- Health Service Executive が自殺と自

殺行動に関する統計データを公表するの

を上記により支援する 

- 革新的な自殺研究を計画する 

②イングランドにおける国家自殺対策戦略

と評価 

 イングランドの人口は、5,562万人であり、

自殺者数は 4,451人である（2017年）。 

【国家自殺対策戦略】 

 イングランドでは、2002 年に最初の国家

自 殺 対 策 戦 略 （ National Suicide 

prevention Strategy for England）が労働

省によって策定された後、2012年に現在の

国家自殺対策戦略（Preventing Suicide in 

England: A cross-government outcomes 
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strategy to save lives ） が 保 健 省

（Department of Health）を中心に策定さ

れ、改定が 2017 年に行われた。戦略では、

自殺が様々な困難の蓄積の結果生じるもの

であり、その複雑性に対処するために包括

的な取組が必要だという、わが国の自殺総

合対策と共通する理念に基づいており、多

部門の主体的な関与を定めている。また、

イングランドでは自殺者の 2/3 が精神科医

療にかかっていないことから、自殺対策に

おいては、精神科医療ではなく地方政府

（local government）の役割が重要視され

ている。 

 戦略の目的は、自殺死亡率の低減と自死

遺族等への支援の充実であり、自殺死亡率

については、2015年から 2020年の間に 10％

低減する目標を掲げている。 

Preventing Suicide in Englandの

overall objectives 

・自殺死亡率の低減（a reduction in 

the suicide rate in the general 

population in England） 

・自死遺族等への支援の充実（better 

support for those bereaved or 

affected by suicide） 

 また、目的を達成するために、6つの重点

施策（key areas of action）が明記され

た。 

Preventing Suicide in Englandの key 

areas of action 

1）高リスク者対策（reduce the risk 

of suicide in key high-risk groups）

［注 1］ 

2）特定の集団における精神保健の向上

（tailor approaches to improve 

mental health in specific groups）

［注 2］ 

3）自殺手段の規制（reduce access to 

the means of suicide） 

4）自死遺族等への支援（provide 

better information and support to 

those bereaved or affected by 

suicide） 

5）メディアへの支援やインターネット

上での対策（support the media in 

delivering sensitive approaches to 

suicide and suicidal behaviour） 

6）研究や評価等の推進（support 

research, data collection and 

monitoring） 

［注 1］高リスク者として、若者男性・中

高年男性、精神疾患患者、自損行為者、犯

罪者、特定の職業従事者（医師、看護師、

獣医師、農家）が想定されている。 

［注 2］特定の集団として、子ども・若年

者、被虐待者、退役軍人、慢性疾患患者、

うつ病患者、社会経済的弱者、薬物乱用

者、LGBT、黒人・アジア人等が想定されて

いる。 

国家自殺対策戦略では、それぞれの重点

施策について、地域における有効な事業や

施策と国の支援策が示されており、それぞ

れの自治体（local authority）は、地域の

実情を勘案して、多部門を巻き込んで自殺

対策計画を策定することとなっている。ま

た、自治体における計画策定を支援するた

め、保健省は、自殺死亡率、自殺リスク要因

の頻度、サービス利用状況等、自殺対策に

係る統計データを自治体ごとに整理し、自

殺対策プロファイル（Suicide Prevention 

Profile）として 2015 年 3 月より公開して

いる。 
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 地域計画を策定した自治体の割合は、国

家戦略の策定後 3 年時では 2/3 であったも

のの、2018 年 12月時では、策定中の 2自治

体を除くすべての自治体において計画は策

定済みとなっている。 

【戦略の評価】 

 全国レベルでの評価結果は、すでに 4 回

公表されている（①2014年 1月、②2015 年

2月、③2017年 1月、④2019年 1月）。 

 評価には、国家自殺対策戦略顧問団

（National Suicide Prevention Strategy 

Advisory Group）が関与している。顧問団

の主な役割は、自殺対策における新たに生

じた課題や、事業の優先順位等について保

健社会福祉省（Department of Health and 

Social Care）や他の関係者に助言すること

である。顧問団の座長は精神保健、格差と

自殺対策大臣（Minister for Mental Health, 

Inequalities and Suicide Prevention）と

マンチェスター大学教授であり、メンバー

40名弱である。 

 これまでの報告書の構成は以下となって

いる。 

Preventing Suicide in England の

progress reportの概要 

第 1回報告書（2014年 1月） 

タ イ ト ル ： Preventing suicide in 

England: One year on - First annual 

report on the cross-government 

outcomes strategy to save lives 

主な項目： 

1）全国の自殺死亡率の推移 

2）地域での取組に有用な最近の研究成果 

3）地域において強化すべき対策 

-自傷行為 

-経済的危機にある者の精神保健 

-自死遺族等への支援 

-中年男性 

-子どもと若年者 

-コロナー制度との関わり方 

4）国の支援策 

5）次年の地域の自殺対策での配慮事項 

第 2回報告書（2015年 2月） 

タ イ ト ル ： Preventing suicide in 

England: Two years on - Second annual 

report on the cross-government 

outcomes strategy to save lives 

構成： 

1）全国の自殺死亡率の推移 

2)地域での取組に有用な最近の研究成果

3）男性の自殺対策の強化 

4）ソーシャルメディアの役割 

5）地域において強化すべき対策 

-公衆衛生の役割 

-NHSの役割 

-公的組織の役割 

-民間団体の役割 

6）国の支援策 

7）次年の地域の自殺対策での配慮事項 

第 3回報告書（2017年 1月） 

タ イ ト ル ： Preventing suicide in 

England: Third progress report of the 

cross-government outcomes strategy to 

save lives 

構成： 

1）重点施策の進捗状況 

-高リスク者対策 

  若者男性・中高年男性 

  精神疾患患者 

  犯罪者 

  特定の職業従事者 
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  自損行為者 

-特定の集団における精神保健の向上 

  子ども・若年者 

  薬物乱用者 

  周産期の精神保健 

  失業保険受給者 

-自殺手段の規制 

  乗り物 

  医療施設内の見直し 

-自死遺族等への支援 

 -メディアへの支援やインターネット

上での対策 

-研究や評価等の推進 

  研究 

  統計データ 

2）自殺対策連盟（National Suicide 

Prevention Alliance）の活動 

第 4回報告書（2019年 1月） 

タ イ ト ル ： Preventing suicide in 

England: Fourth progress report of 

the cross-government outcomes 

strategy to save lives 

構成： 

1）全国の自殺死亡率の推移 

2）重点施策の進捗状況 

  ～第 3回報告書と同じ項目～ 

3）自殺対策連盟の活動 

 イングランドでは、自殺者数は翌年に公

表される。第 4次報告書では、2017年の自

殺死亡率（人口 10 万対）は 9.2と、2015年

の 10.1 から低下していることが「全国の自

殺死亡率の推移」に関する章に示されてい

る。また、2020 年での評価は、2021 年に実

施される予定だが、より統計的に頑強な分

析として、３年間の移動平均による評価も

予定しているとのことである。 

 重点施策ごとの進捗状況については、指

標による評価ではなく、分野ごとの取組の

方針や実施内容の概要の紹介が主である。 

Ｄ．考察 

 すでに多くの先進諸国が国家自殺対策戦

略を策定している。松林らは、OECD加盟国

における包括的な自殺対策と自殺率の変化

との関連を調べ、国家自殺対策戦略の策定

は特に若年者と高齢者における自殺率の低

下に有効であることを示した[6]。 

 自殺対策戦略が自殺行動に関する統計デ

ータを考慮して策定される以上、計画の長

期的効果も自殺統計データ上の変化を考慮

して検証されるのが理に適っている。一方、

自殺対策は様々な施策の組み合わせとして

包括的に実施されるため、短期的な成果や

個々の取組の進捗管理の検証については、

取組ごとに別途、評価項目を定める必要が

ある。 

 アイルランドは人口 500 万人以下とわが

国と規模は異なるが、Connecting for Life

にはわが国の自殺総合対策大綱の基本方針

と共通する点も多い。自殺統計が公表され

るまで年数がかかることもあり、中間評価

の材料は、施策ごとの実施内容であり、中

間評価の目的は、個別の取組ではなく、よ

り大きなまとまりの施策ごとの進捗評価と

なっている。評価は、完全な内部評価では

なく、施策の担当部署がデータを提供し、

外部の委員により構成される評価顧問団に

より実施される。また、進捗状況の分析に

は 、 Consolidated Framework for 

Implementation Research[5]が用いられて

いる。評価の実施時期は、戦略策定 3 年後

であり、情報収集から評価結果の公表まで
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約半年かかっている。 

 イングランドは、1～2年ごとに評価を実

施している。自殺統計が翌年に公表される

ことから、報告書では自殺死亡率の推移が

冒頭で紹介される。しかし、自殺死亡率に

基づく検証、特に戦略の効果という観点か

らの評価については、これまでの報告書に

おいては明確な議論はなされていない。イ

ングランドの国家自殺対策戦略の目的は、

自殺死亡率の減少と自死遺族等への支援の

充実であるが、これらを踏まえた、戦略の

効果の評価がどのようになされるかは、今

後の活動を待たねばならない。自殺死亡率

については、より統計的に頑強な分析を用

いて、長期的な視点から評価が行われるも

のと考えられる。報告書の主な内容は、個々

の施策についての現状や方針等であり、最

新の研究成果や社会情勢等の変化に対応す

るためのコメントなども含まれていること

が特徴である。 

Ｅ．結論 

 進捗評価については、具体的な評価指標

を定めて客観的に評価するとともに、実施

体制や取組の特徴も踏まえた解釈と提言を

行う必要性が示唆された。その際の理論的

枠組みとして、Consolidated Framework 

for Implementation Researchは、有効で

あると考えられた。 

 自殺対策が様々な関連施策と連携した総

合的な公衆衛生の取組として実施されるこ

とから、効果の評価にあたっては様々な技

術上の課題が残されている。自殺死亡率の

推移については、確率的な不確実性を考慮

して分析し、戦略の効果を長期的な視点か

ら評価するための材料とすることが必要で

あると考えられる。その際に、他の政策や

社会情勢の変化などの影響についても多角

的に評価が必要になる。 

 自殺総合対策推進センターは、自殺対策

におけるＰＤＣＡサイクルを推進するため

のしくみ作りを進めている。自殺総合対策

推進センターは、全国の地方公共団体が実

施した事業や施策に関する情報を効率的に

収集し、事業や施策の進捗や課題を検証す

ることで、自殺対策のＰＤＣＡサイクルの

各段階の政策過程に必要な知見の充実を図

るとともに、地域自殺対策推進センターが

管内市町村における地域の実情を踏まえた

適切な進捗管理等への支援等を行うことが

できるよう支援していくこととしている。

また、主要な事業や施策については、自殺

総合対策推進センターが作成した地域自殺

実態プロファイルデータの推移等も参照し

ながら実施方法等に関する評価を行い、地

域自殺対策政策パッケージの更新等を通じ

て、地域レベルの実践的な取組への支援を

強化していく。 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

分担研究報告書 

国外の自殺対策担当機関の役割に関する研究 

～フランス全国自殺観察機構について～ 

 研究代表者 本橋 豊  自殺総合対策推進センター センター長 

 研究分担者 木津喜 雅 自殺総合対策推進センター 室長 

 研究分担者 金子 善博 自殺総合対策推進センター 室長 

研究要旨 
目的：フランスの自殺対策に関する全国組織である Observatoire national du suicide（ONS; 
全国自殺観察機構）の役割と業務の実態を自殺総合対策推進センターと比較することで、我
が国における自殺総合対策推進センターの役割と業務に示唆を得ることを目的とする。 
方法：訪問調査（2019 年 3月 13 日午後 2時～4時）によるインタビューを行い、その他、
関連情報を文献調査により補足した。 
結果：2016 年に設立された ONS は 2 つの作業部会を持つ。自殺と自殺未遂の監視、およ
び自殺対策に関連するエビデンス収集・整理と研究プロジェクトの実施である。ONS は幅
広い委員構成からなる委員会組織であり、事務局を社会保健省の DREESに設置している。
ONS は自ら調査研究を行うことはなく、関係機関の持つデータの活用や改善、外部の研究
者、民間団体等への研究委託等を行っている。フランスの地域自殺対策の現状についても確
認した結果、地域圏保健計画に基づき地域圏毎に未遂者支援事業が計画、実施されていた。 
結論：自殺統計の精度や対策の実施、充実度に関しては日本が優れていると思われたが、未
遂者の把握に関する医療受診歴の活用など各種の公的ミクロデータの利活用等については
参考にすべき点があった。 
 日本の自殺対策のなかで、ワンストップサービスについて ONSサイドから関心がもたれ
た。我が国の自殺対策施策の国外への情報発信を行うことで、各国の自殺対策担当機関との
連携を図り、学術的な連携だけではなく、実務面での国際連携に発展させることができるか
もしれない。若年層で課題となる SNS プラットフォームも国際化しており、国際的な連携
が、国境を越えたボーダーレス社会における SNS対策等の一助となるかもしれない。 
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Ａ．目的 
フランスのObservatoire national du suicide
（ONS; 全国自殺観察機構）は、2013 年に
設立された自殺対策に関連する省庁横断的
な組織である。本邦に於いて ONSの活動に
ついては幾つかの報告がされているが、そ
の組織やミッションについての概括的な報
告は行われていない。その役割と業務の実
態を自殺総合対策推進センターと比較する
ことで、我が国における自殺総合対策推進
センターの役割と業務に示唆を得ることを
目的とする。 

Ｂ．方法 
2019年 3月 13日午後 2時～4時にONSに
訪問調査を行った。また、インタビュー内容
だけでは不十分な点は、事前および事後の
文献調査により補足した。 

Ｃ．結果 
（１）概要 
 フランスの Observatoire national du 
suicide（ONS; 全国自殺観察機構）は、2013
年に設立された省庁横断的な組織でありメ
ンバーは議会、省庁、関係機関、関係団体お
よび大臣が任命した専門家からなり、総会
を年 2 回開催する。フランス保健福祉省の
DREES（調査研究評価統計局、1998年設立）
に事務局を置く。設置要綱の翻訳を付録１
に示す。 
 現在、ONSは 2 つの作業部会を持つ。一
つは自殺と自殺未遂の監視に焦点を当てて
おり、この分野の既存情報の収集をより適
切に調整することを目的としている。二つ
目は、既存の研究や研究を特定し、新しい研
究を開始することである。この部会では、自

殺対策に関連するエビデンス収集・整理と
研究プロジェクトの実施を行っている。
ONS は自ら調査研究を行うことはなく、関
係機関の持つデータの活用や改善、外部の
研究者、民間団体等への研究委託等を行っ
ている。 
 ONS 事務局はフランス社会保健省内の
Santé Publique France（フランス公衆衛生
局）、INSEE（国立統計経済研究所）および
DRESS のメンバーから構成される。主に、
自殺と自殺未遂の監視に関する作業部会を
Santé Publique France と INSEE のスタッ
フが担当し、自殺対策に関連するエビデン
ス収集・整理と研究プロジェクトの実施に
関する作業部会を DREES のスタッフが担
当している。 
 ONSは設立以来、2 年毎に報告書を公表
している。2014 年の第 1巻では、設立の経
緯と当初の課題に関する進捗状況の報告が
行われていた。2016 年の第 2巻では、各課
題に関する報告に加え、自殺統計の精度向
上の必要性と自殺の地域差がテーマとされ
ていた。2018 年の第 3 巻では、各課題に関
する報告に加え、若年者対策をテーマに取
り上げられている。また、その他の資料も公
表している。本報告では適宜、関連資料から
引用し捕捉する。 

（２）自殺と自殺未遂の監視 
 自殺と自殺未遂の監視については、自殺
に関する統計データの整理として、 
・自殺死亡統計の改善 
・自殺未遂による入院の評価 
・自殺未遂と自殺念慮の質問調査 
などを行っている。 
自殺死亡統計の改善については、地域に

-33-



より自殺の補足率に違いがあり、自殺者数
の把握が正確に出来ていない事、つまり過
小報告が課題となっていたことから、
CepiDC（死亡原因疫学センター）において
死亡診断書の電子化、およびそのコーディ
ングの改善を関係機関と共に実施している。
地域毎の過小報告の検討などから、公表さ
れている自殺者数 9715 人（2012 年）に対
して、10700人の自殺（約 10％の過小評価）
があったと推計されている。フランスの基
礎自治体単位であるコミューン毎の自殺者
数の公表は個人情報保護などのため行われ
ていない。 
 また、この自殺死亡統計の分析として、死
亡診断書と DADS（社会保障年次報告デー
タ/INSEE）や政府内の他のデータベースを
組み合わせた社会経済要因の分析を行って
いる。職業別の自殺の分析の結果、農業従事
者がフランス国内の職業に関連したハイリ
スクグループとして認識されている（これ
については別途、後述）。 
なお、フランスでは 1970 年代に政府の持

つ個人情報の保護に関する国民的議論があ
り、省庁横断的な個人情報利活用について
は慎重な対応が求められてきた経緯がある
（ 統 計 学 2011:100;91-99 
http://www.jsest.jp/wp-
content/uploads/Toukeigaku/journal/100t
oukeigaku/nisimura.pdf）が、そのような背
景の中で自殺対策に関するデータの改善や
分析が行われている。 
自殺未遂による入院の評価 については、

医療受診歴を分析することにより実施され
ている。一般入院データベース（PMSI-
MCO）、精神科入院データベース（RIM-P）
および救命救急データベース（Oscour®）の
３つを用い、未遂者の入院歴から未遂者数
を評価している。悉皆的な捕捉とはなって
いないが、2013年には約 79000 人の入院し
た未遂者を計上している。我が国と同様、若
年女性の自殺未遂が多い事が報告されてい
る。医療機関を受診したが入院しなかった
未遂者の評価も行われており、年間 19 万人
程度とのことである。 
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図 性年齢階級別の自殺未遂の入院率（人口 1万対）（ONS2018） 

 自殺未遂と自殺念慮の住民調査について
は、主に INPES（現、Santé Publique France）
により実施されてきた住民調査 Baromètre 

santé（健康バロメーター調査）中の質問項
目で評価されている。この調査は毎年行わ
れているが、数年毎に生涯および過去 12 ヶ
月間の自殺未遂と自殺念慮についての項目
が調査に組み入れられ実施されている。 

（３）自殺対策に関連するエビデンス収集・
整理と研究プロジェクトの実施 

 自殺対策に関連するエビデンス収集・整
理については、ONS事務局が実施しており、
定期的に報告が公表されている。そこでは
以下のマインドマップに示す関心領域に沿
って、情報収集整理が行われ、文献リストが
提供されている。図にはONS の目指す方向
性が簡潔に示されている。あげられている
関心領域のうち、リスクグループに含まれ
る農業従事者および受刑者については、自
殺統計の分析から抽出されたものとなって
いる。
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 また ONS のイニシアチブにより自殺対
策の研究プロジェクト（委託研究）が実施さ
れている。各分野の専門家 15 人により構成
される委員会により各プロジェクトの決定
や評価が行われる。 
 第 1 期のプロジェクトは 2015 年から開
始され以下の 5 課題が実施されている。イ
ンタビューを行った 2019 年 3 月時点では
各プロジェクトの最終報告は行われていな
かった。 

・自殺の危険性をスクリーニングする
バイオマーカーの研究 
・自殺リスクをスクリーニングする質
問票の妥当性の検証 
・自殺予防支援組織の収集したテキス
ト情報の分析 
・高齢者の自殺企図に関連する認知機
能障害の検討 
・仕事と自殺との関連の研究 

 第 1 期と並行して、2018 年から若年者の
課題を対象としたプロジェクトが実施され

ているとのことである。また、2019 年から
は職域問題を対象にプロジェクトが実施さ
れる予定である。 

（４）自殺対策事業 
 フランスの地方行政組織は、region（地域
圏、全国で 22）、department（県、全国で
96）、commune(コミューン（基礎自治体）、
全国で 3.6 万以上)の 3階層からなる。フラ
ンスの自殺対策は、地域レベルでは主とし
て地域圏レベルで実施されており、一部の
大都市を除きコミューンのレベルでは実施
されていない。コミューンの多くは小規模
で、自殺統計の提供や公表も行われていな
い。ONS の報告書では、地域圏や県ごとの
自殺死亡率や手段の特徴などが報告されて
いる。 
 各地域圏には、Agence Régional de Santé 
（ARS、地域圏保健庁）が設置されている
（松本 2014）。そこで各地域圏の公衆衛生
政策全般を取り扱う Schéma régional de 
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santé (SRS、地域圏保健計画）が策定され、
これに基づいて各地域圏での自殺対策が実
施されている。 
 例えばパリ市を中心とするイルドフラン
ス地域圏（自殺者数の過小報告が課題とな
っている地域圏）の 2018-22 地域圏計画の
なかでは、若年者の重要な課題として自殺
未遂が挙げられているが、対策としては僅
かに「自殺未遂後のフォローアップの仕組
みを構築する。」ことの記載があるに留まっ
ている（ARS Ile-de-France. 2018）。 
 これに対応した事業として、医師、心理士
等向けの自殺リスクアセスメントと危機介
入の研修事業および、未遂後半年間、医療関
係者によるフォローアップを行う体制整備
事業が行われる。これは未遂による入院後
10 日から 21 日後に最初のコンタクトが図
られ、リスクアセスメント結果に従った介
入が行われるものである。（例えば、研修の
案 内 は
（ https://www.iledefrance.ars.sante.fr/mis
e-en-oeuvre-de-formation-de-prevention-
au-suicide-en-ile-de-france、フォローアッ
プ 体 制 整 備 事 業 に つ い て
は、https://www.iledefrance.ars.sante.fr/le-
dispositif-de-prevention-du-suicide-
vigilans-deploye-dans-les-yvelinesを参照） 
 他に自殺死亡率が高いブルターニュ地域
圏の計画（ Projet regional de sante de 
Bretagne PRS2018-2022、同地域の SRS）の
中では、精神保健上の３つの重点課題の一
つとして自殺予防が取り上げられ、その対
策として未遂者へのフォローアップやハイ
リスク者への支援、地域の自殺予防に関わ
る関係機関、団体のネットワーク形成と人
材育成が挙げられている。 

 また、ONS 等を中心に民間団体によるヘ
ルプラインの活動の認証や記録フォーマッ
トの統一化を図り、利用状況の把握の改善
等を図っている。 

考察 
 ONS では自殺対策の射程を日本と同様
に社会経済要因まで広く見据えているが、
地域における自殺対策については心理的危
機対応、未遂者支援等に留まっていた。自殺
統計の精度や対策の実施、充実度に関して
は日本が優れていると思われたが、未遂者
の把握に関する医療受診歴の活用など各種
の公的ミクロデータの利活用等については
参考にすべき点があった。 
 事前に送った資料や日本の自殺対策の状
況の説明のなかで、相談支援に関するワン
ストップサービスについて ONS サイドか
ら関心がもたれた。ディスカッションの中
で、様々な生活問題を抱える相談者が、一箇
所で精神医学的問題だけでなく生活問題や
法的問題に関する相談を受けることが出来
る仕組みの利便性についてはフランスでも
参考になる、と話題となった。 
我が国の自殺対策施策の国外への情報発

信を行うことで、各国の自殺対策担当機関
との連携を図り、学術的な連携だけではな
く、実務面での国際連携に発展させること
ができるかもしれない。若年層で課題とな
るSNSプラットフォームも国際化しており、
国際的な連携が、国境を越えたボーダーレ
ス社会におけるSNS対策等の一助となるか
もしれない。 

参考資料 
1. ONS. Suicide : état des lieux des
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付録１：ONS 設置に関する政令邦訳 フランス共和国公報 2013 年 9 月 10 日 テキスト
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政令、省令、通知 

全 文 

社会保障・保健省 

全国自殺観察機構設置に関する 

2013年 9月 9日 政令番号 2013－809号 

NOR: SFSE1322721D 

公的関係者 ： 議会、行政、保健専門職、専門家、研究者、団体 
目   的 ： 全国自殺観察機構の設置 
政令の発効日： 政令の条文は公表の翌日に発効する 
留意事項   ：  全国自殺観察機構設置に関する政令は保健大臣(minister chargé de la santé)

の所管である。保健大臣は機構の使命と組織を決める。全国自殺観察機構
は独立した多分野横断的組織である。その使命は自殺及び自殺未遂に関
する知見を統合し向上させること、自殺予防に関する公共政策の効果を
評価し、とくに自殺予防に関する提言を行うことである。全国自殺観察機
構はとりわけ以下のような構成員によって構成される。すなわち、国会議
員、主管する中央省庁の局長と実務担当者、専門家、研究者、保健専門職、
民間団体代表者、である。機構は毎年報告書を作成し、公表するものとす
る。 

参照箇所  ： 本政令は Légifrance (http//www.legifrance.gouv.fr)のサイトで参照可 
能である。 

内閣総理大臣は、社会保障大臣及び保健大臣との協力を得て、 
設置、組織の構成、行政的委任に関連するものは 2006年 6 月 8日 政令番号 2016 

  －672 号に基づき； 
国家公務員の配置に関わる財源の規則の条件と支払い方式については 2006年 7月 3 

日 政令番号 2006－781号に基づき、以下のとおり布告する。 
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第１条：－全国自殺観察機構（un Observatoire national du suicide）は４年の時限において、
保健大臣の主管のもとで、独立した多分野横断的組織として、以下の業務を行う。 
－自殺及び自殺未遂のデータの多様な分析を調整し、縦断的追跡調査手法を改善すること； 
－自殺及び自殺未遂行動のリスク要因とその作用機序についての知見を増加させること； 
－自殺に関するデータベースへのアクセスを促進しデータ分析結果を広く普及させつつ、 
自殺に関する調査と自殺の兆候の情報収集に関する体制を整備促進し評価を行うこと； 

－自殺及び自殺未遂の予防に関する公共政策の効果を評価すること； 
－提言を行うこと、とりわけ自殺予防に関する提言を行うこと。 
第 2条：－全国自殺観察機構は保健大臣により主管される。 
役職者の構成は次のとおりである： 
－下院議長（L’Assembrée nationale）ならびに上院議長（le Sénat）により任命される下院
議員 2 名、上院議員 2 名； 
－研究（recherche）、教育研究（études）、評価、統計を所管する局長あるいはその部局を代
表する者 
－保健局長あるいは部局を代表する者 
－医療局長あるいは部局を代表する者 
－社会連帯局長あるいは部局を代表する者 
－労働局長あるいは部局を代表する者 
－研究・教育研究・統計活性化部長あるいは部局を代表する者 
－刑事行政部長あるいは部局を代表する者 
－国家警察長官あるいは部局を代表する者 
－学校教育局長あるいは部局 
－評価・将来予測・業績評価部長あるいは部局を代表する者 
－高等教育および職業学校担当局長あるいは部局を代表する者 
－農業・農産物・森林省の長官あるいは部局を代表する者 
－保健大臣に任命された地域保健局の代表者 
－労働条件指導評議会の代表者 
－勤労者疾病保障全国金庫の代表者 
－自営業者社会保険制度の代表者 
－全国農業相互扶助中央金庫の代表者 
－全国自営業者連帯金庫の代表者 
－以下の組織の各代表者 
－高齢者衛生研究所 
－国立予防医学・健康教育研究所 
－国立若者・集団教育研究所 
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－国立労働災害・職業病予防研究安全研究所 
－国立福祉及び医療福祉施設・サービスの評価と質保証研究所 
－公衆衛生研究所 

－以下の研究教育センターの各代表者 
－死因究明疫学センター 
－保健経済学の研究・文書研究所 
－地域健康観察全国連盟 
－国立人口研究所 
－ノール・パ・ドウ・カレー精神保健地域連盟 

－保健大臣が省令で定める代表者のリストと様式にもとづく自殺の領域で介入を実施して 
いる８つの団体の代表者 

－保健大臣が省令で定める４年を時限とした、３名の精神科医、１名の一般医、１名の救急
医、１名の産業医、１名の老年科医、１名の法医学者 
－保健大臣が省令で定める４年を時限とした資格を有する２名の人物 
この組織の代表者は研究・教育研究・統計局長が担う。 
研究・教育研究・統計局はこの組織の事務局を担う。 
第３条－全国自殺観察機構は､業務執行の年度計画を決定し業務開始日を定める機構長の召
集により､会合を開催する。 
全国自殺観察機構は、その使命の一環として、その内部に作業グループに対して、指標に

関する調査研究や研究の実施を命じることができる。 
 全国自殺観察機構は毎年報告書を作成し公表するものとする。この報告書には総括的

な現状報告及び作業グループの成果報告を含めるものとする。 
第４条－国家教育大臣、国璽尚書担当大臣、法務大臣、社会保障及び保健大臣、内務大臣、
労働・雇用・職業訓練・社会対話大臣、高等教育・研究大臣、農業・農産物・森林大臣の各
大臣は、それぞれの職務範囲において、フランス共和国の官報に公表予定の本政令の執行に
責任を有する。 

  2013年 9 月 9日 
 Jean-Marc  Ayrault 
内閣総理大臣により制定 

社会保障大臣及び保健大臣 
  Marisol Touraine 

     国家教育大臣 
Vincent Peillon 

国璽尚書担当大臣 
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法務大臣 
Christiane Taubira 

     内務大臣 
Manuel Valls 

労働・雇用・職業訓練・社会対話大臣 
   Michel Sapin 

 高等教育・研究大臣 
Geneviève Fioraso 

農業・農産物・森林大臣 
    Stéphane Le Foll 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
研究分担報告書

ベトナムにおけるメンタルヘルス、自殺対策の現状と課題 

研究代表者 本橋  豊 自殺総合対策推進センター 
研究協力者 藤田 幸司 自殺総合対策推進センター 
研究協力者 松永 博子 自殺総合対策推進センター 
研究協力者 渡邊  香 国立看護大学校 

研究要旨：自殺総合対策推進センターは、世界保健機関（WHO）のコラボレーション
センターであることから、アジアの途上国における精神保健及び自殺対策における協力
関係の構築が重要なミッションとなっている。本研究は、世界保健機関西太平洋地域事
務局（WPRO）に属するベトナム社会主義共和国（以降、ベトナム）を訪問し、ベトナ
ムの精神保健及び自殺対策の現状と課題を調査することにより、わが国の先進的な自殺
対策の提供と、ベトナムとの協力関係を構築することである。 
方法：2018 年 3 月 18 日～22 日に、ベトナムのハノイ市にあるベトナム国立精神保健
研究所、ベトナム保健省、WHO ベトナムオフィスを訪問し、ベトナムの自殺及び自殺
対策の現状について聞き取り調査と資料収集を行った。 
結果：ベトナムの自殺死亡率は人口 10 万人あたり 7.3 人であり、フィリピン 3.2、マレ
ーシア 5.5、インドネシア 3.4 よりも高い（2016 年）。近年、男性の自殺率は増加傾向に
あり、自殺者の年齢構成では 20 歳～59 歳が最も多い。また、自殺手段としては、農薬
等の服毒によるものが多いことが特徴的であり、農業国であることからパラコートなど
の農薬を入手しやすいことが背景にあると考えられる。また、男性の特に若い世代にお
けるアルコール常飲者が多く、アルコールが関係した事件（傷害など）で検挙されるの
も 16 歳～30歳といった若い世代が特に多いことから自殺との関連も想定される。ベト
ナムにおける保健政策では、医療システムや医師、看護師等の人材養成、保健システム
の整備、プライマリーヘルスケアの強化などが優先課題であり、また、母子保健対策や
感染症対策が優先されているのが現状である。従って、自殺対策の優先順位は低いのが
実情である。自殺に関する統計データの整備等も遅れており、自殺に関する調査研究も
少ない。 
考察：ベトナムでは、急速な経済成長によって、貧富の格差が拡大している。自殺対策
に関する法制度や政策は未整備であり、自殺に関する統計データの整備も進んでいなか
った。日本の最新の自殺対策をベトナムに公共政策輸出することにより、ベトナムの自
殺対策の推進に資する国際協力になると考えられる。 
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A．研究目的 

2018 年 3 月 18 日から 22 日にかけて、自殺

総合対策推進センターは、世界保健機関（WHO：

World Health Organization）のコラボレーショ

ンセンターとして WHO 西太平洋地域事務局

(WPRO：WHO Regional Office for the Western 

Pacific)加盟国であるベトナム社会主義共和国

（以降、ベトナム）を視察訪問した。目的は、ベ

トナムの精神保健及び自殺対策の現状と課題を

調査し、日本の先進的な自殺対策について情報

交換を行い、自殺対策・精神保健等の関係者・専

門家との協力関係の構築することである。 

B．研究方法 

2018 年 3 月 18 日から 22 日にかけて、自殺

総合対策推進センターはハノイにあるベトナム

国立精神保健研究所(NIMH：National Institute 

of Mental Health)、ベトナム保健省（MoH：

Ministry of Health）、WHO ベトナム事務所

（ World Health Organization Representative 

Office in Viet Nam）を訪問し、関係者との協議

及びヒアリングを行った。訪問調査の日程及び

協議内容は表 1 のとおりである。 

表 1. 訪問調査の日程及び協議内容等 

年月日 場所 協議内容 協議・聞き取りを行った相手 

3月 19日 

ベトナム精神 

保健研究所 

ベトナムにおける精神

保健及び自殺の現状、

研究などについて 

Dr. Nguyen Van Tuan (Clinical Psychiatrist) 

Dr. Duong Minh Tam (Lecturer of Hanoi Medical 

University & Institute of Mental Health) 他 

ベトナム保健省

（母子保健 

部門） 

ベトナムにおける精神

保健及び自殺の現状、

自殺対策、統計などに

ついて 

ベトナムにおける母子

保健対策について 

Dr. Dinh Anh Tuan (Deputy Director, MCH 

Department) 

Dr. Nghiem Thi Xuan Hanh (Senior Officer, MCH 

Department) 

Mrs. Tran Thi Minh Huong (Midwife, Officer, MCH 

Department) 

3月 21日 WHOベトナム事務所 

ベトナムにおける精神

保健及び自殺の現状、

自殺対策、統計などの

取組と課題について 

Dr. Momoe Takeuchi (Team Coordinator Health 

System Development) 

Dr. Jun Nakagawa (Programme Management Officer) 

Dr. Nguyen Tuan Lam (Technical Officer 

Prevention and Control of Non-communicable 

Diseases and Health promotion) 

Mr. Nguyen Phuong Nam (Technical Officer 
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C．研究結果 

3-1．ベトナムの概要 

ベトナムはインドシナ半島の東に位置し、面

積約 33 万㎢、総人口約 9,370 万人（2017 年、

ベトナム統計総局）1）と東南アジアではインド

ネシア、フィリピンに次ぐ第 3 位の人口規模を

有する国である。 

1975 年にベトナム戦争終結、1976 年のベト

ナム社会主義共和国成立による南北統一の実現

により、共産党一党支配の社会主義体制におけ

る集権的な計画経済が推進された。しかしなが

ら、ベトナム戦争終結後も、カンボジアや中国

との戦争が続いたことから、他国に比べて大き

く経済成長が遅れたため、1980 年代までは食料

不足や貧困に悩まされ、世界の最貧国の一つと

言われていた。1986 年のドイモイ（刷新）政策

導入以降は、計画経済から市場経済への転換政

策としての資本主義経済の導入、海外資本によ

る投資の受け入れといった対外開放政策が実施

されている。1989 年頃よりドイモイの成果が上

がり始め、1995 年～1996 年には 9％台の経済成

長率を記録した。アジア経済危機の影響から一

時成長が鈍化したものの、海外直接投資の順調

な増加も受けて、2000 年～2010 年の平均経済

成長率は 7.26％と高成長を達成し、2010 年に

（低位）中所得国となった。2011 年以降マクロ

経済安定化への取り組みに伴い成長率が若干鈍

化した一方で、インフレを抑制しつつ安定的に

成長している（直近 5 年間の成長率は 2012 年

5.2％、2013年 5.4％、2014年 5.98％、2015 年

6.68％、2016 年 6.21％）1)。 

ベトナムは積極的な国際経済への統合を掲げ

ており、2007 年には世界貿易機関（WTO：World 

Trade Organization）加盟を果たした。近年では、

環太平洋パートナーシップ協定（TPP：Trans-

Pacific Partnership Agreement）への参加や、

2015 年には欧州連合（EU）との自由貿易協定

（EVFTA）の合意に至っている。 

外交的には、1995 年 7 月、米国と国交正常化

し東南アジア諸国連合（ASEAN：Association of 

South East Asian Nations）に加盟、2010 年には

議長国を務めた。1998 年 11 月、アジア太平洋

経 済 協 力（ APEC ： Asia-Pacific Economic 

Cooperation）に正式参加、2006年と 2017 年に

は議長国を務めた。2008 年 1月、国連安全保障

理事会非常任理事国（任期 2008 年～2009 年）

に就任し、2013 年 11 月、国連人権理事会理事

国（任期 2014～2016 年）に選出されるなど、国

際社会での存在感と役割の重要性が高まってい

る。 

ベトナムの主な保健指標、教育指標は表 2 の

通りである 2)。 
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表 2．ベトナムの人口・保健・教育指標 

人口(2016) 94,569 千人 

人口増加率(2016-2030) 0.8% 

平均寿命 76年 

5 歳未満児死亡率 22 

合計特殊出生率（TFR)  2.0 

成人識字率 94% 

初等教育就学率(2011-2016） 男性 109％ 

女性 108％ 

中等教育就学率(2011-2016) 男性 93％ 

女性 95％ 

出典：unicef「世界子供白書 2017」 

3-2．ベトナムの自殺の現状と課題 

ベトナムの人口は、94,569,000 人であり、平

均寿命は 76.0年である（2016年）2)。ベトナム

保健省による 2012年の報告では、事故等の傷害

による死亡は全死亡数の約 10％となっている。

2012 年の傷害死亡率（人口 10 万対）は、交通

事故 18.96、次が溺死 7.41、自殺 5.39 となって

おり、自殺は 3 番目に多い傷害死亡原因となっ

ている（図 1）3)。 

  出典：ベトナム保健省 injury mortality statistics 2012 

 図 1．原因別傷害死亡率（2012 年）
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ベトナムの自殺死亡率は、人口 10万人あた

り 7.3人であり、フィリピン 3.2、マレーシア

5.5、インドネシア 3.4よりも高い（2016

年）3)。 

WHO 西太平洋地域事務所（WPRO）に属する主

要国の年齢調整自殺死亡率は表 3の通りであ

る 4)。 

さらに、2008年と 2012年における年齢グル

ープ別の自殺死亡率をみると、15歳～19歳及

び 20歳～59歳で増加しており、自殺死亡率は

20歳～59歳で最も高くなっている。一方、自

殺死亡率は 60歳以上において大きく低下して

おり、1.1と低い（図 2）3)。 

表 3．WPRO 管内の主要国における年齢調整自殺死亡率（2016年） 

国  名 
年齢調整自殺死亡率 
（人口 10万対） 

地域平均 8.45 

韓  国 20.2 

日  本 14.3 

モンゴル 13.3 

ラオス  9.3 

ベトナム  7.0 

マレ－シア  6.2 

カンボジア  5.9 

フィリピン  3.7 

出典：WHO, Global Health Observatory 

 出典：ベトナム保健省 injury mortality statistics 2012 

   図 2. 年齢グループ別自殺死亡率 （2008年・2012年）

0.18
0.62

4.63

6.91

5.43

0

0.56

5.94

7.31

1.1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0-4歳 5-14歳 15-19歳 20-59歳 60歳以上

（人口10万対）

2008年 2012年

-47-



次に、2008 年から 2013 年における自殺死亡

率の傾向を性別にみると、男性では 2008 年の

6.55から 2009年には 3.2と半減し、2010年 3.3、

2011 年 3.5 であったが、2012 年に 7.19 と倍増

し、2013 年には 8.05 と増加している。逆に、女

性においては、2008 年は 3.26 であったが、2009

年 4.7、2010 年 4.8、2011 年 5.2 と微増し、そ

の 3年間は男性に比べ高くなっている。2012 年

の男性における自殺死亡率は女性の倍以上とな

り、2013 年にはその差はさらに大きくなってい

る（図 3）3)。 

自殺手段に関しては国によるデータはないも

のの、2008 年に病院に搬送され命を取り留めた

自殺未遂者 310 人のデータによれば、服薬

97.7％（睡眠薬 28.1％、その他の薬 44.2％、殺

虫剤 25.4％）、首吊り 1.3％、その他 1％であっ

た 3)。その他の薬では、農薬（パラコート）が最

も多く、ベトナムは農業国であることから農薬

を入手しやすいことが背景にあると考えられる。

 出典：ベトナム保健省 injury mortality statistics 2012 

   図 3. 性別にみた自殺死亡率の推移 （2008年～2013 年） 
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整備 

②年齢によるアルコールの飲酒制限

③一般病院と精神科病院との連携強化

④自殺についての啓発活動と教育

⑤実態調査研究によるデータの蓄積

これらの課題を踏まえ、メンタルヘルスの国

家戦略として 2016 年から 2025 年の期間に実施

すべき計画の目標として以下の 7 点が掲げられ

た 3)。 

①2025 年までに自殺者を 20％削減

②年齢によるアルコール制限を行う法律の施

行 

③自殺に関する実態調査の実施（分析を活か

した介入研究についても想定している） 

④精神科医療の専門家及び精神科医療以外の

ケアスタッフ、報道へのガイドラインの作成 

⑤メンタルヘルスに係る専門職の養成

⑥学校教育の場における自殺に関するプログ

ラムの発展と拡充 

⑦自殺に対するコミュニティ全体の意識と責

任感の向上 

3-3．ベトナム精神保健研究所の研究と活動、役

割 

ベトナム精神保健研究所（NIMH： National 

Institute of Mental Health Bach Mai 

Hospital）は、研究だけではなく診療も行う保

健省(MoH: Ministry of Health)とハノイ医科大

学との研究所になる。NIMH の役割は、研究と政

策提案、診療であり、ストレス関連障害科、児童

精神科、老人精神科、気分障害科、統合失調症

科、研究科と 6 つの部署から成る。研究そのも

のは重要だと考えているものの、日々の診療に

追われ、あまり研究は出来ていないのが実情で

あり、自殺に関する研究も、小規模のもの（1つ

の学校や 1つの町など）程度に留まっていた。 

ベトナムにおける自殺に関するデータをまと

めたわけではないが、これまでの経験から、自

殺手段に関しては、服毒自殺が多いのが特徴で

あり、中でも農薬によるものが多く、その場合

すぐに死に至らないが、入院して 2～3週間後に

死に至るという経過を多く診ており、政府に対

して特定の農薬の輸入制限を設けるよう提言を

行っている段階である。 

ベトナム精神保健研究所は、現在、広い分野

で医療連携などを進めている。1999 年頃から、

てんかん（癲癇）の研究をはじめ、国内の精神保

健に対応してきた。近年では、アルコール依存・

薬物依存などからの回復支援も行っている。 

ベトナムでは、近年、自殺が増加傾向にある

が、自殺に対する統計やデータは蓄積されてい

ないのが現状である。国としても、心理士など

の人材養成を行うなど、精神科医療体制の構築

段階にある。また、ベトナム精神保健研究所で

は、うつなどの精神疾患の治療は、精神科医師

だけで対応するのではなく、心理士などの専門

職と連携し行うものであると考えていた。 

3-4．ベトナムにおけるメンタルヘルスの現状及

び対策に関して 

WHOベトナム事務所、生活習慣病と健康のチー

ムの 2014年の報告 5)によれば、非感染性疾患の

内、精神疾患が 14.2％であり、自殺死亡率は人

口 10万人あたり 5.39 人（2012年）3)であった。

また、アルコール常飲者（アルコールとは、ビー

ル、ウィスキー、ワイン、お米を原料とした蒸留
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酒である自家製醸造酒を指す）は 18 歳～29 歳

で 75.3％、30歳～49 歳で 81.8％、50歳～69歳

で 71.2％、男性全体では 77.3％であり、男性の

常飲者が多く、特に若い世代に多い 5)。お酒につ

いて若い人を対象にした調査では、13歳～17歳

で 30日間お酒を飲んでいないのは男性 31.7％、

女性 16.5％であり 5)、アルコールが関係した事

件（傷害など）で検挙されるのも 16歳～30 歳と

いった若い世代が特に多く、自殺との関連も想

定される。 

2015 年には、山間部の少数民族が多い Dien 

Bien省において、フォーカスグループディスカ

ッションによる質的研究及び 1 年間に及ぶ自殺

企図者や自殺についての量的研究が行われてい

る 6)。その結果、希死念慮の要因として、質的調

査からは、女性、年齢が 18 歳～21歳、学歴が低

く、従業者である親と同居している子供といっ

た特徴が示され 6）、量的調査からは、333 人の

自殺企図者と 73 人自殺者のうち女性の占める

割合は 48％であったと報告された 6）。また、自

殺者・自殺企図者の 37％がランゴン（lá ngón，

ゲルセミウム・エレガンス）という毒草を自殺

手段にしていた 6）。 

Dien Bien省における研究において、18歳～

21歳の子どもを対象にインタビューや観察を行

い、自殺の要因として、女性であることや、スト

レス対処能力として Sence of conherence（首

尾一貫感覚）が低いことが明らかとなった。ま

た、プレッシャー、知識、信頼のできる大人の存

在が鍵となっていた 7)。 

子供や若者への支援には、まず、精神疾患に

対するスティグマを取り除いてもらい、うつな

どに関して学ぶ機会を設け、互いが理解して協

力できるような普及活動が優先課題である。し

かしながら、メンタルヘルスに関してベトナム

のレベルはまだまだ低く、特に小児（児童）精神

科医が少ないのが現状である。心理学を学んだ

専門職のサポート体制があれば良いが、心理学

を学んだ者が専門職として従事する状況にない

（例えば、ソーシャルワーカーは給料が安いた

め、なり手がいない）。また、WHOと共に普及活

動に参画してくれる NPO 団体などとのコーディ

ネイトをする人材も不足している。つまり、ベ

トナムにおいては、精神疾患患者へのケアはほ

とんどできていない状況にある。 

unicef の担当者から挙げられた、ベトナムに

おけるメンタルヘルス対策に関する課題は以下

の 4点であった 5)。 

①ベトナム保健省（MoH）や労働傷病兵社会問

題省（MOLISA）との連携不足 

②メンタルヘルスサービスの不足

③メンタルヘルスサービスは健康保険でカ

バーされていない（精神疾患に関するステ

ィグマの問題がある） 

④メンタルヘルスに従事する人員の不足

また、それらへの対応として、以下の 5 つ

の改善策を示した 5)。 

①メンタルヘルスサービスと地域の病院と

の連携 

②メンタルヘルス関係に従事する人の養成

③多量服薬防止のための対策の構築

④ベトナム保健省（MoH）や労働傷病兵社会問

題省（MOLSA）との連携強化 

⑤若年・青年へのメンタルヘルス教育の実施

3-4．ベトナムにおけるヘルスケアシステム 
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ベトナムでは、中央レベルである保健省の下

に省レベル、郡レベル、コミューンレベルがあ

り、医療機関の機能やサービスはレベルごとに

規定されている（図 4）。第一次医療機関である

コミューンヘルスステーション（CHS）は、予防・

健康増進活動・簡易検査などプライマリーケア

を提供する。郡病院も第一次医療機関であり、

省病院は第二次医療機関である。CHS より上位

の医療機関は病院機能を有し、バックマイ病院

（ハノイ）、フェ中央病院（フェ）、チョーライ病

院（ホーチミン）の 3 大国立総合病院が基幹病

院である（第三次医療機関）8)。 

ベトナムでは近年、民間医療機関が増えてき

ており、2015年までに 171の民間病院（全病院

の 11％、総病床数の 4.8％）と 30,000以上の民

間クリニックが開設されている。民間医療機関

は都市部に集中しており、外来診療のみの医療

機関が多いものの、診療時間の柔軟性など患者

の満足度は高く、公的機関の負担軽減のため、

政府も設立を後押ししている 9)。 

ベトナムでは、郡医療機関から省医療機関、

さらに中央医療機関と、重症患者を高次医療施

設に紹介・搬送するレファラルシステムが導入

されている。患者は、レファラルシステムに沿

って診察を受けることで低額な医療費で受診で

きる保険診療の対象となる。しかしながら、健

康保険の人口カバー率が高いにもかかわらず、

健康保険があまり利用されていない。その主な

要因としては、下位レベルの保健医療機関（特

に郡病院）では人材や医療機材が不十分でサー

ビス提供能力が低いこと、多くの患者が質の高

い医療サービスを求めて、直接、上位レベルの

医療機関を訪れることが多いことがあり、第三

次医療機関への患者の集中をもたらしている 9)。 

ベトナムは、ドイモイ政策以降、民間保健医

療サービスの自由化、自己負担制度や医療保険

制度の導入等の様々な改革を行ってきており、

保健医療は大きく改善されている。しかしなが

ら、貧困格差の拡大、医療サービスの地域格差

増大（都市部と農村部）が新たな問題となって

きているとともに、予算不足や行政管理能力な

どの課題も多い。 

保健省（Ministry of Health: MoH） 

関連部局 
病院・医科大学など 

中央医療機関 

省保健局（63） 

省病院 
（一般・専門病院） 

センター（リプロダ
クティブヘルス，予

防，HIV） 

郡保健局（700） 

郡病院 地域の保健センター 

コミューンヘルスステーション（11,000） 

医師・看護師・助産師・薬剤師 

村落（110,000） 

村落のヘルスワーカー（Village Health 
Worker：VHW） 

出産介助者（助産師ではない） 

図 4．ベトナムにおけるヘルスケアシステム 

3-5．ベトナムにおける母子保健事業の現状と

課題 

ベトナムには 2 つの母子保健政策があり、こ

れを実現するために、国がアクションプランを

実施しているところである。専門的なガイドラ

イン作成に関しても政策に対応し、行っていく
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予定である。例えば、妊婦期間を安全に過ごす

こと、新生児のケア、新生児の管理、出産時のト

ラブルの対応などであり、助産師の資格も明確

に決められている。 

ベトナムの妊産婦死亡率は、他の東南アジア

諸国に比べ低い水準である。出産前のヘルスケ

アに関しても、妊婦診察を 3 回以上もしくは 4

回以上受けた人が 66％、新生児のケアについて

も 90％行われるようになってきた 8)。しかしな

がら、ベトナム保健省のデータ（2007年～2008

年）によれば、妊産婦死亡数都市部は 36 人だが

山間部は 108 人となっており、山間部に住む少

数民族の妊産婦死亡率は都市部の 3 倍である。

特に、少数民族の多い北ベトナムの調査（2015）

では、妊産婦死亡の低い地区では 20 人だが、高

い地域では 143人という値を示している 8)。5歳

未満児死亡率は 1990 年には 58％であったが

年々減少し、2016 年には 21.8％となった 8)。し

かしながら、子供の死亡に関しても、妊産婦と

同様に地域による差が生じている。ベトナム保

健省によると（2015 年）、北ベトナム地区の乳

幼児死亡の約 3 分の 2 は少数民族の新生児であ

り、地域・民族による差が顕著である 8)。 

人工妊娠中絶に関しては、毎年 30～40万件の

報告がされているが、違法な処置についてはカ

ウントされていない。避妊の方法が徹底されて

おらず、避妊に関する知識も低いことから、妊

娠が進んでからの堕胎や、堕胎を繰り返すとい

った問題も生じている。健康保険のカバー率が

86％にあがり、中央から山岳部までの診療体制

が整備されたものの、健康保険に対する意識は

低く、山間部へのサポート体制が整っていない。 

2015 年から 2020 年までの優先すべき対策と

して以下、7点のポイントが挙げられた 8)。①産

科小児科ケアに携わる保健スタッフの数量と質

の向上、②産科・小児ケアサービスの質の向上、

③医療不足の地域でのスタッフの福利厚生確保、

④産科及び小児科に散見する施設従業員の負担

軽減、⑤インフラ（不可欠な設備）などのための

予算拡大、⑥山間部の少数民族への情報提供と

その拡充、⑦母親と新生児ケアの安全に関する

コミュニティの意識、行動を高める。そのため

には、①草の根レベルでの保健人材の能力とス

キルの向上、②産科及び小児科のサービスの質

の改善、③母子保健事業のデータと報告システ

ムの質の向上といった取組が必要である 8)。 

D．考察と結論 

ベトナムは、急速な高度経済成長に伴い、人々

の健康状態は大幅に改善され、疾病構造も感染

症中心から非感染症型へ移行し、死亡原因にお

ける非感染症の割合は約 70％を占める（2012

年）9)。しかしながら、先進国と比較すると、ま

だ感染症の割合が大きい。ベトナム保健省は、

「保健セクター開発 5 カ年計画（2011-2015）」

において、①病院の混雑解消、②公立保健医療

施設における財政メカニズムの刷新、③国民皆

保険に向けたロードマップの実施、④草の根レ

ベルのヘルスケアとプライマリーヘルスケアの

強化、⑤保健人材育成強化、⑥デマンドベース

の保健サービス提供にかかるパイロットプロジ

ェクトの実施、⑦効果的な医療コミュニケーシ

ョンと健康教育の強化を保健医療政策の優先課

題として挙げている 9)。保健医療政策における

優先課題として、非感染症の分野からは、がん、

糖尿病、高血圧などとともに、精神疾患が挙げ
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られてはいるが、統合失調症などが中心である。 

ベトナムにおける保健政策では、医療システ

ムや医師、看護師等の人材養成、保健システム

の整備、プライマリーヘルスケアの強化などが

優先課題であり、また、母子保健対策や感染症

対策が優先されており、自殺対策の優先順位は

低いのが実情である。自殺に関する統計データ

の整備等も遅れており、自殺に関する調査研究

も少ない。 

ベトナムの自殺についての特徴としては、農

薬による自殺が多いことが特徴であるものの、

対策は十分にとられていない。ベトナムでは、

自殺対策に関する法制度や政策はほとんど未整

備であり、わが国における先進的な自殺対策に

関する情報を提供することが、ベトナムの自殺

対策の推進に資するものであると考えられる。

具体的には、農薬等の危険薬物についての管理、

アルコール摂取に関する健康影響や依存症等に

ついての普及啓発、アルコール購入や店舗での

飲酒に対する年齢制限、ゲートキーパー養成等

の人材養成などである。 

また、地域においてメンタルヘルス・自殺対

策を推進するために、コミューンヘルスセンタ

ーを基軸とした母子保健事業の枠組みを用いて、

メンタルヘルスケアを推進していくことが効率

的かつ有効であると考えられる。 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

研究分担報告書

第３回国際自殺対策フォーラム 

自殺対策の政策評価の基礎となるエビデンスの提供と活用 

2019 年 2月 2日（土）開催 

研究代表者 本橋  豊 自殺総合対策推進センター長 

研究協力者 近藤 克則 国立長寿医療センター老年学・社会科学研究センター老年学評価研究部長 

／千葉大学予防医学センター社会予防医学研究部門教授 

研究協力者 高橋 義明 公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所研究本部主任研究員 

研究協力者 藤田 幸司 自殺総合対策推進センター自殺総合対策研究室長 

研究協力者 金子 善博 自殺総合対策推進センター自殺実態・統計分析室長 

研究要旨：本フォーラムは自殺総合対策に関する様々な知見を国内外の関係者が共有し、
お互いの理解を促進することを目的としている。 
研究方法：基調講演者には、韓国の忠清南道広域精神健康福祉センター副センター長の金 
渡潤（Kim Doe Yoon）先生を招聘し、韓国の地方（農村）における地域社会の自殺予防の
最新動向について講演をお願いした。午後のシンポジウムでは、5 名のシンポジストによ
る報告と、我が国の自殺対策への政策提言が討議された。 
結果と考察：基調講演では、金先生より韓国の農村部の一つである忠清南道の自殺対策を
紹介いただいた。その中で、官民学の連携や住民の自治に基づいた地域社会の自殺対策お
よびネットワークの強化を進めていく必要性が紹介された。シンポジウムでは、近藤克則
教授（国立長寿医療センター老年学・社会科学研究センター老年学評価研究部長／千葉大
学予防医学センター社会予防医学研究部門）から日本老年学評価研究の調査（JAGES 調査）
データ・ニーズ調査データの分析から自殺死亡率に関連するソーシャルキャピタルやその
他の地域・社会環境要因の検証結果と地域マネジメント支援システムのプロトタイプの紹
介があった。高橋義明先生（公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所研究本部主任研究員）
から近年、若者に急速に普及してきたスマートフォン、SNS利用の援助希求意識への影響
の報告があった。本橋豊センター長（自殺総合対策推進センター）からは 2018 年にWHO
が公表した「コミュニティーが自殺対策に主体的に関与するための手引きとツール集」を
紹介しながら、生活空間が多様化し単に地域にとどまらない現代社会に様々に存在するコ
ミュニティーをどのように自殺対策に巻き込むのかを、今後の自殺対策の政策評価の上で
考慮する必要があることが紹介された。金子善博室長（自殺総合対策推進センター）から
は、地域自殺実態プロファイルと地域自殺対策政策パッケージの現状、および今後の更新 
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A．研究目的 

本フォーラムは、自殺対策の政策展開に

関して学術的な意見交換を行うことを目的

とした。2019年 2月 2日（土）に開催され

た第 3 回国際自殺対策フォーラムでは「自

殺対策の政策評価の基礎となるエビデンス

の提供と活用」をテーマに、現在の自殺総

合対策大綱にもとづき展開されつつある日

本の自殺対策の評価の方向性について、学

術的知見を討議した。 

2017 年 7 月 25 日に閣議決定された自殺

総合対策大綱では、自殺対策の基本方針と

して次の５つが示された。すなわち、１）生

きることの包括的な支援として推進する、

２）関連施策との有機的な連携を強化して

総合的に取り組む、３）対応の段階に応じ

てレベルごとの対策を効果的に連動させる、

４）実践と啓発を両輪として推進する、５）

国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企

業および国民の役割を明確化し、その連携・

協働を推進する、である。 

本フォーラムでは、基調講演者として、韓

国の忠清南道広域精神健康福祉センター副

センター長の金渡潤（Kim Doe Yoon）先生

を招聘し、韓国の農村における地域社会の

自殺予防の最新動向について講演をお願い

した。 

また、同日午後のシンポジウムでは、自殺

対策の評価につなげるための最新の研究成

果について情報を共有し、現場へ還元する

ことを目的とした。 

B．研究方法 

プログラムは以下のとおりであった。 

（１）開催日時： 2019 年 2 月 2 日（土） 

（２）場所：一橋講堂 中会議場 

（３）参加者：約 50名 

＜プログラム＞ 

開会挨拶 

 本橋 豊氏（自殺総合対策推進センター

長） 

＜午前の部＞ 

基調講演 

座長：本橋  豊 (自殺総合対策推進センタ

ー) 

金 渡潤（Kim Doe Yoon）（忠清南道広域精

神健康福祉センター 副センター長（韓

国））：韓国の地方（農村）における地域社会

の自殺予防の最新動向 

＜午後の部＞ 

の方向性について紹介された。 

藤田室長（自殺総合対策推進センター）からは、「自死遺族等を支えるために～総合的支援

の手引（JSSC2018）」を紹介しながら、自死遺族等支援の地域格差解消のための方向性が紹

介された。基調講演およびシンポジストの報告を受け総合討議を行った。 

 本フォーラムを通じて、自殺対策の政策評価のためには、地域の社会経済要因や最新の地

域の動向を十分に考慮する必要があること、そして今後はそれらの評価のフレームワークの

システム構築が重要であることが確認された。 

-56-



シンポジウム： 自殺対策の政策評価の基

礎となるエビデンスの提供と活用 

司会：木津喜 雅（自殺総合対策推進センタ

ー室長（国際連携担当）） 

1. 近藤 克則（国立長寿医療センター 老

年学・社会科学研究センター老年学評

価研究部長／千葉大学 予防医学セン

ター社会予防医学研究部門 教授）：自

殺に関する地域レベルの社会的決定要

因

2. 高橋 義明（公益財団法人中曽根康弘

世界平和研究所研究本部 主任研究

員）：インターネット仮想空間におけ

る若者の援助希求意識と自殺予防

3. 本橋  豊（自殺総合対策推進センター

長）：Community Engagement と自殺対

策

4. 金子 善博（自殺総合対策推進センタ

ー 自殺実態・統計分析室長）：地域自

殺実態プロファイルと地域自殺対策政

策パッケージの実用化について

5. 藤田 幸司（自殺総合対策推進センタ

ー 自殺総合対策研究室長）：自死遺族

等支援の情報提供体制整備・地域格差

解消

C．研究結果 

＜基調講演要旨＞抄録集（日本語訳）より

転載 

金 渡潤（忠清南道広域精神健康福祉セン

ター 副センター長）：韓国の地方（農村）に

おける地域社会の自殺予防の最新動向 

 韓国は OECD 諸国において 13 年連続して

自殺が最も多い国である。その韓国の中で

自殺率の最も高い地域のひとつが、忠清南

道（Chung cheongnam-do）である。2017 年

の時点では韓国の人口 10 万対の自殺率が

24.3 であり、これは OECD 諸国の中で 2 番

目に高い。一方、忠清南道の自殺率は 31.7

であり、韓国において一番高い自殺率を有

する地域となった。しかしながら忠清南道

の自殺率は、過去 9 年間で全国の自殺率低

下の 2 倍の減少が認められた。韓国の自殺

率は 2009 年の 31.0 から 2017 年の 24.3 へ

と 6.7 の減少が見られたが、忠清南道では

2009年の 45.8から 2017年の 31.7となり、

全国（6.7）のほぼ倍にあたる 14.1 の減少

が見られた。特に自殺率の減少は高齢者に

顕著に表れ、2009 年の 124.4 から 2017 年

の 65.1 へと 59.3 もの減少が見られた。こ

れまで忠清南道の自殺問題においては、65

歳以上の高齢者の自殺が最も大きな問題と

なっており、高齢者の自殺率を減少させる

ことに重点的に力が注がれてきたことが要

因のひとつだろう。 

自殺リスクのある環境を改善するために、

2011年から自殺手段の規制が強化されるよ

うになった。具体的には、2011 年から 2018

年 12月現在までに、服毒自殺が起こりやす

い農村地域において、計 200のマウル（注：

「まち・むら」を意味する。）に対し 6,877

個の農薬安全ボックスを普及させた。それ

に加えて、マウル単位の自殺予防事業であ

る「Life Love Happy Village」（生命愛の

幸福マウル）のモデル事業（注：韓国の行政

区域上の単位である「巴」「面」「里」「洞」

の中で、80～120世帯程度の「里」「洞」を

対象とした事業。）を実施し、忠清南道の高

齢者の自殺率を過去 10 年間の半分にまで

減らすような政策的効果をもたらした（当

然、社会的環境要因として、命にかかわる

毒物である Gramoxoneの生産と販売は 2012

年に完全終了し、老齢基礎年金の支給額が

上がった）。最近では、保健診療所（注：マ

ウル単位ごとにある保健所の分所。医者（軍

に在隊中である医者）、看護師もおり、医療

診察を行っている）が事業運営する「Life 

Love Happy Village」のモデル事業に 372
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のマウルが参加しており、主な内容として

は農閑期にマウルから身体的・精神的な健

康プログラムの提供、訪問サービス、また

生命保険社会貢献財団の後押しによって農

薬安全ボックスの提供が行われた。 

忠清南道の高齢者の自殺率を半減させた

主な政策要因は、うつスクリーニング検査

の積極的な実施、医療費支援、高齢者への

ケースマネジメントであった。2012年には

65 歳以上の高齢者 11 万人を直接訪問し、

高齢者のうつ及び自殺リスクに関する大規

模調査が行われた。2回目の調査は、既に調

査を受けた高齢者のうちハイリスク群にあ

たる 6,678 人に対して実施され、そのうち

318 人に対して継続的なケースマネジメン

トが行われた。また 2012年以降、一人暮ら

しの高齢者を中心にうつスクリーニング検

査を行い、その検査によって浮かび上がっ

たハイリスク群には、生命愛ジキミ（注：い

のちを支える人を意味する）、メンタリング

事業を実施した。2017 年には 3,200 人の高

齢者がうつ病の医療費に対して支援を受け、

2018年には 1,962 人がケースマネジメント

の対象として登録された。農薬安全ボックス

の提供事業や「Life Love Happy Village」の

モデル事業、高齢者うつ病の実態調査およ

び医療費支援事業、そしてメンタリング事

業といった、高齢者に特化した事業により、

高齢者の自殺率を大幅に減少することがで

きた。 

 忠清南道のエビデンスに基づく自殺予防

研究は、農村型心理学的剖検で開始された。

心理学的剖検は、  忠清南道で自殺率が最上位

の 4つの市と郡を対象にして、2012年～2013

年に行われた。警察の協力を受け、2011年

には自殺者名簿に基づいて遺族と連絡を取

ったが、同意を得られない事例も多かった

ことから調査はわずか 25件に留まった。し

かしながら、遺族、親戚、知人、警察担当者へ

のインタビュー、また警察や病院の記録を

踏まえて、自殺に至った経緯を実証的に確

認することができた。以上から、典型的な自

殺の事例を導出し、農村地域の自殺モデル

や心理社会的要因の相互作用モデルが提示

された。 

その後、忠清南道で改めて行われた心理

社会的剖検は、自殺者数が一番多い天安市

を対象に 2016年から 2017年に実施された。

前回とは異なり、都市部の若年層と中年層

（青壮年層）を含めた全年齢層を対象に行

われた。都市部における自殺者の詳細な住

所に基づき、自殺が集中している地域を指

定するために天安市地域の自殺の地理的分

布図を作成し、地域社会の現地調査と関係

者へのインタビューを通して社会階層集中

分析を行った。心理社会的剖検のみならず

地域社会のプロファイルを通して、全年齢

層の自殺の原因を明らかにし、自殺が頻繁

に起こる場所を見出すことができた。 

これまでの忠清南道の自殺対策の成果は、

過去 10年間に全国の自殺率の減少と比較し

て少なくとも 2 倍の減少が見られたことで

ある。さらに 65 歳以上の高齢者の自殺率も

半減した。しかし、自殺率に格差がある状態

で、地方自治体レベルでの自殺予防事業が

実施されたため、実際には忠清南道の自殺

率は国内において依然高いままである。忠

清南道の今後の課題は、自殺未遂者支援お

よび自死遺族支援を強化すること、高齢者

の自殺予防事業の充実化を図ること、自殺

率が上昇しつつある 20 代～30 代の女性や

40代～50代の男性の自殺対策、さらに自殺
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の多い都市部の対策を整えていくことであ

る。日本で進められている「生きることの包

括的支援」としての自殺対策に沿って、韓国

とりわけ忠清南道では、民官学の連携や住

民の自治に基づいた地域社会の自殺対策お

よびネットワークを強化していくために、

自殺予防事業の認知度をさらに高めていか

なくてはならない。 

＜シンポジウム＞抄録集より転載 

1. 近藤 克則（国立長寿医療センター 老

年学・社会科学研究センター老年学評

価研究部長／千葉大学 予防医学センタ

ー社会予防医学研究部門 教授）：自殺

に関する地域レベルの社会的決定要因

・背景と目的 

 自殺には、喪失体験や経済的理由による

精神的な不健康などの個人要因だけでなく、

地域環境要因も関連があることが報告され

ている。しかしそのプロセスの解明は進ん

でいない。一方内閣府は、2010年以降市区

町村単位の自殺統計を公表、2016 年には市

町村に対して「市町村自殺対策計画」の策

定と実施が義務づけられた。これにより、

地域レベルの自殺対策を立案するための、

地域間比較による地域診断や経時的なモニ

タリング、取り組み評価のための指標の開

発が期待されている。しかしそうした研究

はまだ充分ではない。 

そこで本研究では、自殺のリスクである

うつ割合に対しソーシャルキャピタル（社

会的関係から得られる資源）が抑制的な関

連を示すのか、また地域・社会環境要因と

自殺率がどのような関連を示すのかをあき

らかにすること、これらの結果を踏まえ、

自殺対策のための地域マネジメント支援シ

ステムのプロトタイプを開発することを目

的とした。 

・対象と方法 

2010年、2013年、2016 年におこなわれた

日本老年学評価研究の調査（以下 JAGES 調

査）に協力を得られた市区町村および、2013

年と 2016 年におこなわれた日常生活圏域

ニーズ調査（以下ニーズ調査）に協力を得

られた市区町村を対象として、データを作

成した。政令指定都市については、区を単

位としてデータを作成した。市区町村数は、

2010 年が 30 市区町村、2013 年が 170 市区

町村、2016年は 149市区町村となった。こ

れらの市区町村のうち、人口 30,000人以上

の市区町村を分析の対象とした。 

 自殺率は 3年間の平均値を用いた。地域・

社会環境要因として、地域・地理変数を各

省庁から公表されているデータにより作成

した。社会への不参加率などのソーシャル

キャピタル変数、経済格差（ジニ係数）やう

つ割合は、JAGES調査データ・ニーズ調査デ

ータから算出した。 

 市区町村を分析単位として、地域相関分

析および重回帰分析を行った。地域マネジ

メント支援システムの開発には、Instant 

Atlas®を用いた。 

・結果 

うつが多い地域では男性の自殺が多く

（f3＝0.34）、地域の社会参加と社会的サポ

ートあり割合が高いと男性の自殺率が低か

った（f3＝-0.36～-0.26）。自殺率との間に

は社会不参加率は同年に、社会的サポート

では 2 年遅れで相関係数が大きかった。社

会参加と社会的サポートの割合 2%ポイント
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以上の変動と自殺率変動との間には 2～5

年遅れのタイムラグで相関が認められた。

一人当たりの所得が低い地域、高齢化地域、

人口減少地域で自殺率が高かった。また降

雪量、平均気温、日照時間と自殺率との間

に有意な相関がみられた。ジニ係数が大き

い地域で自殺率が高く、ジニ係数が小さく

なった市区町村では自殺率が下がる傾向が

みられた。これらの分析で関連が見られた

指標を用いて、インターネット上で、市区

町村間や指標間で比較できる、自殺対策の

ための地域マネジメント支援システムのプ

ロトタイプを開発した。 

・結論 

 自殺率やうつ割合に対しソーシャルキャ

ピタル変数が抑制的な関連を示し、多くの

地域・社会環境要因と自殺率との関連があ

きらかになり、自殺対策のための地域マネ

ジメント支援システムのプロトタイプを開

発できた。今後、未検討の変数についての

分析や 2017 年以降の自殺者数データを用

いた再現性の検証、多変量解析を進め、プ

ロトタイプの改善を図る。 

2.高橋 義明（公益財団法人中曽根康弘世界

平和研究所研究本部 主任研究員）：インタ

ーネット仮想空間における若者の援助希求

意識と自殺予防 

研究目的: 

日本において早急に対策を検討しなけれ

ばならない自殺リスク群として、10～39歳

の若者がある。未成年者の自殺死亡率も

1998年からほぼ横ばいとなっており、改善

の兆しがみえない。20,30代では自殺が死因

の 1位となっている上、40歳以上の年齢階

層では 1990 年代前半の自殺率水準まで改

善してきたのに対して改善していないこと

が挙げられる。この年齢層の特徴を考える

と、インターネット利用が毎日少なくとも

1回利用が 9割前後となっており、利用率、

頻度とも他の年代よりもかなり高い。また、

インターネット利用目的をみると、大半が

SNS などコミュニケーション手段としてい

ることが分かる。その背景として「小さな

パソコン」ともいえるスマートフォンの保

有率が短期間で爆発的に増え、中でも 10～

30代の保有率が高いことが挙げられる。イ

ンターネット・SNSの普及が自殺に与える影

響を検討すると、1）困難に直面したときに

匿名でも支援・助言が得られるという意味

で生きる促進要因、2）ネットいじめや自殺

手段の情報や集団自殺の仲間を得るという

意味で生きる阻害要因の両面がありえる。

後者については Twenge et al. (2018)など

の研究があるが、前者の援助希求としての

役割が若者にとって普遍か、ある一定の属

性を持つ層に限られるのかは明らかではな

い。そこで本研究はインターネット・SNSが

若者の援助希求意識や行動に与える影響、

そしてそれが結果的に自殺予防に与える影

響を検討することを目的とする。 

研究方法: 

 自殺念慮者・自殺未遂者などに対する相

談業務等を行っている実務担当者、特に

2018年 3月以降に厚労省支援による SNS相

談業務を担った 9 団体の関係者に対して相

談者の特徴、特に電話・対面相談と SNS 相

談の相談者の相違点、相談者の援助希求意
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識などについて半構造型面接調査を実施し

た。さらに日本の若者との意識・行動の共

通点・相違点を検討するため、フランスの

相談機関 3 団体に対しても面接調査を実施

した。 

結果: 

SNS 相談の特徴・評価、制約など詳細な結

果は会合で報告する。なお、SNS相談をした

層もリスク群の一部に留まるかは、相談し

なかった層との比較を行わなければならな

い。今後は若者向けアンケート調査を実施

し、実態を明らかにしていく必要がある。 

3.本橋  豊（自殺総合対策推進センター

長）：Community Engagement と自殺対策 

（1）はじめに 

 改正された自殺対策基本法及び自殺総合

対策大綱ではすべての市町村で地域自殺対

策計画を策定することが義務づけられ、

2019年 3月を目途に策定が完了することと

されている。「地域レベルの実践的な取組へ

の支援を強化する」ことが重点施策の筆頭

にあげられているとおり、地域における自

殺対策の推進は日本の自殺対策の最重要課

題の一つである。 

世界的に見ると、自殺対策においてコミ

ュニティーの役割を重視する観点は WHO の

文書でも強調されており、日本の国家自殺

対策戦略は世界的にも先端的な戦略である

と言うことができる。2018 年に WHOが公表

した「Preventing suicide: A community 

engagement toolkit」では、自殺対策を

community engagement（コミュニティー・

エンゲージメント）の観点から進める重要

性が強調されている。しかしながら、WHOが

用いている community engagementの真の意

味を理解できないと、このキーワードを「地

域の取組」というような安易な直訳に落と

し込んでしまう危険性がある。WHO が

community engagementという用語で自殺対

策を進めようとする真意は、世界における

メンタルヘルス・ギャップ（精神保健対策

の格差）の解消に向けた開発途上国におけ

る対策の推進を念頭に置いていることをま

ず理解する必要がある。communityとは日本

の市町村のような行政区を念頭においた地

域ではなく、地理的な「地域」の概念を含み

うるが、本来は共通の文化、価値観、規範、

信念を共有する人々の共同体であり、共同

体の歴史の中で社会構造に組み込まれてい

る特別な人々の集団のことである。そのよ

うな正しい理解を踏まえて community 

engagementは日本の自殺総合対策において

どのように活かすことができるのかを考察

したい。 

（2）community engagement とは何か？ 

 す で に 述 べ た よ う に 、 community 

engagementとは「地域の取組」という狭い

意味だけではない。まず、communityの定義

は Health Promotion Glossary（1998, WHO 

Geneve）で明確になされている。それは「共

通の文化、価値観、規範、信念を共有する

人々の共同体であり、共同体の歴史の中で

社会構造に組み込まれている特別な人々の

集団のことである」。 

Community engagementを理解するためには、

WHOが営々と築き上げてきた 1986年以来の

ヘルスプロモーション（health promotion）
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の哲学と骨太な政策理念を踏まえることが

重要である。その意味するところは、1986

年のオタワ憲章から 2016 年の上海宣言に

至るヘルスプロモーションの政策文書の理

念 の 変 遷 を 理 解 し た 上 で community 

engagementとは何かを考えるべきなのであ

る。 

 WHO の政策文書の定義によると、

community engagementとは「コミュニティ

ーが組織体に思恵をもたらすとともに、コ

ミュニティーに思恵をもたらす集団として

のビジョンを掲げて個人が長期にわたる関

係性を構築するプロセスのことである」

(Community engagement is the process by 

which community benefit organizations 

and individuals build a long term 

relationship with collective vision for 

the benefit of the community)。 

そして、「community engagementはエンパ

ワメントを図ることによって、コミュニテ

ィーをより良い変革へと導く実践活動のこ

と を 一 義 的 に 指 し て い る 」 (It is 

primarily about the practice of moving 

communities towards a better change 

through empowerment)。 

*「Community Engagement Module B5」

(www.who.int/risk-communication/ 

training/Module-B5.pdf)、「WHO Community 

Engagement Framework for Quality, 

People-Centered and Resilient Health 

Services」(WHO, Geneve, 2017) 

さらに、community engagementの基盤と

なるコミュニティーの組織体の原則は公正

（fairness）、正義（justice）、エンパワメ

ント（empowerment）、参加（participation）、

自己決定（self-determination）の 5 つで

ある（Community Engagement: Definitions 

and organizing Concept from Literature）。 

（3）自殺対策に community engagementの

理念をいかに活かすか 

community engagement（コミュニティー・

エンゲージメント）とはコミュニティーが

主体的に関与して自殺対策を進めていくた

めの参加型プロセス（あるいはボトムアッ

フ・プロセス）であり、最終的にはコミュニ

ティーの自殺対策をコミュニティー自身の

主体的関与でより良い変革へと導く実践活

動の総体を意味していると解すべきである。

従って、 WHO が公表した「 Preventing 

suicide: A community engagement toolkit」

は「コミュニティーが自殺対策を主体的に

進めるための手引きとツール集」と翻訳す

るのが妥当であると私たちは考えている。

なお、engagementはフランス語では「アン

ガージュマン」と発音するが、広く解釈す

れば、コミュニティー・エンゲージメント

には、サルトルの実存主義哲学で使われた

「自らの人生を主体的に意味づけて行動し

ていく」といった意味も含まれると解する

こともできると考えている。 

 community engagementの定義を正確に理

解すれば、コミュニティー・エンゲージメ

ントとはコミュニティーが主体的に関与し

て自殺対策を進めていくための参加型プロ

セス（あるいはボトムアップ・プロセス）で

あり、最終的にはコミュニティーの自殺対

策をコミュニティー自身の主体的関与でよ

り良い変革へと導く実践活動の総体を意味

しているとの正しい理解につながる。WHOが

まず念頭においている開発途上国の自殺対

策の推進においては、上からの押しつけに
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よる自殺対策の実践は有効ではなく、コミ

ュニティーの実情を踏まえた現実的な対策

を、コミュニティー自身の主体的関与で進

めていくことが必要であるという認識が根

底にあることがわかる。一方で、日本の自

殺対策の実践においても、国からの押しつ

けによる対策の推進ではなく、基礎自治体

自らが主体的に地域の実情に応じて策定し

た地域自殺対策に基づいて住民に身近な自

殺を実践していくことが求められている。

コ ミ ュ ニ テ ィ ー の エ ン パ ワ メ ン ト

（empowerment）、参加（participation）、自

己決定（self-determination）に基づき自殺

対策を推進することが、結果として、公正

（fairness）、正義（justice）を踏まえた当

事者本意の自殺対策の推進につながるので

ある。 

4.金子 善博（自殺総合対策推進センター

自殺実態・統計分析室長）：地域自殺実態プ

ロファイルと地域自殺対策政策パッケージ

の実用化について 

 自殺対策基本法改正により地域自殺対策

計画の策定が市町村に義務づけられた。国

は自殺対策の基本理念や基本方針、当面の

重点施策などを自殺総合対策大綱に示し、

また、厚生労働省が示した市町村の計画策

定のガイドラインにおいて、自殺対策計画

の基本要素が示されている。その策定を支

援するツールとして、JSSC は地域自殺実態

プロファイルと地域自殺対策政策パッケー

ジを開発し、2017 年の終わりに全国の市町

村に提供した。 

 地域自殺実態プロファイルは、警察庁に

よる自殺統計原票に基づく統計データや人

口動態統計、国勢調査、経済センサス等を

用いて作成された。プロファイルでは、各

市町村の自殺実態に基づいた推奨される優

先分野が示されている。 

 地域自殺対策政策パッケージは、計画に

求められる各要素についての解説と事業事

例を示している。政策パッケージは具体的

な計画策定の参考となる。 

 プロファイルとパッケージは計画策定に

活用されている。プロファイルについては

市町村等からの要望により、更新版を作成

した。政策パッケージについては、自殺対

策の実施状況に応じて今後、更新を行う予

定である。 

5.藤田 幸司（自殺総合対策推進センター

自殺総合対策研究室長）：自死遺族等支援の

情報提供体制整備・地域格差解消 

 本研究は、自死遺族等を総合的に支援す

るために必要な情報とは何か、また、全て

の自死遺族、残された人が、それらの情報

を適時適切に得られるような体制づくり、

情報の均てん化について検討した。自死遺

族支援に実績のある民間団体の代表者や、

行政関係者へのキーインフォマント・イン

タビューや、既存の資料の分析を行い、自

殺総合対策大綱に即して自殺総合対策推進

の視点から検討を行った。 

 自死遺族にとって必要となる情報には、

自殺の直後から必要となるものと、中長期

的に必要となるものがあり、行政や関連機

関は、自死遺族が必要な時に情報を迅速か

つ的確に得ることができるように支援する

ことが望まれる。自殺の直後には、自死遺

族にとって必要な情報をわかりやすくまと
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めた冊子・リーフレット等が迅速に提供さ

れることが望ましく、中長期的には、「わか

ち合いの会」や「遺族のつどい」に関する情

報や、法的問題に対する助言や相談の機会

に関する情報提供が重要であることが明ら

かとなった。本研究結果に基づき、「自死遺

族等を支えるために～総合的支援の手引」

を編纂した。 

図１．会場全景 

図２．基調講演の様子 

図３．シンポジウムの様子 

D．考察 

 基調講演では、金先生に韓国農村部の自

殺対策の最新の成果を情報提供していただ

いた。忠清南道はソウルの南、東シナ海沿

岸部に位置する農村地域で、韓国内でも自

殺死亡率の高い地域であり、2009 年の自殺

死亡率は 45.8（人口 10万対）と極めて高か

った。その後減少し 2017 年には 31.7 とな

ったが、韓国国内では依然として自殺死亡

率の高い地域である。同地域では、高齢者

の自殺死亡率が特に高かったため、2011年

以降高齢者を対象とした農閑期の身体的・

精神的健康プログラムの提供、訪問サービ

スや農薬安全ボックスの提供、悉皆的スク

リーニングとハイリスク者へのその後の支

援などが行われた。高齢者の自殺急増の背

景には、急激な社会経済環境の変化に加え

て農村地域の高齢者の生活環境、心理的環

境の両面が大きく影響をうけたことがあっ

た。今後は、これらの成果をもとに、官民学

の連携や住民の自治に基づいた地域社会の

自殺対策およびネットワークの強化を進め

ていくことが課題であると指摘された。 

シンポジウムでは、近藤氏から日本老年学
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評価研究の調査（JAGES調査）データ・ニー

ズ調査データの分析から自殺死亡率に関連

するソーシャルキャピタルやその他の地

域・社会環境要因の検証結果と地域マネジ

メント支援システムのプロトタイプの紹介

があった。高橋氏から近年、若者に急速に

普及してきたスマートフォン、SNS利用の援

助希求意識への影響の報告があった。本橋

氏からは 2018年に WHOが公表した「コミュ

ニティーが自殺対策に主体的に関与するた

めの手引きとツール集」を紹介しながら、

生活空間が多様化し単に地域にとどまらな

い現代社会に様々に存在するコミュニティ

ーをどのように自殺対策に巻き込むのかを、

今後の自殺対策の政策評価の上で考慮する

必要があることが紹介された。 

金子氏からは、地域自殺実態プロファイル

と地域自殺対策政策パッケージの現状、お

よび今後の更新の方向性について紹介され

た。 

 藤田氏からは、「自死遺族等を支えるため

に～総合的支援の手引（JSSC2018）」を紹介

しながら、自死遺族等支援の地域格差解消

のための方向性が紹介された。 

 総合討議では、報告された内容をもとに

韓国、日本の両国の比較などを通じて、地

域に必要な自殺対策の視点、および評価に

ついて活発な議論が行われた。特に地域自

殺対策を推進していく上で、PDCA サイクル

にもとづく自殺総合対策の評価をどのよう

に進めていくかが、今後の課題になるとの

問題提起がなされた。 

E．結論 

 本フォーラムを通じて、自殺対策の政策

評価のためには、地域の社会経済要因や最

新の地域の動向を十分に考慮する必要があ

ること、そして今後はそれらの評価のフレ

ームワークのシステム構築が重要であるこ

とが確認された。 

Ｆ．健康危険情報 なし 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 なし 

２．学会発表 なし 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 なし 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

分担研究報告書 

子供の貧困と自殺対策に関する研究～都市部における課題解決方策～ 

研究分担者 藤原武男 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野 教授 
研究協力者 木津喜雅 国立精神・神経医療研究センター自殺総合対策推進センター 室長 
研究協力者 森田彩子 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野 講師 
研究協力者 那波伸敏 東京医科歯科大学統合教育機構 特任助教 
研究協力者 松山祐輔 東京医科歯科大学国際健康推進医学分野 助教 
研究協力者 谷友香子 東京医科歯科大学国際健康推進医学分野 助教 
研究協力者 伊角彩  東京医科歯科大学国際健康推進医学分野 プロジェクト助教 
研究協力者 土井理美 東京医科歯科大学国際健康推進医学分野 プロジェクト助教 
研究協力者 福屋吉史 東京医科歯科大学大学院 博士課程 2 年 
研究協力者 小山佑奈 東京医科歯科大学大学院 博士課程 1 年 
研究協力者  馬場優子 足立区衛生部こころとからだの健康づくり課 課長 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ａ．研究目的 

成人、高齢者の自殺は減少傾向にあるものの、

子供の自殺は一向に減少していない。その要因

の一つとして近年注目される子どもの貧困が

関与している可能性が考えられる。子どもの貧

困自体は解消することが難しいため、貧困であ

るなしに関わらず効果のある、介入可能な要因

を明らかにすることができれば政策提言につ

ながる。本研究の目的は、子どもの貧困と子ど

もの自己肯定感について多変量解析によって

その要因を明らかにし、介入可能な自殺対策を

検討することである。 

Ｂ．研究方法 

足立区において実施した「子どもの健康・生活

実態調査」における小４、小６、中２のデータ

（N＝1652、有効回答率 82.8%）を用いた。この

調査において、子どもの自記式による自己肯定

感（児童用コンピテンス尺度の自己価値下位尺

度、桜井、1992）を把握した。さらに、子ども

の生活習慣（朝食欠食）、家庭環境（貧困状況、

虐待、ネグレクト（夜間の放置）、親のメンタ

ルヘルス（K６））、学校環境（教師が好きか、

学校が楽しいか）、地域環境（親以外のロール

モデルの存在、自宅・学校以外の放課後のサー

ドプレイスの存在）を把握した。子どもの自己

肯定感を連続量としてこれらの要因について

多変量解析を行い、標準化偏回帰係数（β）で

その関連の強さを比較した。 

（倫理面への配慮） 

東京医科歯科大学の倫理委員会の承認を得た。 

Ｃ．研究結果 

これらの要因で子どもの自己肯定感の 19％を

説明できることが明らかとなった。多変量解析

の結果、学校での友人関係（β=0.18、p<0.001）、

ロールモデルの存在（β=0.11、p<0.001）、朝

食欠食（β=0.09、p<0.001）、親のメンタルヘ

ルス（β=0.07、p<0.01）、ネグレクト（β=0.07、

p<0.01）、教師との関係（β=0.07、p<0.01）、

サードプレイス（β=0.07、p<0.01）の存在の

順で有意に自己肯定感と関連していた。貧困状

研究要旨： 成人、高齢者の自殺は減少傾向にあるものの、子供の自殺は一向に減少していない。
その要因の一つとして近年注目される子どもの貧困が関与している可能性が考えられる。そこで、
2017 年に実施した「足立区子どもの健康・生活実態調査」における小４、小６、中２におけるデ
ータを解析したところ、子どもの自己肯定感は、ロールモデルおよびサードプレイスの存在によっ
て貧困であるかどうかによらずに高められることが明らかになった。これらにアプローチする政策
が子どもの自殺対策となる可能性がある。 
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況および虐待は独立した有意な関連は見られ

なかった。 

Ｄ．考察 

この結果から、子どもの自己肯定感を高めるた

めには、学校が楽しいと思える環境づくりが重

要であること、またロールモデルとなる、地域

における第３の大人の存在が有効であった。さ

らに、サードプレイスの提供が家庭環境におけ

る影響と同程度の影響力を持って子どもの自

己肯定感に影響していることが明らかとなっ

た。これらは相互に関連している部分もあると

考えられるが、今回の解析では独立した影響を

見ているので、それぞれに介入することで効果

が期待できる。学校での友人関係については介

入が難しいが、地域が子どもへの関心を高め、

子どもにとってのロールモデルとなることは、

今後の地域づくりの中でできる可能性がある。

また、サードプレイスについても、地域づくり

の中で子どもの安全な居場所を積極的に考え

ていくべきだろう。 

これらの結果から、行政および学校関係者が直

接子どもの自己肯定感を高める政策を実施す

ることによって子どもの自殺予防につながる

可能性が示唆された。 

Ｅ．結論 

貧困状態に関わらず、ロールモデル、サードプ

レイスの充実により子どもの自己肯定感を高

められる可能性が示唆された。これらにアプロ

ーチする政策が子どもの自殺対策となる可能

性がある。 

Ｆ．健康危険情報 
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9 回日本疫学会学術総会、2019 年 2 月 1

日、東京．

17. 森田彩子. 子ども時代の希死念慮が老年

期うつ病に与える影響、第 29 回日本疫学

会学術総会、平成 30 年 2月 1日、東京.

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
1. 特許取得
なし 

2. 実用新案登録
なし 
3.その他

なし 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

研究分担報告書

自殺リスク要因を検討するミクロデータ分析環境の構築と 

自殺総合対策に資する統計的活動 

研究分担者  椿 広計   統計数理研究所 
研究協力者  久保田貴文  多摩大学  
研究協力者  竹林由武    福島県立医大   
研究協力者  岡本 基    情報・システム研究機構 
研究協力者  岡 檀      統計数理研究所 

A．研究目的 
本研究は、自殺総合対策に資する公的統計デ 

ータの利用環境を各府省と連携して構築整備す 
ること、さらに具体的にその種のデータを利活 

用して、自殺対策に資する実証研究を加速する
ことを目的としている。本研究は、平成 27 年度
に実施した国民生活基礎調査 K6 に対するリス
ク分析を基に、平成 28 年度厚生労働省に対して

研究要旨： 自殺総合対策を地域データに基づいて導くための公的統計データの個票データ（ミクロ
データ）分析環境の構築とその利活用を検討した。特に、公的統計ミクロデータを分析可能とするオ
ンサイト拠点の情報・システム研究機構に設置し認可を受けた。また、オンサイト拠点で自殺総合対
策に資する分析のために利用可能な厚生労働省公的統計ミクロデータの拡充に必要な活動を行った。
また、同センターと共同で、社会生活基本調査による国民の生活様式の地域差分析を設置したオンサ
イト拠点で行うことを計画した。総務省に対するデータ利用申請をした。 

方法：公的統計ミクロデータを探索的に分析できる拠点を情報・システム研究機構データサイエンス
共同利用基盤施設（立川）に設置するための設備並びに管理体制を整備した。総合自殺対策に資する
厚生労働省公的統計ミクロデータをオンサイト拠点で利用可能とするために、総務省統計局統計デー
タ利活用センターに要望を行い、厚生労働省との事務折衝を進行させた。平成 29 年度に試行的に策
定した、自治体が利活用可能な公的統計マクロデータについて、(独)統計センターで恒常的に策定す
る措置を依頼した。また、自殺総合対策に資する情報可視化技術の開発、地域空間構造と自殺リスク
との関係性などを統計的に検討した。 

結果と考察：大学共同利用機関初のオンサイト拠点を立川地区に設置し、認可を受けた。厚生労働省
の人口動態統計ミクロデータは平成 30 年末にオンサイト拠点で利用可能となり、既に利用可能であ
った国勢調査データと共に申請することで、国勢調査ミクロデータ公開後にこれまで行ってきた、地
域自殺対策に資する自殺統計編成は今後オンサイト拠点で行うことができるようになった。自殺総合
対策に資すると期待されている国民生活基礎調査については、今後もオンサイト拠点での利用を可能
にすべく、交渉を続ける必要がある。オンサイト拠点の行政機関利用については、行政情報と統計ミ
クロ情報との結合とその結果の利用方法についてまだ解決すべき問題がある。可視化技術の自殺統計
への適用、都市構造情報の自殺リスクへの関係については、所定の研究成果を上げることができた。 
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国民生活基礎調査ミクロデータの K6 情報を地
域政策に資するために行うことを研究目的とし
た。しかし、地域情報とのリンクも可能にする
という統計法 33 条に基づく目的外申請が平成
28 年度不調に終わったため、別途整備を進めた
オンサイト拠点において、自由度の高い探索的
な分析を実施する事、さらにはオンサイト拠点
において厚生労働省ミクロデータを利活用でき
るようにすべく、研究目的を変更した。 
特に、平成 29年４月 1 日に和歌山市に総務省

統計局・(独)統計センターが共同で、統計データ
利活用センターが設置された。当該センターは、
公的統計ミクロデータの公益性の高い政策研究
を支援することをミッションとしており、オン
サイト拠点設立の技術的サポートや多くの府省
に対して公的統計ミクロデータ提供の呼び掛け
交渉を開始した。統計データ利活用センターの
活動目的は、極めて本研究の目的と整合的であ
る。このため、平成 29 年度は谷道正太郎統計デ
ータ利活用センター長と連携して、谷道センタ
ー長の協力の下、自殺総合対策に資するミクロ
データ並びに自治体が活用可能なマクロデータ
の基盤整備と利用可能なデータの拡大と共に、
昨年度に引き続き研究協力者を中心とした実証
研究企画・実施を目的とした。 

B．研究方法 
（１） オンサイト拠点の整備と展開 
 研究協力者の久保田の所属する多摩大学には
既に公的統計ミクロデータを探索的に分析でき
るオンサイト拠点が平成 29 年度に設置された。
一方、岡が所属する統計数理研究所には、統計
法の目的外申請によって得られる一部データを
分析する古いタイプのオンサイト拠点しか整備
されていなかった。岡本が、(独)統計センターと
の設置申請作業を進め、統計数理研究所に隣接
する大学共同利用機関法人情報・システム研究
機構データサイエンス共同利用基盤施設に、オ
ンサイト拠点を形成する設備面並びに管理シス
テムの準備を進めた。 

 一方、椿・岡本はこの種のミクロデータ分析
環境を多くの自治体や行政が利活用できるため
の展開するために、オンサイト拠点を設置した
大学並びに形成に関心のある大学との懇談会を
引き続き運営し、ニーズ側の意見を収集するこ
ととした。また、谷道統計データ利活用センタ
ー長と共に幾つかの大学に設置を呼び掛けるこ
ととした。オンサイト拠点におけるミクロデー
タ分析が、「証拠に基づく政策立案（EBPM）」を
どのように実現するかについてもロードマップ
を形成し、啓発を強化することとした。 

（２）オンサイト拠点で分析可能なデータ 
 平成 28 年度まで、オンサイト拠点で分析可能
な公的統計ミクロデータは、総務省統計局によ
る統計調査のミクロデータに限定していた。地
域自殺総合対策に資するデータは、国民の生活
状況を明らかにする「社会生活基本調査」、労働
状況を明らかにする「労働力調査」しかなかっ
た。これを本研究が注目してきた厚生労働省の
データに拡大することを椿並びに、上記懇談会
などから要求した。 

（３）自治体が利活用可能なデータの構築 
 市区町村など自治体が利活用可能な公的統計
データの利用環境の整備、あるいは整備活動の
恒常化についての方策を立案する。 

（４）自殺総合対策に資する統計科学的研究 
 昨年度に引き続き、久保田・岡を中心として
自殺総合対策に資する地域情報の視覚化に関す
る統計的方法の開発ならびに実証研究を実施し
た。 

C．研究結果 
（１） オンサイト拠点の整備と展開 
 平成 29 年 4 月の統計データ利活用センター
設置以降、平成 29 年 5 月に統計法、統計センタ
ー法が改正され、平成 30年 5月に施行されるこ
ととなった。この中で、総務省令の整備などで、
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オンサイト拠点における公的統計ミクロデータ
分析の具体像が明確になり、本研究にもポジテ
ィブな影響を与えることとなった。 
 平成 30 年秋には、今後、本研究グループの椿・
岡本・岡が容易に利用可能な大学共同利用機関
法人情報・システム研究機構データサイエンス
共同利用基盤施設に「社会データ構造化プロジ
ェクト」の一環として、オンサイト拠点が設置
され、(独)統計センターより認可された。これは
大学共同利用機関における初の認可となり、全
国の自殺総合対策に関心のある研究者が申請に
より自由に使える環境であると共に、当該施設
に隣接してゲストハウスも整備されているので、
長期に滞在して自殺対策に資する探索的分析を
実施することが可能となった。 
 オンサイト施設については、地方自治体が地
域研究者との協働で利活用するための拠点も統
計データ利活用センター（和歌山市）に設立さ
れた。現在、中央省庁が利用するためのオンサ
イト施設も霞が関に設置準備が進んでいると共
に、平成 30 年度には、大阪大学、京都大学でも
設立が進んだ。椿は谷道センター長と共に、広
島大学、九州大学への設置要請に当たった。 

（２）オンサイト拠点で分析可能なデータ 
 平成 29 年度までは、オンサイト拠点で分析可
能なデータが総務省系の公的統計ミクロデータ
に限定されていたが、統計データ利活用センタ
ーという交渉母体ができたため、経済産業省の
データが利活用可能となった。一方、椿は厚生
労働省ミクロデータの利活用についてのニーズ
が大きいことを平成 29 年度に引き続き申し入
れしてきたが、平成 30 年末に、人口動態統計の
ミクロデータがオンサイト環境で利用可能とな
った。これは死亡票情報のほぼすべてをオンサ
イト環境で処理できるようになったことを意味
する。これまで、統計数理研究所が自殺総合対
策センターの依頼に基づいて策定していた地域
自殺対策のための自殺統計は、国勢調査と人口
動態統計を統計法 33 条に基づく目的外申請に

よって一部取得し、策定していたが、今後はオ
ンサイト拠点においてよりフレキシブルな検討
のもとに情報作成が可能となる。 

（３）自治体が利活用可能なデータの構築 
 椿は、平成 29 年 10 月、総務省が平成 29 年
10 月~平成 30 年 2 月まで全国 8 地区で実施し
た地方自治体職員に対する「データに基づく問
題解決」研修（EBPM 研修）に、全国市区町村
の基本状態を表す 70 変数のデータセットを試
作した。平成 30 年 4 月に「社会人口統計体系
（統計でみる市区町村の姿）」策定部局にこの種
のエクセルシートを恒常的に作成し、自治体職
員研修や学生講義に使えるように依頼した。そ
の結果、平成 30 年 6 月に(独)統計センターは、
1741市区町村の 111 変数からなる「教育用標準
データセット(SSDSE)」を公表した。 (独)統計
センターは、これを毎年 6 月に改訂し、継続的
に提供することとなっている。自殺率などは
SSDSE には含まれないが、SSDSE と結合する
ことで、地域プロファイルと必要な自殺対策な
どを絞り込める可能性がある。 

（４）自殺総合対策に資する統計科学的研究 
 久保田は、専門の可視化統計技術（コロプレ
スマップ）で居住地別・発見地別自殺者数・自殺
率の視覚化研究を実施し、両者の際立った違い
を示す地域の抽出などを行った 
 岡は、自殺低リスク地域が、その空間構造特
性、特に路地の有無などの特性が、行動様式や
地域コミュニケーション様式に影響し、自殺リ
スクを低下させているのではないかとの仮説の
下、実証研究を実施し、空間構造特性の影響を
実証した。 
 椿、久保田、竹林、岡、岡本は、谷道統計デー
タ利活用センター長と共同し、社会生活基本調
査に基づく自治体や二次医療圏の生活様式集計
を情報・システム研究機構、多摩大学、和歌山市
に設置されたオンサイト拠点で実施するために、
令和元年 5 月の統計法改正を睨み、平成 30 年度
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末に利用申請を行った。 

D．考察 
 オンサイト拠点のハード的設置は予定通り行
った。結果として、全国の研究者が利活用可能
な分析拠点を形成することができた。一方、地
域行政関係者がこの種の拠点を地域研究者と共
に使う可能性も開けたと考えている。しかし、
公的統計ミクロデータと地域行政情報とをリン
ケージして地域自殺対策に資する分析を強化す
ること、特に特定の住民のリスクを低減するな
どの行政活動に公的統計ミクロデータを利用す
ることについては、まだ制度上の問題が解決し
ていない。行政目的におけるオンサイト拠点利
用については、研究目的以上の自由度とガバナ
ンスを同時に考える必要があろう。 
公的統計ミクロデータの利活用については、

最も自殺総合対策に資すると総務省統計審議会
（旧審議会）でも指摘されていた「国民生活基
礎調査」のミクロデータ、特に K6に関する情報
が、依然としてオンサイト拠点で利用可能とな
っていない。人口動態統計という極めて重要な
ミクロデータが分析可能になったことを契機に、
統計データ利活用センターを通じた厚生労働省
との交渉を強化したい。 
平成 30 年度までは、オンサイト拠点の申請作

業や分析結果持ち出し審査などにもかなり時間
がかかっていて、機動的な研究成果発表には困
難をきたしている状況である。令和元年 5 月の
法施行、省令施行に伴い、審査の迅速化が進む
ことにより、自殺総合対策に資するデータ分析
加速の方策を探らなければならない。 
F．健康危険情報 なし 

G．研究発表 
１）論文発表 
岡檀,谷口亮,石川剛,坂本圭,大平悠季,織田澤利
守：コミュニティの空間構造特性と住民の思考
および行動様式の関係；「路地」推定ロジックの
構築と検証の試み,日本都市計画学会都市計画

報告書 No,17,  355-359, 2018. 
 椿 広計: 公共データの分析と活用の実践に
向けて, 行政＆情報システム, 54(3), 3-8, 2018. 
椿  広計：Quality Management から視た 

Evidence Based Policy Making, 評価クオータリ
ー, No. 45, 2-18, 2018. 

２）学会発表  
Kubota, T,: Detection and comparison of 

suicidal execution area in Japan by areal statistics 
of committed suicide, CMStatistics 
2018, http://cmstatistics.org/CMStatistics2018
/, Pisa (Italia) 2018 年 12月 
 岡檀, 谷口亮, 石川剛, 大平悠季, 織田澤利
守：コミュニティの空間構造特性と住民の援助
希求行動との関係～自殺希少地域 X町の「路地」
に焦点を当てて～. 第 38回日本社会精神医学会, 
東京 ,2019 年 2月. 
 谷道正太郎,伊藤弘人,椿広計：政府の統計デー
タ利活用推進の取組と地域統計データを活用し
た自治体の取組・変化の把握について, 第 56 顔
日本医療・病院管理学会, 福島, 2018 年 10 月.  

H．知的財産権の出願 なし
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
研究分担報告書 

死因究明制度と連動した死亡情報データの活用による自殺対策の推進に関する

研究 

研究分担者 岩瀬博太郎 千葉大学 東京大学 法医学 

研究協力者 石原憲治  千葉大学 京都府立大学 法医学 

  研究協力者 山口るつ子 千葉大学 法医学 

  研究協力者 大屋夕希子 千葉大学 法医学 

A. 研究目的 

 自殺を含む「避けられる死」を予防する

ための施策立案に際しては、その基礎とな

る死亡情報に係る統計が整備され、かつそ

の精度が高いことが求められる。国際的水

準からみて、本邦の死亡統計の現状を評価

し、自殺対策に資するよう、現行の制度に

必要な修正を加え、若しくは改革を促すこ

とを提言するのが本研究の第一の目的であ

る。 

研究要旨： 

世界的にみると、多くの国が WHO の規則や勧告に基づく死亡統計を有するが、それに加え外

因死のデータベースを持つ国や地域もある。昨年度は主に外因死データベースについて報告

したが、今年度は、人口動態統計のなかで、自殺を含む外因死をどう処理しているかという

点を、イタリア・シチリア州とドイツ・バイエルン州の例について調査した。本邦が、自殺

を含む外因死の予防に資するよう、死亡証明に基づく人口動態調査によって精度の高い統計

を持つためには、死亡診断書（死体検案書）の書式について、従前の方法を改善するため検

討を開始すべきである。 

一方、他殺後自殺（無理心中等）については引き続き千葉大学法医学教室のデータ等により

調査を行い、加害自殺者・被害者の年齢、性別、両者の関係性に加え、薬物摂取の状況につ

いて分析した。年齢、性別、関係性については昨年度の報告とほぼ一致した。また、解剖を

行った加害および自殺既遂例での検出薬物状況についてみると、最も多いものは向精神薬で

あった。法医解剖事例の中で自殺事例のおよそ半数から薬毒物が検出され、自殺時に薬毒物

摂取の割合が高い傾向が認められたことなどが過去に報告されているが、再発予防の検討に

あたっては今後更なるデータ収集が不可欠である。 
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特に、並行して自殺を伴う形態でありな

がら他殺をも含む Homicide-Suicide（以下

HS）事例（他殺後自殺：いわゆる無理心中事

例等）を調査する。HSは他殺と自殺を含む

極めて重大な事象であるが、事象の特性か

ら調査は困難でデータに欠けることが指摘

されてきている。可能な限り HS の現状につ

き客観的な情報に基づき調査・研究を行い、

予防策を検討することは、臨床上および社

会的な意義は極めて大きいと考えられる。 

B. 研究方法 

(1)  海外の死亡情報データ 

 昨年度、報告者が過去に視察した海外の

施設に係る死亡情報のデータベースあるい

は死亡統計について報告した。今年度は、

刑事司法が法医学研究所に医学的調査を委

嘱するという、本邦と類似した形態である

イタリアとドイツに関し、本邦との類似点、

相違点について調査した。なお、これらに

ついては別の研究（30年度の革新的自殺研

究推進プログラム）の研究結果報告におい

て同じ対象について報告しているので、で

きるだけ重複を避け簡潔に行うこととした。 

(2) HS 事例 

 海外においては、調査を警察、コロナー/

メディカルエグザミナー事務所、法医学研

究所、病院などの情報を統合しての調査報

告が見られ、一機関の情報のみならず複数

の関係機関の情報を統合して収集し検証が

行われている。しかし、現状では本邦で同

様の調査を行なうことは困難が多く、今回

は千葉大学法医学教室の解剖記録から、HS

事例を抽出した情報に基づく HS 発生の実

態について調査した。当教室で 2008 年 1月

から 2017年 9月末時点までに得られたデー

タについて、年齢、性別、加害者と被害者の

関係性、既往疾患、身体検査所見を調査し

た。なお、次年度以降も継続して調査を行

なう予定である。 

C. 研究結果 

(1) 海外の死亡情報データ 

 イタリアおよびドイツは、死因究明施設

から得た特化された外因死の統計はなく、

本邦同様、死亡証明書（本邦では死亡診断

書または死体検案書というべきだが、本稿

では死亡証明書との用語で統一する）に基

づいた人口動態統計のなかの死因統計が、

基礎的なデータとなっている。 

 かねてより、WHOは死亡証明書に関する規

則や勧告を出し 1)、各国は、基本的書式はそ

れに従いつつも、それぞれ固有の事項を設

けている。WHOの規則では、直接死因となっ

た傷病名を記載し、その原因があればそれ

を書き、さらにその原因があればそれを書

くという段階を踏み、最後の原因が原死因

とされること、また、直接には死因に関係

しないが前記の傷病に影響を及ぼしている

傷病名を書くこととされている。さらに、

それぞれについて発病または受傷から死亡

までの期間を書くこと、原死因に関しては

疾病および関連保健問題の国際統計分類

(International Statistical 

Classification of Diseases and Related 

Health Problems: ICD)に従うこと（現在は

ICD-10）も示されている。その他、詳細につ

いてどのようなことを記述するか、例えば

傷害の場合はその部位、交通事故の場合は

運転者、歩行者、乗客の別などについても

規定されている。ただし、死因の種類の分

類法など、各国の状況に任されている事項
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も多い。ここでイタリアとドイツについて

死亡証明書の書式等を記す。 

①イタリア

イタリアには、男女、1歳以上か 1歳未

満かで、4とおりの死亡証明書がある。証明

書は医師が記載するパート A と登記官が記

載するパート B に分かれており、パート A

には、死亡者の氏名、性別、死亡の場所等、

直接死因の疾病からその原因をさかのぼる

欄など、WHOの規則に沿ったもののほか、労

働関連死の特記欄、交通事故の特記欄があ

る。外因死の死因の種類に関しては、不慮

の事故、自殺、他殺に分かれている。男女別、

乳児（1歳未満）に分かれている意義は、女

性の場合の妊娠の影響、乳児の場合はより

詳細な経過の記述などにより、再発防止に

向けた公衆衛生上の目的にある。労働関連

死や交通事故に関しても同様である。ただ

し、イタリアでも死亡証明書の発行がなけ

れば遺体の埋葬ができないため、死亡証明

が急がれ、時間が経過した後の正確な死因

の判定が死亡証明書に反映されないとの問

題はある。 

 これら医師による証明に、地域の登記官

が加筆したものの 1 通が死亡届として役所

に提出される一方、1通が国家統計局へ送ら

れ、そこで集計しその結果が死因統計等各

種統計として年次毎に公表される。そのな

かには自殺の統計も含まれ、地域毎の自殺

率や年齢階級毎の率を知ることができる。

ただ、自殺予防施策を立案する省庁の部署

はなく、法医学医師が自殺予防に参画する

ような状況はないとのことだった。 

②ドイツ

ドイツ、バイエルン州の死亡証明書は大

きく「非機密部分」と「機密部分」に分かれ

る。冒頭に、氏名・性別・居住地・生年月日・

出生地・個人識別方法などの本人事項、死

亡/死亡の確認者・およびその日時が全ての

頁へ複写式項目として記載される。 

「非機密部分」には、死亡日時・場所・個人

識別法や死因（自然死・不詳・非自然死のい

ずれかのみ）、埋葬にあたって問題となるペ

ースメーカーや感染症の有無などの簡潔な

情報のみ記載され、遺族に手渡され地域の

役所に提出される。 

「機密部分」の１ページ目にはこれらに

加えて死亡診断の確証となった死体現象の

選択欄、非自然死の診断根拠欄、また WHOの

規則に基づいた傷病名の記載欄があり、直

接死因・原死因を順に記載する I. a), b), 

c)の欄と、II.その他の関連疾患名の記載欄

がある。また、外因死の追加情報として学

校事故、労災、交通事故などの別や、１歳未

満の小児および妊産婦の死亡に関しての情

報欄がある。同 2 ページ目には、非自然死

の場合の詳細記載欄があり、非自然死と判

断された根拠や状況の詳細および、死因と

並存疾患の関連などについての分析的総括 

(Epikrise)を文章で記載する。 

これら「機密部分」は５枚複写式になって

おり、1枚目は健康局、２枚目はがん登録局、

3枚目は統計局提出用であり、診断医師が自

ら専用の封筒に厳封し、自然死の場合は遺

族に交付され、非機密部分とともに役所に

提出されるが、非自然死の場合は先ず警察

に渡し、死体検案や解剖を待つことになる。

4枚目は解剖になる場合、解剖後記載される

解剖診断書（Obduktionsschein、臨床医によ

る死亡証明書作成時は空欄のまま）と共に

遺体に付帯される。5枚目は診断医師の保管

用である。解剖診断書には解剖後の病名記
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載欄とともに、検案時の推定死因が解剖で

も確認されたか、他の死因であったか、検

案時には死因が推定されていなかったかの

選択欄がある。この解剖診断書は健康局提

出用、統計局提出用、解剖医保存用の 3 枚

複写式である。 

統計局に提出された死亡証明書および解

剖診断書に基づいて、死亡に係る統計が作

成される。その過程で ICD-10 による付番が

なされる。 

(2) イタリア、ドイツ、日本の HS事例 

イタリア、ドイツともに HS に特化した統

計はなく、いずれも法医学医師の印象とし

て、夫婦を含むパートナー間の HS が多く、

親子間、特に本邦で多く見られる母子間の

HSは非常に稀であるとのことだった。 

千葉大学法医学教室で収集した HS 事例

における加害・自殺者は計 70 名、女性

31.4％（22名）、男性 68.6％（48 名）であ

り、平均年齢は 59.5 歳であった。加害・自

殺者の年齢は、判明している 68 名中、平均

年齢は 59.5歳±18.1、中央値 62歳であり、

65歳以上は 31名(45.6%)であった。自殺既

遂者のうち当教室で薬物が検出された事例

を確認したところ、加害・自殺者 22例中で

最も多く検出されたものは向精神薬（40.9%）

であり、覚せい剤を含め違法薬物の検出は

確認されなかった。 

HS被害者は計 80名、女性が 75%（60名）、

男性が 25%（20 名）であり、平均年齢は 52.6

歳、18 歳未満の被害児平均年齢は 6.1 歳、

65 歳以上の高齢者の平均年齢は 80.4 歳で

あった。65歳以上の高齢者は 51.2%（41名）

で被害の半数を占めた。HS加害・自殺者と

被害者の関係性は、全例で面識がある者同

士であり、57.4%が親子、36.3%が配偶者・パ

ートナー間におけるものであった。被害者

に確認された既往疾患としては、全体の

27.5％で認知症を含む精神疾患が最も多く、

認知症は被害者全体の 16.3%、65 歳以上の

高齢者に限ると認知症は 31.7％となってい

た。 

一方、18歳未満では 90.5%、19歳以上 65

歳未満では 35.3%、65歳以上では 19.5％に

既往疾患情報は認められなかった。 

D. 考察等 

（１）人口動態統計における比較 

視察先のイタリア、シチリア州、ドイツ、

バイエルン州は、どちらも外因死に特化し

た死亡統計はなく、死亡証明書に基づいた

死亡統計が人口動態統計の一部として作成、

公表されていた。その点では本邦の人口動

態統計の一部としての死因統計と同様であ

り、直接死因からその原因となる傷病を順

に記載する点、ICD-10による分類が行われ

る点など、WHOの規則に基づいた部分は共通

であるが、差異もある。 

イタリアの例では、特に外因死のなかで

も交通事故、労働関連死について記述欄を

設け、後の分析や再発防止策に役立つよう

配慮している。特に交通事故については、

歩行者、運転者、乗客などの別、衝突ならそ

の様態を記述する欄がある。また、1歳未満

の死亡証明書を別にすることで子ども（乳

児）の死の調査 Child Death Reviewへの取

組みが容易になる点も指摘できる。 

ドイツ、バイエルン州では、検案した医師

の診断と解剖所見との相違がある場合それ

が明確になり、より精度の高い死亡統計が

得られる。また、外因死の追加情報の欄も

多くの事項が記載可能であり、後の分析に
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役立つと考えられる。 

一方、本邦の死亡証明書 2)は、WHO規則の

要件は満たしており、厚生労働省の統計の

部署で ICD-10 の分類を行っている点は同

様だが、いくつかの点で異なっている。 

本邦の死亡証明書にも、解剖所見の欄、外

因死の追加事項の欄、生後 1 歳未満で死亡

した場合の追加事項欄があり、イタリア、

ドイツと同様の意義を与えているのは理解

できるが、いずれも自由記述であり、欄そ

のものも小さい。マニュアルはあるものの、

記入する医師の主観に負うところが多く、

客観的な分析に足る情報が得られるかどう

か疑問である。今後の研究および検討が待

たれるところだが、死因統計を「国民の保

健・医療・福祉に関する行政の重要な基礎

資料」として活用するのなら、記載内容お

よび記載方法の再検討が必要である。 

従来、死亡票、死亡個票のデータは役所内

部での活用に限られ、広く研究者らがアク

セスする対象ではなかった。今般、千葉県

および千葉県死因究明等推進協議会の事業

として千葉県死亡者の死亡票死亡個票に基

づく統計の原形を調査する機会を得た。こ

の詳細に関してはいまだ公表に係る協議が

終了していないため内容に関するコメント

は差し控えるが、印象として、いわゆるデ

スレ・ビューと呼ばれる死亡の分析と再発

防止策の立案という課題にはなかなか応え

られないという限界を感じた。それは、入

力すべき項目数の少なさと自由記述の基準

の曖昧さに由来すると考えられる。別の報

告で、オーストラリアでのコロナーおよび

法医学研究所が作成しているコロナー事案

の統計を紹介した。これは分担研究者が考

える理想形態に近いものではあるが、本邦

がすぐコロナー制度を採用できる状況でな

いことは周知のとおりであるので、既存の

死因統計を強化していくのが最も現実的な

方向である。そのためにも、様々な形で、行

政関係者のみならず、研究者らが現行の死

因統計を利用するなかで、死亡証明書の書

式や作成手続に関する改善策を考案するべ

きである。 

(2) HS事例 

HS事例では女性の被害、男性の加害・自

殺が多い傾向にあることは先行研究と同様

であった。被害者は高齢者が約半数を占め

ていたのは、昨年度報告した通りである。

同時に、成人以上の被害者では、生前に診

断された認知症を含む精神疾患を有するも

のが最も多く確認された。HS事例における

被害者の医学的背景について検討した文献

は多くはないが、国内で過去に”親子心中”

の中で明治～昭和時代の新聞を検討したも

のでは、“親子心中”の中で成人の子どもが

被害者となる場合、『精神病であるとか、（中

略）また獨立出来ない病者である。』という

報告 3)があり、以前より国内において成人

で精神障害を有する患者が HS により殺害

される傾向があったことも考えられる。し

かし、国内におけるこれら障害を持つ人が

殺人被害者となる件数の公式データは確認

ができない状況にあり、過去に比較して HS

事例が増減しているか否かは判断が困難で

ある。 

自殺・加害者の薬物検出状況に関しては、

HSの一部症例のみの結果に留まるが、今回

の対象事例においては現段階で明らかな違

法薬物は検出されておらず、これまで海外

において自殺者および HS 自殺者のアルコ

ールもしくは違法薬物の検出率についての
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報告でも、HS では自殺のみの症例に比して

その検出頻度は低かったことや 4), 5)、HS自

殺・加害者からの抗鬱薬検出率は自殺のみ

の人に比して高くはなかったという報告が

あり 6)今回も同様の傾向にあることが考え

られる。しかしながら症例数も限られてい

るため、解釈には限界がある。また、全体と

しての生前の詳細な処方歴、内服変更歴や

服薬状況に関しては不明な点が多く今後の

調査課題と考えられる。また自殺既遂者と

の比較を通じて、HS自殺者の特性を研究す

る試みが海外では各種なされている 4)が、

国内ではそのような比較検討されたものは

ほとんどない。一般的な自殺症例における

薬物検査における国内のこれまで法医関連

分野からの報告においては、法医解剖事例

の中で自殺事例のおよそ半数から薬毒物が

検出され、他の死因と比較して 自殺時に薬

毒物摂取の割合が高い傾向が認められたこ

とや、検出された薬毒物として催眠効果の

ある薬物を摂取していたケースが多かった

ことが報告されている 7)。また自殺死亡事

例に関連して、死亡事例における薬物検査

データを用いて薬の処方歴情報と参照する

ことにより医薬品の過量服用による死亡リ

スクの高い精神科治療薬の同定に至ったと

の報告 8) が国内でもなされており、薬物検

査情報は予防的対策を検討する上でも非常

に重要である。したがって、これらの状況

についてさらに詳細なデータを収集するこ

とは、より有効な対応策を検討する上で不

可欠であると考えられる。死因究明制度の

中で、簡易検査のみに頼るのではなく本格

的な薬毒物検査が行われる体制となってい

れば、HSのみならず一般の自殺既遂者の薬

物摂取状況を知る手がかりとなるであろう。

まさに平時からの諸検査を含む死因究明が

予防策を検討する上での重要な情報源とな

ると考えられる。 

当然ながら、薬物のみならず詳細な HSに

至る心理的社会的背景の経過は極めて重要

である。現状本研究では実施が難しいもの

の、自殺既遂者に関する調査の一つに心理

学的剖検があり、HSにおいても、限界はあ

りつつもこのような手法を用いた調査の有

用性と必要性が指摘されており 9)、遺族へ

の支援も包括した心理専門家による心理学

的剖検を用いた調査も重要であると考える。 

個別機関での情報には限界が多く、かつ、

多くの法医学教室等は全自殺のごく一部事

例を扱うに留まり、異状死例をすべて管轄

するわけではないため、その全容把握は困

難な状況にある。次なる HSの発生を防ぐ観

点からも、本邦でもデータ管理等の体制を

構築し、国内における加害・自殺者の状況

も含めた総合的な HS 事例の検証が必要で

ある。 
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１．論文発表 

1) 岩瀬博太郎, 石原憲治, 山口るつ子,

大屋夕希子：革新的自殺研究推進プロ

グラム 研究報告書（平成 30 年度）

自殺対策と連動した死因究明と法医

学研究～特に無理心中、子どもの死及

び遺族対応に焦点をあてて～ .

2019.4. 

２．学会発表 

1) 石原憲治, 大屋夕希子, 岩瀬博太

郎：自殺対策と連動した死因究明と

法医学研究～特に無理心中と子ども

の死に焦点をあてて～. 日本自殺総

合対策学会. 2018.3.15. 東京.

2) 大屋夕希子, 千葉文子, 猪口剛, 石

原憲治, 岩瀬博太郎：異状死発生後

の遺族に対する法医解剖説明～海外

法医学研究所視察からの報告～. 日

本トラウマティックストレス学会.

2018.6.9、別府.

H. 知的財産：特許権の出願・登録状況 な

し 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

研究分担報告書 

命の教育プロジェクト―SOSの出し方・気づき方― 

研究分担者 井門 正美 北海道教育大学教職大学院・教授・教職大学院長 

研究協力者 梅村 武仁 北海道教育大学教職大学院・特任教授 

研究協力者 川俣 智路 北海道教育大学教職大学院・准教授 

研究要旨：2018年度は、教育研究実践の主な活動として、「SOSの出し方・気づき方」に

関する教育・啓発活動、そして WEB上で学習できる「命の教育 Yes/No カード学習」、「命

の教育に関する韓国訪問調査」(2019 年 2月 26日－3月 1日)、「命の教育シンポジウム

2019－SOSの出し方・気づき方－」を実施した。 

方法：北海道教育大学教職大学院では組織的研究として 2016(H28)年度から「命の教育

プロジェクト」を展開してきた。このプロジェクトでは、1)人間形成と成長の基盤とな

る「心を育てる読書教育(視聴覚も含む)」、2)日々の悩みや人間関係の軋轢等から自身を

解放する「ストレスマネジメント教育」、3)苦難やストレスに耐え立ち向かう「レジリエ

ンス教育」、4)健康被害を避け、体づくりや健康を促進する「健康教育」(健康増進、薬

物乱用防止、禁煙・受動喫煙防止等)、5)危険から身を守る「安全教育」(防災・防犯、

交通安全等)、6)自殺者を一人でも減少させる人間関係や社会基盤づくりを推進する「自

殺総合対策」(SOS の出し方・気づき方、生きることへの包括的支援等)の６つの内容を

柱とし、教職大学院の教育研究活動や教員免許更新講習等に組み込んでいる。 

本プロジェクトは、子どもたちの自尊感情の低さ、他者への思いやりや倫理観の欠如、

いじめ、虐待や DV、自殺など、命に関わる問題が社会基盤を揺るがす大きな問題ともな

っている現状を改善するために開始しました。当プロジェクトでは、特に学校教育に焦

点化し、児童生徒や学生が生きやすい教育環境や社会環境を醸成し、命を大切にし、生

きることへの志向性を促進する教育実践研究を目的としており、この目的達成のため

に、まずは、学校や教師が自らの教育行為や在り方を問い正す自省作用(自己組織性)を

重視している。つまり、学校現場が児童生徒や学生の人権を侵害し、いじめや自殺の起

因となってはいないかどうか、自らを問い正すところから出発している。 

 2018 年度は、研究要旨に示したように、①「SOSの出し方・気づき方」に関する教育・

啓発活動として出前授業の実施(札幌市内中学校２校７クラス、夕張市内中学校１校１

クラス、北広島市内中学校１校３クラス)、②WEB 上で学習できる「命の教育 Yes/No カ

ード学習」の公開促進、③「命の教育に関する韓国訪問調査」(2019年 2月 26日－3月

1 日)の実施、④「命の教育シンポジウム 2019－SOS の出し方・気づき方－」(2019 年 3

月 6日)を開催し、これらの活動についてまとめた⑤「命の教育プロジェクト 2019 報告

書」の作成を行った。 
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Ⅰ出前授業「SOSの出し方を学ぼう」の実践 

A．実践の目的 

本研究の目的は、「SOSの出し方に関する

教育」の授業実践を開発・実践し、その効果

について質的、量的に検討することである。

そして、学校現場で実施することが可能な

「SOSの出し方に関する教育」の授業実践に

ついて検討する。 

 

B．実践の方法  

授業実践は、1時間で実施することを前提

として、自尊感情に働きかけるワークと、

SOS の出し方を教えるレクチャーの２つの

内容から構成した。これは SOS の出し方に

関する教育に取り組んでいる東京都足立区

の方針を参考にしている。自尊感情に働き

かけるワークは、近藤（2013）、望月（2014）

の内を参照して、共有体験を思い起こすワ

ークを実施した。近藤（2013）は体験と感情

を共有することで形成されていく無条件の

感情である基本的自尊感情を育むためには、

他人と感情や経験を共有する「共有体験」

が重要であると述べており、このワークは

その知見に基づいている。SOSの出し方に関

するレクチャーは、東京都足立区の取り組

みを参照しつつ、筆者が基本的なメンタル

ヘルスの心理教育の内容を参照しながら作

成した。授業実践の主な流れは以下の通り

である。 

① プレアンケート（５分） 

•自己肯定感を測る質問紙、SOSの出し方に

関する知識を測る質問  

② イントロダクション：いのちの大切さ

（５分）  

③ 自分の良いところ探し（体験、自己肯定

感に働きかけ）（20分）  

•共有体験を振り返るワーク  

④ メンタルヘルスとその対処（説明・体験）

（15分）  

•ワーク：人は誰でも落ち込む（資料：出

来事のストレス評価）  

•落ち込んだときどうするか？ 落ち込

んだ人を見たときどうする？  

⑤ ポストアンケート（5分）  

  •自己肯定感を測る質問紙  

•SOSの出し方に関する知識を測る質問 

授業前後の参加者の変化を測定するた

め、近藤(2013)が開発した自尊感情の測定

尺度「そばセット（SOBA-SET）」を使用し

社会的自尊感情（SOSE）と基本的自尊感情

（BASE）を実践の前後で測定した。

 

さらに SOS の出し方に関する心理教育が

定着したかを確認するために「19．誰でも

こころの調子が悪くなる可能性があると思

います」「20．こころの調子が悪くなっても、

助けを求めることができれば回復すること

成果については、命の教育プロ ジェクトホームページ (http://www.ido-
labo.com/edu4life/)で随時公開した。なお、SOSの出し方教育については、文部科学省
より「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議（平成 30 年度第 3 回、2019 年
2 月 1日）」のヒアリングに招聘されたことも書き添えておく。 
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ができると思います」「21．まわりの人の調

子が悪くなったとき、自分にできることは

あまりないと思います（A)、21．こころの調

子が悪くなったとき、学校にいる大人はも

ちろん，保健師さんなど地域の信頼できる

大人に相談することも有効だと思います

（B)」など心理教育の内容に則した３つの

質問（３問目は B中学校が（A)、C中学校と

D中学校が（B）を用いた）を４件法（とて

もそう思う、そう思う、そう思わない、全然

そう思わない）で実践前後に調査した。 

先に紹介した実践校の内、データが揃っ

た校のみについて紹介する。 

授業実践はＡ市の市立Ｂ中学校の１学年

127 名、C中学校の２学年 113名、D中学校

２学年 33名を対象に、筆者らが授業者とし

て実施した。参加者には事前に担任教員か

ら「SOSの出し方に関する教育」の出前授業

があることが伝えられ参加の同意を得てい

る。  

なお D 中学校の実践時には地域の保健師

に出席を依頼し、保健師が授業実践の中で

簡単に相談先の紹介を実施した。これは、

地域の信頼できる大人の存在を強調するこ

とが重要であるとする足立区の実践を参照

し行ったものである。 

 

C．研究結果 

３つの実践前の社会的自尊感情 SOSE 項

目への有効回答数が 211 名、実践後の社会

的自尊感情 SOSE項目への有効回答数が 232

名、実践前の基本的自尊感情 BASE項目への

有効回答数が 218 名、実践後の基本的自尊

感情 BASE項目への有効回答数が 233名であ

った。 

有効回答数が異なる理由は、そばセット

により回答の信頼性が低いと判断された質

問紙および無回答のものを除外したためで

ある。社会的自尊感情 SOSE の平均値は実施

前が 15.02 点、実施後が 15.06 点となりほ

とんど変化は見られなかった。基本的自尊

感情 BASEの平均値は実施前が 19.99点、実

施後が 20.25 点となりほとんど変化は見ら

れなかった。 

SOS の出し方についての知識が定着した

かについて、実践前後で回答傾向に差があ

るかどうかカイ二乗分析実施した。質問 19

は実践前が 220 名回答し実践後が 236 名回

答、質問 20は実践前が 221名回答し実践後

が 237 名回答した。質問 21(A)は実践前が

106 名回答し実践後が 113 名回答、質問

21(B)は実践前が 11 名回答し実践後が 124

名回答した。 
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その結果、質問 19 は図１のような結果と

なり実践後に「とてもそう思う」が増加し

たものの、有意な差は見られなかった（χ2 

(3, N=456)= 3.03, n.s. ）。質問 20に関し

て、図２のように「とてもそう思う」と答え

た生徒が 1％水準で有意に増加していた（χ

2 (3, N=458)=16.48, p<.01 ）。また質問

21(B)に関しては、図 3のように「とてもそ

う思う」と答えた生徒が増加しており、10％

水準で有意な増加傾向が見られた（χ2 (3, 

N=238)=6.32, p<.10 ）。したがって、今回

の授業実践において目的としていたＳＯＳ

の出し方に関する知識を生徒は一定程度習

得することができていることが示唆された。 

実践後の質問紙では「今日の講座で新し

く学んだこと、印象に残ったことがあった

ら教えてください」という設問で自由記述

式で回答を求めた。87名の生徒から、「辛い

ときもまわりの人に相談すれば、少し心が

かるくなることを知った」「命は大切だと知

った」「何かあったら相談することが大切だ

と思った」「今日の講座で SOSの時の対処方

法とかがわかったので良かったです。」「そ

うだんできるところがあんなにあるとはお

もわなかった」といった講座の目的を理解

できたという内容の感想が記入されており、

一定の成果を挙げたといえるものであった。 

また D 中学校の生徒の自由記述欄では、

複数の生徒が「学校の先生以外に保健師さ

んという人がいることを初めて知った」「保

健師さんに相談できることを知った」とい

った、保健師が参加したことについて記述

した。これは、授業実践者だけではなく、地

域のリソースとなる役割の人間が参加した

方がより授業実践が効果的であることを示

唆しているとも考えられるだろう。 

 

D．考察 

 「ＳＯＳの出し方教育」の授業実践につ

いて、直接的に自己肯定感を高める機能は

確認されなかったものの、授業実践により

生徒がＳＯＳの出し方についての理解度が

向上することが示唆された。また、地域の

支援に関わる役割の人間が参加することに

より、よりその理解が具体的になりよい影

響があることも推測された。 

 

F．研究発表  

(1) 井門正美他「北海道教育大学教職大学

院における『命の教育プロジェクト』２」日

本学校教育学会第３３回全国大会、2018年

8月。 
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(2) 川俣智路、井門正美、梅村武仁「SOSの

出し方教育」の授業実践の開発と検討－自

尊感情とメンタルヘルスに関する心理教育

に着目して－」日本教育心理学会第 60回総

会、2018年 9月。 

(3)井門正美他「北海道教育大学教職大学院

における『命の教育プロジェクト』と『SOS

の出し方教育』」「平成 30年度生きることの

包括的支援研修－子ども・若者対策－」2018

年 9月。 

(4)命の教育プロジェクト HP(教職大学院の

取組)http://www.ido-labo.com/edu4life/ 

ⅡWeb 学習「命の教育 Yes/No カード学習」

の公開促進 

A．活動の目的 

命の教育プロジェクトでは、WEB上で学ぶ

ことのできる「命の教育 Yes/Noカード学習」

(旧自殺対策 Yes/No カード学習)サイトを

開 設 し て い る (http://www.ido-

labo.com/edu4life/)．当サイトではゲーミ

ング・シミュレーション教材を用いた学習

を可能にしている。 

当ゲームは、2017 年度末までにゲームス

タイルを確立し、一般公開しているので、

2019年度においてはカード学習ゲームの内

容や活動方法等に関する広報活動を行った。 

B．実践の方法 

当ゲームについては、インターネット上

で公開しているため、閲覧者数はカウント

していないが、広く広報しているものと考

えている。私たちの広報活動としては、北

海道内の先生方に紹介することと、学会に

おいて紹介することの２つを実践した。 

前者については、教職大学院修了者の現

職教員に依頼して、中学校の生徒に本ゲー

ムを実際にやってもらっている。まだ実践

継続中であるため、学習効果についてのエ

ビデンスは示されてはいないが、今後、エ

ビデンスを示したい。 

後者については、日本シミュレーション

＆ゲーミング学会 2018春期大会(5月)並び

に秋期大会(11月)、加えて日本学校教育学

会第 33回全国大会にて発表している。日本

シミュレーション＆ゲーミング学会では、

このゲームの健康教育(禁煙教育)に関する

内容について、北海道科学大学の教授から、

「学生への禁煙教育として活用したい」と

の感想が出された。同大学の薬学部は入学

条項に「禁煙に関する条項」を設けており、

その意味でも禁煙教育への関心が高く、当

ゲームに関する強い関心を示したものと捉

えた。今後、禁煙教育などに特化したカー

ド学習としても使える可能性がある。 

C．研究結果と考察 

中学生によるゲーム活用では、Yes／Noカ

ード学習の質問内容で使っている用語や言

葉が難しいものがあるという感想が出され

ている。この件については、複数名でテー

マや内容ごとに質問を考えたため、作成者

の視点の置き方によって質問内容や用語の

難易度に差が出た。つまり、児童生徒の視

点か、教師や保護者の視点かといった違い

である。ゲームをする側(ゲーマー)を児童

生徒に想定して作成した場合には、易しい

用語で作成されており、逆に、教師や保護

者を想定して作成したものはやや難しい用

語使用となっていた。 

こうした点については、今後、改善を図

りたい。また、現在、質問項目は 70問とな
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っているが、さらに追加していく予定であ

る。 

D．研究発表 

(1) 井門正美他、「北海道教育大学教職大学

院『命の教育プロジェクト』におけるゲー

ミング・シミュレーションの活用」日本シ

ミュレーション＆ゲーミング学会 2018 年

度春期全国大会、2018年 5月 

(2) 井門正美他「北海道教育大学教職大学

院における『命の教育プロジェクト』２」日

本学校教育学会第３３回全国大会、2018年

8月。 

(3) 命の教育プロジェクト HP(教職大学院

の 取 組 )http://www.ido-

labo.com/edu4life/ 

Ⅲ「命の教育に関する韓国訪問調査」 

A．調査目的 

日本の学校教育では、学校関係者の様々

な努力にもかかわらず、若者の自殺が一向

に減少しない状況にある。このような状況

として主要先進国の中では、韓国における

若者の自殺率も高いと言える。主要先進国

の中で、かつアジアの中でも若者の自殺率

が多い隣国について実態調査を行い、共通

性と相違性を捉えることで、日本の若者の

自殺対策の手立てを考える。 

B．調査の方法 

 韓国における「命の教育」や「自殺対策」

について関係機関を訪問調査して、韓国の

実情を把握すると共に、日本の実情や私た

ちの「命の教育プロジェクト」について紹

介する。 

(1)調査メンバー 

井門正美 教職大学院教授・院長

橋本忠和 教職大学院教授・函館校附属幼稚園長 

杉本任士 北海道教育大学教職大学院准教授 

 (2)調査日程 

2月 26日 

17時 15分 仁川空港着 

19時 30分 コリアナホテルで通訳ガイドのオトゴンバ 

ヤル氏、李在原氏と打合せ 

2月 27日 

通訳 オトゴンバヤル・スレン氏 

10時 韓国健康増進開発院 

14時 韓国青少年自殺予防協会 

16時 生命尊重協議会 

18 時 コリアナホテルでオトゴンバヤル氏、李在原氏

と打合せ 

2月 28日  

通訳 李在原氏 

10時 韓国翰林大学死生学研究所 

午後  オトゴンバヤル・スレン氏と李在原氏と面談・

韓国調査のまとめ 

3月 1日 帰国 

C．研究結果 

 韓国の「命の教育」や「自殺対策」に関す

る４つの機関を訪問したが、いずれも、熱

心に誠意ある対応をしていただいた。３月

１日が、日韓関係においては、「3.1独立運

動の 100 周年記念」のため、韓国機関の対

応について心配もされたが、いずれの機関

にも歓待していただいた。 

 調査内容については、別途『命の教育プ

ロジェクト 2018 報告書』(2019 年 3 月)に

まとめているので、そちらを参照していた

だきたい。 
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 調査内容については、別途『命の教育プ

ロジェクト 2018 報告書』(2019 年 3 月)に

まとめているので、そちらを参照していた

だきたい。 

D．研究発表 

(1)命の教育プロジェクトホームページ 

(教職大学院の取組) 

http://www.ido-labo.com/edu4life/ 

Ⅳ「命の教育シンポジウム 2019―SOS の出

し方・気づき方―」 

A．開催の目的 

 本シンポジウムでは、「SOSの出し方・気 

づき方」に焦点を当て、児童生徒や若者が

苦しい時や困難な時、心が折れそうな時に

保護者や教師、友だち、信頼できる大人に

「SOSを発信できる」方法を伝え、併せて児

童生徒や若者、そして私たち大人がその「発

信された SOS に気づく」ことのできる方法

について考え議論することをねらいとした。

2017年 3月に開催したシンポジウムに引き

続いて 2回目のシンポジウム開催となる。 

B．開催の方法 

 シンポジウムを開催し、広く市民の参加

を得て、「SOSの出し方・気づき方」に関す

る実践や講演等を行い、議論することによ

って、市民の方に知識や技能を身に付けて

いただくとともに、児童生徒、若者の命を

守り、彼らの健やかな成長のために、私た

ちが出来ることは何か、何をすれば良いの

か考え議論し、喫緊の課題についての解決

の糸口を見いだし、具体的方策を示すこと

ができればと考えた。このシンポジウムを

通して、命を大切にし、守る活動を推進す

る土壌を築きたいと考える。 

シンポジウムは以下の内容構成で実施し

た。 

①学長挨拶 13時 00分～13時 05分

 蛇穴治夫(北海道教育大学学長) 

②趣旨説明 13時 05分～13時 20分

井門正美(教職大学院長) 

③実践報告 13時 20分～13時 50分

  「SOSの出し方を学ぼう」 

 川俣智路(教職大学院准教授) 

  梅村武仁(教職大学院特任教授) 

 井門正美 

④講演１ 13時 50分～14時 35分

  「SOSの気づき方」 

安川禎亮(教職大学院教授) 

⑤「SOSの出し方・気づき方」質疑応答

14時 35分～14時 50分 

⑥シンポジウム 15時 00分～16時 00分

「学校と教師は、子どもや若者に対する命の教

育にどう取り組めばよいのか」 

 企画・司会 井門正美 

シンポジスト  

荒瀬匡宗(北海道教育委員会) 

 津田政明(札幌市教育委員会) 

 稲葉浩一(教職大学院准教授) 

川俣智路 

安川禎亮 

⑦シンポジウム質疑応答 16時 00分～16時 15分

⑧講演２ 16時 25分～17時 10分

「子ども・若者に対する生きることへの包括的

支援－その最前線－」 

本橋豊(自殺対策総合推進センター長) 

⑨全体質疑応答 17時 10分～17時 30分

主催 北海道教育大学教職大学院

共催 国立精神・神経医療研究センター

自殺総合対策推進センター(JSSC)

-87-



後援 北海道教育委員会 札幌市教育委員会 

開催場所 札幌市男女共同参画推進センター 

C．開催結果とその考察 

 当日は、本院教職員・院生、一般参加者を

含めて約 90 名の参加を得た。一般参加者は、

医療福祉関係者、学校教員、スクールカウ

ンセラー、臨床心理関係者など、多様な人

たちが参加した。 

 シンポジウムの内容についても、上記に

示したように、大学教員、行政関係者、自殺

対策に関する研究機関等の各々の専門家に

よる話と、それに対する質疑応答時間を設

けた。このことで、大変充実したシンポジ

ウムとなった。 

 このシンポジウムについては、別途「命

の教育プロジェクト 2019報告書」(2019年

3月)を発刊しているので、こちらを参照頂

きたい。 

D．研究発表 

(1)井門正美他『命の教育プロジェクト 2019

報告書』北海道教育大学教職大学院、2019

年 3月 

(2)命の教育プロジェクト HP(教職大学院の

取組)http://www.ido-labo.com/edu4life/ 

Ⅴ『命の教育プロジェクト 2019報告書』(速

報版電子書籍)の刊行 

A．刊行の目的 

 分担者としての研究活動は、北海道教育

大学教職大学院の組織的研究として展開し

ている部分が多い。特に、本報告書では、当

厚生労働科研に関わって予算措置をとって

いる命の教育に関する韓国訪問調査と「命

の教育シンポジウム 2019―SOS の出し方・

気づき方―」について速報版電子書籍とし

て刊行することとした。 

B．刊行の方法 

 当初、紙媒体と電子媒体とで刊行する予

定であったが、予算の関係から電子媒体と

して刊行することとした。先の韓国訪問調

査やシンポジウムは、年度末の２月末から

３月初旬という日程であったため、３月中

に発刊する電子媒体は、速報版という形式

として発刊した。 

完全版については、私ども教職大学院と

して電子媒体並びに紙媒体で、９月を目途

に発刊する予定である。特に、報告書と言

うよりは、論稿も交えた書籍として発刊す

る運びである。 

C．刊行物の内容(概要) 

本報告書では、2018年度の研究活動の中

で、特に、主要な行事であった「命の教育シ

ンポジウム 2019－SOS の出し方・気づき方

－」並びに「命の教育に関する韓国訪問調

査」について掲載した。 

【目次】 

１．「命の教育プロジェクト」について…3 

２．「命の教育シンポジウム 2019」の開催報告…4 

(1)学長挨拶…4 

(2)趣旨説明…6 

(3)実践報告「SOSの出し方を学ぼう」…11 

(4)講演 1「SOS の気づき方とストレスマネ

ジメント」…34 

(5)シンポジウム…52 

①北海道教育委員会の取組…53

②札幌市教育委員会の取組…66

③「いじめ自殺問題」への提言…74
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  (6)講演２「子ども・若者に対する生きるこ

とへの包括的支援－その最前線

－」…83 

３．命の教育に関する韓国訪問調査(速報)…99 

(1)調査目的 

(2)本院の「命の教育プロジェクト」の取組み 

－訪問先への説明－ 

(3)調査日程 

(4)調査メンバーと通訳紹介 

(5)調査報告 

【資料】 

Ⅰ「命の教育シンポジウム 2019」に関する資料

…110 

Ⅱ韓国調査報告に関する資料…111 

D．研究発表 

(1)命の教育プロジェクト HP(教職大学院の

取組)http://www.ido-labo.com/edu4life/ 

【北海道教育大学教職大学院組織的研究の

メンバー】(2019年 5 月現在) 

札幌校 

井門正美(教授・院長) 

梅村武仁(特任教授・補佐札幌校) 

小野寺基史(教授・補佐４校連携総務) 

川俣智路(准教授・生徒指導・教育相談副分野長) 

小沼 豊(准教授) 

野寺克美(特任教授) 

姫野完治(准教授) 

前田輪音(准教授・授業開発副分野長) 

松橋淳(特任教授) 

旭川校 

水口正博(特任教授・補佐旭川校) 

水上丈実(教授・補佐地域連携推進) 

笠井稔雄(教授) 

稲葉浩一(准教授) 

藤川 聡(教授) 

藤森宏明(准教授・学級経営・学校経営分野長) 

釧路校 

梅本宏之(特任教授・補佐地域連携推進) 

近藤逸郎(特任教授・補佐釧路校、 

学級経営・学校経営分野長) 

室山俊美(特任教授) 

森健一郎(教授・授業開発分野長) 

安井智恵(准教授) 

安川禎亮(教授・補佐教育実践研究推進・附属連 

携) 

函館校 

阿部二郎(准教授) 

小田将之(特任教授) 

小松一保(特任教授・補佐地域連携推進) 

杉本任士(准教授) 

中村吉秀(特任教授・補佐函館校) 

橋本忠和(教授・補佐教育実践研究推進・附属連 

携) 

三上清和(特任教授・生徒指導・教育相談分野長) 
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厚生労働行政推進調査事業補助金 (政策科学総合研究事業) 

分担研究報告書 

自殺対策における適切な精神科医療体制の在り方に関する研究 

～自殺対策拠点病院のコンセプト構築～ 

研究分担者  近藤伸介  東京大学医学部附属病院 精神神経科 

A．研究目的 

本研究は、自殺対策の大きな柱の１つで

ある未遂者支援を精緻化することにより、

地域自殺対策の推進ならびに厚生労働行政

における自殺対策の施策展開に資すること

を目的としている。自殺未遂が事例化する

代表的な場所となる医療機関を発端として、

適切な支援につないでいくために必要な資

源や仕組みについて考察する。 

自殺が減少傾向に転じたとはいえ、依然

として年間２万人を超える自殺者が続いて

いること、特に未成年の自殺は増加を続け

ていることなどから、今後はこれまでの自

殺対策を継続することに加えて、いまだ十

分に支援が届いていない群や年代に対する

有効な方策を探索していく必要がある。 

B．研究方法 

 昨年度は自殺未遂が覚知される医療機関

を大きく４種類に分けて、それぞれにおけ

る課題や支援のあり方について考察した。 

平成 30年度および令和元年度では、具体

的に医療機関での自殺未遂者の実態調査に

基づき、大規模な統計では浮かび上がって

こない個別の状況を明らかにすることで、

現在までの施策に加えて補強すべき点を明

らかにする。 

 具体的には、①平成 30年度、東京大学医

学部附属病院に自殺未遂のために救急搬送

され、救急車到着から 12時間以内に精神科

医が診察を行った 61名の年齢・自殺企図の

手段・精神科治療歴・心理社会的要因・転帰

などについて、②平成 30年度、東京大学医

学部附属病院精神神経科に入院した未成年

74名について、年齢・自殺念慮の有無・自

殺企図歴の有無・精神科診断・心理社会的

要因・転帰などについて、それぞれ調査お

よび考察を行う。 

（倫理面への配慮） 

 東京大学医学部倫理委員会による承認を

得た後ろ向き診療録調査研究である。 

研究要旨  

未遂者支援は自殺対策の大きな柱の１つである。未遂者を覚知する場となる医療機関

として、救命救急センターおよび精神科病棟を擁する総合病院での直近の事例シリー

ズを詳細に検討し、自殺予防の方策を選択的介入から個別的介入へとさらに精緻化で

きるような考察を展開する。 
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C．研究結果 

現在、①②につきデータ分析中である。 

D．考察 

保留 

E．結論 

保留 

F．健康危険情報 

特記すべきことなし。 

G．研究発表 

1. 論文発表

なし。 

2. 学会発表

なし。 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む。） 

1．特許取得 

 なし。 

2．実用新案登録 

 なし。 

3．その他 

特記すべきことなし。 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

研究分担報告書 

自殺対策と生活支援の連関に関する研究 

研究分担者 猪飼周平 一橋大学大学院社会学研究科教授 

Ａ．研究目的 
 本研究の目的は、自殺をその最も深刻な
帰結としてもたらす、広範な生きてゆく上
での困難の解明およびその困難に対する支
援のあり方を明らかにすることである。
2018年度においては、2つの研究を実施し
た。第一に、小田原市と共同で、市民を対象
に生活保護に関する意識調査を実施した。
その結果、高所得層に相対的に強い生活保
護制度に対する批判があること、また低所
得層においては、相対的に日本版 K6 のス
コアが高い一方で、生活が困窮しても軽々
に生活保護を受けるべきでないという規範
が存在していることが推察される結果とな
った。第二に、一般社団法人社会包摂サポ
ートセンターの実施する「よりそいホット
ライン」事業から、深刻な支援ニーズを抱

えながら、従来の支援体制から取り残され
ている人びとに関する推計を行った。 

B．研究方法 
平成 30 年度においては、29 年度に神奈川
県小田原市において同市と共同で行った、
生活保護・生活困難と自殺リスクの連関に
関する市民アンケートの分析を行った。ま
た、一般社団法人社会的包摂サポートセン
ターの実施する「よりそいホットライン」
事業における支援記録、通信記録から、自
殺企図を含む深刻な支援ニーズをかかえな
がら、従来の支援体制から取り残されてい
る人びとについて、支援ニーズの量的な把
握を行った。具体的には、「よりそいホット
ライン」への電話数の推計値と、同事業に
ついての社会的認知率（インターネットア

研究要旨：  
猪飼が取り組んでいる研究は、一貫して、自殺をその最も深刻な帰結としてもたらす、
広範な生きてゆく上での困難の解明およびその困難に対する支援に関するものであ
る。2018 年度に実施した調査としては、次の 2 つである。第一に、小田原市と共同
で、市民を対象に生活保護に関する意識調査を実施した。その結果、高所得層に相対
的に強い生活保護制度に対する批判があること、また低所得層においては、相対的に
日本版 K6 のスコアが高い一方で、生活が困窮しても軽々に生活保護を受けるべきで
ないという規範が存在していることが推察される結果となった。第二に、一般社団法
人社会包摂サポートセンターの実施する「よりそいホットライン」事業から、深刻な
支援ニーズを抱えながら、従来の支援体制から取り残されている人びとに関する推計
を行った。暫定的な結果として、全国に 800万人から 1700万人の範囲で、そのよう
なニーズを抱えている人びとが存在しているということが推計された。
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ンケート会社利用）を組み合わせて、潜在的な
支援ニーズの大きさを推計した。 

C．研究結果 
小田原市における市民アンケートについて

は、高所得層に相対的に強い生活保護制度に対
する批判があること、それは憲法 25 条を直接的
に反映した生活保護法の無差別平等原則に対し
ても及んでいること、低所得層において日本版
K6 のスコアが相対的に高いという暫定的な結
果が出た。また、「よりそいホットライン」を活
用した支援ニーズの推計については、約 800 万
人から約 1700 万人という膨大な規模のニーズ
が従来の支援制度からは見えない形で暗数とし
て存在するということが示唆された。 

前者については現在引き続き解析中である。
後者について一定の結果が得られたのでこの点
具体的に結果を報告しておきたい。「よりそいホ
ットライン」事業の本研究との関係でもっとも
重要な特徴は、「どんな相談事でも断らない」と
いう方針にある。これがなぜ重要な方針かとい
うと、従来の支援サービスの基本的特性として、
特定の課題および特定のカテゴリーの人びとを
想定しているからである。これをここでは「問
題解決型支援」と呼ぶとすれば、これらの支援
によっては次のような困難の特徴をもっている
人びとについては支援からこぼれ落ちてゆくこ
とになる。すなわち、1）困難が複雑に複合して
いる当事者、2）認識できる生活上の課題を解決
することが生きる力の回復につながらない当事
者である。 

 これに対し「よりそいホットライン」は、ど
んな相談事でも断らないという姿勢のために、
上記のような従来の特定の問題を解決する式の
支援からこぼれ落ちた人びとが行きつく相談先
という性格を有することになる。実際、同ライ
ンに電話がつながった人びとの 81％は、同ライ
ンに電話をするに先立って他の相談先に相談を
している人びとであることがわかっている。 

 さて、本研究では、「よりそいホットライン」
に電話をかけてきた人の実数（ユニーク数）と
同ラインに対する認知率を組み合わせて、より
そいホットラインに電話をかけてくる人と同じ
属性をもった人びとが社会にどの程度の人数が
存在するかを推計した。その結果をまとめたも
のが以下の表である。 
同ラインへの年間のコール数（ユニーク数）は、

416,939 数（推計値）である。これにインターネ
ットアンケート会社 2 社を利用し、同ラインに
対する認知率を調査した結果が、表の中段であ
る。なお、認知率については様々な水準の認知
がありうるが、本研究では、①名前を知ってい
ること、および②事業内容について一定の知識
があることを基準として認知率を調査している。
これを踏まえて、同ラインに対する潜在的利用
者数の区間推定の結果（95％信頼区間）が下段
のようになっている。 
この結果の直接的な意味は、社会において「よ 
りそいホットライン」がすべての人びとに、名
前と事業内容が知られている（110 番並に知ら
れているという意味）としたときに、年間約 800 
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万から 1700 万人の人が電話をかけてくると考
えられるというものである。もし、ここで「より
そいホットライン」に電話をかけてくる人びと
が従来の支援からこぼれ落ちた人であるとすれ
ば、そのような「制度の隙間」に落ち込んでいる
人びとが、膨大に存在している可能性があると
いうことになる。さらに、本調査においては、
「よりそいホットライン」に電話をかけてきた
人で、自殺・LGBT・DVなど特定のニーズが明
確にみられると判断された人びとは除外されて
いること、さらに電話がそもそも苦手であった
りできなかったりする人、ヘルプラインを利用
する可能性の低い子ども・障害者などの人びと
も考慮されていない。これらを考慮するとき、
推計値はさらに大きくなるであろうと考えられ
る。他方で、「よりそいホットライン」に電話を
かけてきた人びとの属性について、さらに検討
をすすめるべき余地もある。というのも、同ラ
インの利用者に、医療機関とりわけ精神科の受
診歴をもつ人が多いためである。たとえば、こ
れらの受診歴を持つ人々の間で特異的に、同ラ
インに対する認知率が高いということになれば、
本研究の推計値は逆に過大推計となる可能性も
ある。その意味では、引き続き研究を進めてゆ
く必要がある。 

D．考察 
 本研究によって、従来日本の福祉国家は、従
来的な目的、すなわち所得保障によるセーフテ
ィネットを張るという点からみても、十分に機
能を発揮していない部分がある上に、従来の支
援の方法それ自体が多くの支援ニーズを抱えた
人びとを置き去りにしている可能性があること
が示唆されたといえよう。 
 以上を踏まえて、本研究の自殺対策としての
意義について論じておきたい。自殺総合対策大
綱には、「誰も自殺に追い込まれることのない社
会」が掲げられており、その目標自体は大変高
邁なものであり、本研究者もこの政策目標に同
意する者である。だが、それではこの目標はい

かにして達成可能なのであろうか。実際に行わ
れている対策は、基本的に問題解決的発想で作
られているが、その先に上のような目標の達成
が可能であるか、ということを私たちは考える
必要がある。この点に関して本研究の示唆は、
本研究のいう問題解決型支援＝従来の支援をい
かに積み上げていっても上のような社会を実現
可能なものとして展望することはできない、と
いうことである。もちろんそれは現行の対策に
効果がないとか、対策しなくともよい、という
意味ではない。自殺に追い込まれる人が少しで
も減るならその方がよい。だが、「誰も自殺に追
い込まれることのない社会」という大目標が絵
に描いた餅であってはならないとすれば、さら
に本質的に従来とは異なる対策に大きく踏み込
まなければならないということになろう。 
 そもそも自殺は生活困難が招く帰結としては
稀な現象である。その背後には自殺という形で
なくとも虐待、DV、不登校、犯罪、依存症、負
債、ホームレス、悲嘆、自尊心の低さなど、さま
ざまに追い込まれ、苦しんでいる人びとがいる
と考える必要がある。もしこれらの人びとがす
べて自殺の予備軍であるとすれば、結局のとこ
ろ「誰も自殺に追い込まれることのない社会」
を作るとは、人びとを様々に追い込むこの社会
のあり方を全体として変えてゆくということで
なければならないだろう。本研究が示唆してい
るのは、それが「よりそいホットライン」に流れ
こむ人びとと同じ状況にある人びとを支えるよ
うな社会システムの設計である可能性があると
いうことである。 

F．健康危険情報 なし 
G．研究発表  
１）論文発表   
２）学会発表  
H．知的財産権の出願・登録状況 なし 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
研究分担報告書

       Zero-suicide の国際的動向に関する研究 

研究分担者 清水康之 NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク代表（理事長） 

研究要旨： 

2018年 9月 3日～4日、第 4回国際自殺ゼロサミットがオランダ、ロッテルダムで開催され、その

成果文書であるロッテルダム宣言が採択された。 

文書の冒頭では、その意義を次のように述べている。「ロッテルダム宣言はサミットに参加した保

健医療部門の指導者たちにより支持されている。我々はすべての人に、世界的に拡がりつつあるこ

の「学び」のコミュニティーに加わるよう強く求めている。また、あなたの保健医療システム環境

において、あなたが望んでいるような変化をもたらせるよう、ヒントを見つけるためにこの宣言を

利用してほしい。大胆なビジョンが人類を月に立たせ、ポリオを撲滅させた。中途半端なことをし

ている時間は無い。「自殺ゼロ」に尽力しようとする洞察力あるリーダーシップこそが、この重要

なビジョンへの大きな一歩を踏み出すことを可能にするだろう。」 

そして、結論は次のような文章で結ばれている。「保健医療システムに求めること：質の保証され

ない効率性は論外である。効率性の保証されない質は持続不可能である。「自殺ゼロ・ヘルスケア」

（Zero Suicide Healthcare）モデルでは、質と効率性の両方が示されている。それは大きな志と科

学の融合である。「自殺ゼロ・ヘルスケア」（Zero Suicide Healthcare）は連携したケアを示し、そ

れゆえ誰もがたった一人で命を絶つことがないように、また絶望のうちに自殺に追い込まれるこ

とが無いようにしなくてはならない。」

以下に、このロッテルダム宣言の日本語訳全文を掲載する。
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moving beyond the  
tipping point 

正確性の高いツールキット：zerosuicide.com 

本文書において示されている様々な見解は、サミットに参加した個々人の所属諸団体の公式見解を必ずしも反映して

いない。また、Substance Abuse and Mental Health Services Administration（物質使用障害と精神保健サービスの管理

局）、 the National Institutes of Health（国立保健研究所）, the Department of Health and Human Services（保健・社会

福祉省）, or the Department of Veterans Affairs of the US Federal Government（アメリカ合衆国退役軍人省）, or of 

Health Canada（もしくはカナダの同機関）の公式見解を示しているものでもない。 

 

「転換点の向こう側へ進む」 
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まえがき 

オランダのロッテルダムで 2018 年 9 月 3 日～4 日に開催された第４回国際自殺ゼロサミットに、およそ 20 か国か

ら 100 名を超える多様なリーダーが招集された。この場で彼らは、2015 年の国際自殺ゼロ宣言（International Zero 

Suicide Declaration）の改定を企画した。改定された宣言では、サミットに参加したリーダーたちが、公衆衛生と地域

社会における自殺対策戦略を補強するために、保健医療部門の対策の改善に責任を持って関与する必要性が明

示されている。 

「自殺ゼロ・ヘルスケア」（Zero Suicide Healthcare）とは 

「自殺ゼロ・ヘルスケア」は、科学的根拠と普遍的な人間の存在意義を踏まえたものであり、それはヘルスケアと社

会における自殺対策についての考え方を、従来の受身的なものから、主体的・積極的なものへと転換させることを

目指す、世界的な変革をもたらすための、新たな自殺予防対策アプローチである。本アプローチにおける最終目標

は、保健医療システムを推進し、ケアの質を継続的に向上させていくことである。「自殺ゼロ」(Zero Suicide)は保健

医療部門のリーダーたちが、これまで以上に、自殺という悲劇から患者、親戚、スタッフを守るためにどうすればよ

いかを学んでもらえるような、明確な戦略と方針を提供している。 

「自殺ゼロ」はヘルスケアを求める人が自殺関連行動を考えた時に、より良い方向へと導いてくれる。そうした人

は、最も制限の少ない環境において、自殺関連行動について率直かつ公然と話し合い、回復への過程を進むとい

う経験をするだろう。彼らが自らの選択によってそうした行動の転換を図れるようになることで、取り残される人はい

なくなる。「自殺ゼロ・ヘルスケア」は、単独で存在する戦略ではない。これは、同時に実施される他の地域基盤の

自殺対策戦略を補完するものである。 

なぜ「自殺ゼロ」は重要なのか  

非常に多くの命が危険にさらされているからである。毎年 80 万人以上が自殺で亡くなっている。より質の高い自殺

対策のケアを行う保健医療システムがあれば、防ぐことのできる自殺が多くことは実証されている。システムを抜本

的に変革させることにより、自殺死亡率をゼロにすることができる。そうであるならば時間をこれ以上浪費すること

なく、「自殺ゼロ」を社会へ浸透させるために、社会全体に体系的な変化を起こさねばならない。 

「自殺ゼロ」は誰のためのものか 

第一に、世界中の保健医療部門のリーダーのためである。彼らは「自殺ゼロ・ヘルスケア」モデルを推進する原動

力であり、本システムの、安全かつ公正な学習ならびに改善の文化を保護する立場でもある。第二に、保健医療

部門に従事するすべてのスタッフに向けたものである。「自殺ゼロ」に賛同する機関に従事することで、スタッフたち

は優れた自殺対策ケアを提供するための研修やサポートを受け、安心できる環境の中で、自殺の根底にある真の

原因や悪影響を与える要素を解決していくことができる。第三に、これは最後といえども軽視してはならないもので

あるが、すべての協力者、例えば政府や政治家、メディア、経営者や雇用主、公衆衛生および自殺対策の関係団

体、自殺関連行動を自ら経験した人、科学者などのためである。彼らが自らの専門知識や能力、意欲を活かしな

がら、保健医療システムと協力し進んで「自殺ゼロ」に取り組むことにより、変化がもたらされ、自殺死亡率が減少

するのである。 

ロッテルダム宣言 

ロッテルダム宣言は、サミットに参加した保健医療部門のリーダーたちにより支持されている。我々はすべての人

に、世界的に拡がりつつあるこの「学び」のコミュニティーに加わるよう強く求めている。また、あなたの保健医療シ

ステム環境において、あなたが望んでいるような変化をもたらすためのヒントを得るために、この宣言を利用してほ

しい。大胆なビジョンが人類を月に立たせ、ポリオを撲滅させた。中途半端なことをしている時間は無い。「自殺ゼ

ロ」に尽力しようとする洞察力あるリーダーシップこそが、この重要なビジョンへの大きな一歩を踏み出すことを可能

にするだろう。 

David W. Covington, LPC, MBA  Dr. Jan Mokkenstorm 

RI International, USA   113 Suicide Prevention, the Netherlands 
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ロッテルダム宣言 
 

毎日毎秒、今この瞬間にも、世界中で多くの人が自殺の脅威にさらされている。自殺は家族から大切な人を、若者

たちから未来を、職場から仲間を、コミュニティーから最も価値のある資源、つまり人々を奪ってしまう。 

2018 年 9 月にロッテルダムで行われた第 4 回国際自殺ゼロサミットの参加者および、保健医療部門、学術・研究

機関、市民社会、民間団体、政府、自殺企図経験を有する人々といった、多様な指導者・代表者たる我々は、 

受け入れる： 

WHO 報告書『自殺を予防する 世界の優先課題』の最も重要なメッセージである、「自殺は防ぐことができる。国の

対応を効果的にするためには、包括的かつ多様な自殺対策戦略が必要であり、それには保健部門とそれ以外の

部門とが緊密に連携し、政府ならびに非政府の両レベルにおいて、自殺の防止を保健医療システムにおける中心

的な課題と位置付けることが含まれる。(i)」を受け入れる。 

承認する： 

「世界人権宣言」第 25 条の、すべて人は、到達可能な最高水準の健康を享受する基本的な権利を有する(ii)。を承

認する。 

認識する： 

国際連合の『持続可能な開発目標（SDGs）』（３）の、2030 年までに、非感染症疾患（NCD）による早期死亡を、予防

や治療を通じて 3 分の 1 減少させて、精神保健および福祉を促進すること(iii) を認識する。 

理解する： 

自殺が保健医療に従事する人や、家族、職場、コミュニティーに与える深刻な影響を理解する。 

 

「自殺ゼロ・ヘルスケア」（Zero Suicide Healthcare）の枠組み 

「自殺ゼロ」モデルでは、自殺を減少させるための現実的かつ効果的なアプローチを提供している。「自殺ゼロ・ヘ

ルスケア」は、自殺を減少させるためのケアにおける、体系的、指導的、持続的な質の向上を目指すアプローチで

ある。その枠組みは諸施設に対して、トレーニングと、科学的根拠に基づいた治療と支援へのアクセス、そして保

健医療システムに非常に優れた結果をもたらしたケアパスを提供する。 

我々は、以下のことに積極的に関わっていく。 

1. 科学的な根拠と実際の自殺企図へのかかわりを通じて得られた情報に基づく、公平で安全な文化に重点を置

くリーダーシップ 
  

• 保健医療システムのリーダーは、自殺を防ぐための絶え間ない努力を通じて、自殺対策推進の文化を作

り出している。現代の保健医療システムにおいて我々は、自殺関連行動（自殺未遂、自殺死亡等）は、ケ

アすることで避けることが可能だと考える。 

• 治療を要する人を自殺で失った後の回復、治癒、学習、改善は、保健医療システムの文化にとって欠か

せないものである。 非難、懲罰、報復は許されない。 

• 自殺関連行動を起こそうとする人を発見しケアを行う際に、病院スタッフや保健医療スタッフは共感的で、

信用のおける、有能な存在となる。 

 

2. 自殺関連行動がある人に関与する際のチームワークアプローチ  
 

• 保健医療システムを利用して援助を求める人々は、それぞれの苦悩や悲しみの内容により差

別されることなく、適切なタイミングで、敬意と思いやりを持って受け入れられる。 

• 人間中心で、治療重視の自殺関連行動のスクリーニングおよびアセスメントが実行される。それには自殺

念慮や自殺関連行動に関する直接的な質問も含まれる。 

-99-



• 介入には、安全対策や治療につなげるための接触などといった、協力的で研究成果に基づいた実践技法

を用いた、極力拘束の少ない環境での自殺関連行動の直接治療も含まれる。 

• ケアマネジメントは患者／スタッフの実りある相互交流により定められる。 

• 高次医療の場（例えば、病院）でなされた決定は、他の水準のケア（例えば、集中治療外来、民間セラピ

スト、薬物療法等）へ適切なタイミングで伝えられる。 

 

3. 患者、保健医療の専門家、家族や介護・看護担当者の、安全対策とアフターケア移行への積極的な参加 
 

• 医療の場から退院する前に、自殺手段の制限などの安全対策に積極的に関わること。これには、家族や

親しい人への主体的な関与や教育となり得る場も含まれる。 

• 病院内の医療スタッフとより広いコミュニティーの医療提供機関の間で、サービスの責任と意思疎通を共

有すること。 

• 次回の受診前に、病院側からの積極的なアウトリーチを行うこと。 

• 病院で提供されるピアサポート、また地域を基盤とした支援サービスによるピアサポート。 

 

4. データ分析と実装科学(implementation science)は持続的な改善をもたらす 
  

• 持続的な質の向上の基盤となるのは、データ収集およびデータ分析、さらに重要となるその応用である。 

• データへのオープンアクセスは個人情報保護の法制度の枠内で利用可能である。 

• 医療関係者や医療チームは、成果の改善が常に可能であるという視点を持ちながら、進行中の実績をモ

ニタリングし、サービスをより良いものにし、影響を評価するために、データを用いる。 

• 世界中で現在新しく進みつつある実装アプローチの拡大と、成果の公表を通した学習の共有に関与する

ことにより、学習が促進される。 

• 研究、とりわけ実社会への成果の実装を目的とする橋渡し研究（translational research）や実装科学研究

(implementation research)の研究費を増大させることで、新しいアプローチを探求し、支援する。 

 

5. 総合的で公的な保健医療と地域自殺対策による協力ネットワークがもたらす相乗効果 

結論 

保健医療システムに求めること：質の保証されない効率性は論外である。効率性の保証されない質は持続不可能で

ある。「自殺ゼロ・ヘルスケア」（Zero Suicide Healthcare）モデルは、質と効率性の両方を意味している。それは大き

な志と科学の融合である。   

「自殺ゼロ・ヘルスケア」（Zero Suicide Healthcare）は、誰ひとりとして孤独の中で死を迎え、絶望の中で自殺に追

い込まれることがないようにするための、連携したケアを意味している。 

 

 

 
  

(i) World Health Organization: Preventing Suicide: a global imperative. Page 9. Luxembourg 2014 
(ii) Universal Declaration of Human Rights; http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 
(iii) United Nations Sustainable Development Goals https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3#targets 
 

 詳細が知りたい方は 

ZeroSuicide.org 世界中の「学び」のためのコミュニティーのページ 

ZeroSuicide.com 正確性の高いツール集と情報源 
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